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要   約 

パレスチナは､イスラエル国の南部の地中海沿岸及びイスラエル国の東部のヨルダン川西岸に形成された

パレスチナ人自治地区であり､パレスチナ自治政府（Palestinian National Authority：以下、PNA と称す）が自

治を行っている。地中海沿岸でエジプトと接している地域がガザ地区と呼ばれており、面積が 365km2、2005

年の人口が 139 万人である。一方、イスラエル東部のヨルダン川西岸に広がった地域が西岸地区と呼ばれて

おり、面積が 5,800km2、2005 年の人口が 237 万人である。 

本プロジェクトの対象地域が含まれる西岸地区は、起伏の激しい丘陵地域であり､ナブルス、エルサレム、

ヘブロン周辺は標高が 800～1,000m 程度に及ぶ一方、ジェリコ周辺はマイナス 200～300m の深い渓谷となっ

ている。 

PNA における廃棄物管理は各地方自治体が実施することになっている。しかし、多くの地方自治体は規模

が小さく財政基盤が脆弱であることや処分場用地の確保が困難なことから、ごみ収集・処分を適切に実施す

ることが困難な状況にある。このため、ごみの不法投棄、野焼き、郊外や空き地への放置等の問題が発生し

ており、環境衛生維持のための早期改善が課題になっている。 

各地方自治体の廃棄物管理事業を支援するパレスチナ地方自治庁（以下、MOLG と称す）は、地方自治体

の廃棄物管理に必要な施設／機材整備に係るニーズをまとめ、ごみ処理機材の調達や処分場整備に係る無償

資金協力を我が国へ要請した。 

この要請に対し、我が国は、要請の背景及び協力の必要性・妥当性の確認のために独立行政法人国際協力

機構（以下、JICA と称す）の予備調査団を 2005 年 8 月に派遣した。その結果、要請内容（対象サイト、機

材内容及び数量等）が明らかになり、協力の必要性・妥当性があることが確認された。また、要請機材は、

機材運用の効率化のために複数の自治体で構成する「広域行政計画開発カウンシル（以下、JCspd と称す）」

へ配置することで合意された。 

上記予備調査の提言を踏まえて JICA は本基本設計調査を実施することとし、2005 年 11 月 27 日から 12 月

28 日まで基本設計調査団を現地へ派遣した。調査団は調査対象サイトを、MOLG を始めとする PNA 関係者

との協議の結果、JCspd としての組織化が進んでいるジェリコおよびヨルダン渓谷 JCspd、トゥルカレム JCspd、

サルフィート JCspd、ベツレヘム JCspd の 4JCspd への絞り込みをまず行い、その後要請内容の確認や現況調

査を実施した。 

上記調査結果を踏まえ、帰国後日本国内で解析作業を実施し、基本設計調査報告書としてとりまとめを行

った。なお、基本設計概要説明調査は実施していない。 

本調査を通して策定された本無償資金協力の基本設計の概要は、以下のとおりである。 

a. 計画条件 

・ 計画年次：2010 年 

・ 対象地域：ジェリコ及びヨルダン渓谷、トゥルカレム、サルフィート、ベツレヘム  

・ 対象廃棄物：都市一般廃棄物（家庭ごみ、事業系ごみ） 

・ 計画ごみ収集量：表-１に示すとおり。 
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表-1 計画ごみ収集量 

項目 ジェリコ及び
ヨルダン渓谷

トゥルカレム サルフィート ベツレヘム 

計画人口（人） 47,971 166,054 72,073 205,070 
平均ごみ発生原単位（kg/人・日） 1.38 1.23 1.01 1.04 
計画ごみ発生量（t/日） 66.1 204.3 72.9 212.9 
計画ごみ収集率（％） 90% 90% 90% 90% 
計画ごみ収集量（t/日） 59.7 184.2 65.7 192.1 

 

b. 計画機材内容 

計画機材内容は表-2 に示すとおり。 

表-2 計画機材総括表 

単位：台 

項目 ジェリコ及び 
ヨルダン渓谷 トゥルカレム サルフィート ベツレヘム 計 

8m3コンパクター車 4 0 3 3 10 
12m3コンパクター車 0 16 0 13 29 
8m3コンテナ移送車 1 0 0 0 1 
15m3塵芥ダンプトラック 0 4 0 0 4 
2m3ホイールローダー 0 2 0 0 2 
1.1m3コンテナ 234 675 336 840 2,085 
8m3コンテナ 10 0 0 0 10 
1m3バックホウローダー 1 0 0 0 1 
13t 土砂用ダンプトラック 1 0 0 0 1 
予備品（式） 1 1 1 1 4 

 

c. 概算事業費 

・ 総事業費：6.65 億円 

・ 日本側負担経費：6.65 億円（詳細は表-3 に示すとおり。） 

 

表-3 計画機材総括表 

費目 概算事業費（百万円） 
ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 84
トゥルカレム JCspd 298
サルフィート JCspd 38

機材 

ベツレヘム JCspd 229

649 

実施設計・調達監理 16 
 

・ パレスチナ負担経費：16,170NIS（約 0.4 百万円）／調達機材の西岸内輸送 

・ 積算条件：1US$＝113.50 円、1NIS＝24.85 円、1EUR＝137.60 円（平成 17 年 12 月） 

 

本プロジェクトの実施により 68～86％であるごみ収集率が 90％になることが期待され、パレスチナの本プ

ロジェクト対象地域の 49 万 2000 人（2010 年）に上る住民の生活衛生環境が改善されることとなる。 
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本プロジェクトの実施機関は、2005 年に設立されたジェリコ及びヨルダン渓谷、トゥルカレム、サルフィ

ート、ベツレヘムの 4 組織の JCspd となる。各 JCspd の対象地域は県をベースに設定されており、県庁所在

地等、ほとんどのごみが収集されて地域があるものの、ほとんどごみ収集が実施されていない地域が含まれ

ている。しかし、JCspd のリーダーとなる理事長は、比較的適切なごみ収集を実施している地方自治体の首長

が務めており、ノウハウの水平展開が期待できる。したがって、ごみ収集・運搬機材の運行実務に係る技術

は十分であると考えられる。 

一方、広域処理体制の導入により、処分場が遠くなり、収集車による処分場への直接運搬が非効率になる

箇所が発生する場合がある。これらの箇所では、効率的な運搬業務の実現を目的に、維持管理が簡易かつ運

営が容易な中継輸送の導入で対応が可能である。 

以上より、本プロジェクトは、効果、運営・維持管理、範囲等の面で有効かつ実施可能であり、協力の意

義が高く、無償資金協力として妥当性が高いと考えられる。 
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第１章 プロジェクトの背景・経緯 

 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

1-1-1-1 パレスチナ全体の廃棄物管理状況と課題 

1. パレスチナの位置及び地勢 

パレスチナは、イスラエル国の南部の地中海沿岸及びイスラエル国の東部のヨルダン川西岸に形成された

パレスチナ人自治地区であり、パレスチナ自治政府（Palestinian National Authority : 以下、PNA と称す）が自

治を行っている。地中海沿岸でエジプトと接している地域がガザ地区と呼ばれており、面積が 365km2、2005

年の人口が 139 万人である。一方、イスラエル東部のヨルダン川西岸に広がった地域が西岸地区と呼ばれて

おり、面積が 5,800km2、2005 年の人口が 237 万人である。 

本プロジェクトの対象地域が含まれる西岸地区は、起伏の激しい丘陵地域であり、ナブルス、エルサレム、

ヘブロン周辺は標高が 800～1,000m 程度に及ぶ一方、ジェリコ周辺はマイナス 200～300m の深い渓谷となっ

ている。 

 

2. 廃棄物の定義 

2006 年現在、パレスチナ環境担当局（Environment Quality Authority : 以下、EQA と称す）は地方自治体の

責任である都市廃棄物管理を対象とした「固形廃棄物管理条例」を策定中である。 

なお、現段階では法案ではあるものの、その内容は各地方自治体に尊重されており、できるところから運

用が始まっている。 

本条例において廃棄物は以下のように定義されている。 

(1) 廃棄物 

有害でない固形廃棄物とし、工業、農業、家庭、建設現場、下水処理残渣の総称。 

(2) 家庭ごみ 

粗大ごみを含む、家庭から発生するすべてのごみ。 

(3) 都市廃棄物 

家庭ごみ及び学校、宗教施設、民営・公営の施設等から発生する家庭ごみに類似するごみ。 

(4) 医療廃棄物 

病院、診療所等医療機関での医療行為に伴い発生するごみ。 

(5) 産業廃棄物 

工場、建設現場等での産業活動に伴い発生するごみ。 

 

3. 廃棄物管理の実施責任及び現状 

地方自治体法で、都市廃棄物の廃棄物管理責任は各地方自治体にあると定められている。しかし、パレス

チナ人自治区は人口規模が数百人から数千人の小規模な地方自治体が多く、ほとんどの地方自治体は自力で
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の機材整備が困難である。したがって、地方自治庁（Ministry of Local Government：以下、MOLG と称す）が

中心となって、廃棄物管理の広域化や複数地方自治体での組合結成の指導及び国際協力による機材整備・能

力開発を実施している。 

医療廃棄物については、感染性等の有害廃棄物を医療機関が処理することとなっている。但し、医療機関

から排出される都市廃棄物は地方自治体の責任で処理される。 

産業廃棄物は、国民経済庁の指導下で各企業が有害廃棄物の処理を実施していることとなっている。また、

大量に廃棄物を排出する企業等は、自己責任での処理が義務付けられている。 

なお、地方自治体の廃棄物管理計画策定、施設・機材整備及び能力開発については、地方自治体を統括す

る MOLG が、国際協力の導入や地方自治体間の共同実施体制の提案活動を通して支援している。また、EQA

が PNA としての廃棄物管理の上位計画策定やモニタリング業務等を担当している。 

パレスチナの地方自治体数は、人口約 376 万人に対して約 500 に上り、地方自治体がカバーする平均人口

は約 7,500 人と小さい。都市廃棄物を地方自治体で処理しなければならないが、規模が小さいため、効率的

な施設建設／機材調達及び運営・維持管理が困難な状況に置かれている。これまで、小規模自治体が共同で

事業を実施する措置がとられてきたが、小規模の共同体では適切な処分場建設／運営・維持管理が困難であ

ることが顕著になってきた。そこで MOLG は処分場の建設／運営・維持管理を含めた効率化のために、2004

年から県単位の広域組合の設立と県レベルの広域処理体制の導入を推進している。これにより、効率的な廃

棄物管理の実施が期待されている。 

 

本書では、言葉に含まれる意味を区別するため、以下のように使い分ける。 

廃棄物管理： 計画立案・ごみ収集・処分の実施、施設・機材・要員管理、モニタリング、資金管理等の体

系的な活動 

ごみ処理 ： ごみの収集・運搬・処分（再生利用・再利用含む）の一連の清掃作業活動 

 

4. 都市廃棄物発生量 

PNA は、パレスチナ人自治区の平均ごみ発生量を、表 1-1 のとおり、5,519.0t/日と推定している。全人

口平均で家庭ごみの発生原単位が 0.7kg/人･日、経済活動のごみを含めた全体の都市廃棄物発生原単位が

1.5kg/人･日である。 

表 1-1-1 パレスチナ自治区の発生ごみ量 

t/日 kg/人･日 t/月 t/日換算 t/日 kg/人･日

パレスチナ全域 3,637,529 2,694.6 0.7 84,732.6 2,824.4 5,519.0 1.5

ガザ地区 1,337,236 1,018.9 0.8 9,575.8 319.2 1,338.1 1.0

西岸地区 2,300,293 1,675.7 0.7 75,156.8 2,505.2 4,180.9 1.8

西岸地区（北部） 923,212 655.6 0.7 26,972.1 899.1 1,554.7 1.7

西岸地区（中部） 701,250 627.7 0.9 41,328.5 1,377.6 2,005.3 2.9

西岸地区（南部） 675,831 392.4 0.6 6,856.2 228.5 620.9 0.9

地域
家庭ごみ 合計経済活動によるごみ

人口

 

出典 人口：Palestinian Population by Locality,の 2005 年 5 月が示す 2004 年の人口 

 ごみ発生量： Palestinian Central Bureau of Statistics の 2004 年調査データ 
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西岸地区について見ると、2004 年の都市廃棄物発生量は、約 4,181t/日と推定されており、このうち約 1,676t/

日が家庭ごみ、約 2,505t/日が中小商工業等の経済活動から発生するごみと考えられる。家庭ごみの発生原単

位は約 0.7kg/人･日と考えられるが、全都市廃棄物を人口当たりに換算すると、約 1.8t/人･日となる。 

西岸地区では約 3.1%/年の高人口増加率が推定されており、人口増と共に都市廃棄物も増加すると予測され

る。西岸地区では、増加傾向の都市廃棄物に対応するための廃棄物管理体制・施設・機材の整備が急務にな

っている。 

 

5. ごみ収集・運搬状況 

PNA は、西岸地区全体のごみ収集率を約 67%と推定している。また、空き地や路上への不法投棄が散見さ

れ、各所で生活環境の悪化を招いている。2000 年以降、パレスチナ人自治区で発生した第二次インティファ

ーダ1に対してイスラエル国が交通制限政策等を強化した影響で経済状況が疲弊しており、この影響で機材整

備資金の確保がより困難になったこと、人口増加率が 3.1%（2005 年推定）と高いこと等から、今後、更にご

み収集率の低下が進むものと考えられる。 

イスラエル国による交通制限政策は、ごみ収集活動へも直接的な影響を及ぼしており、計画収集区域や処

分場への車両運行の際、検問通過の許可が出ないといった事態が頻繁に発生している。検問の厳しい地域で

は、ほとんど活動できない状況が続いている。 

広域処理体制導入前の西岸地区では、機材調達が困難なことから、半数程度の地方自治体においてごみ収

集の計画がほとんどなかった。ごみ収集ができる地方自治体の多くは、1997 年の西国の無償資金協力や 1998

年の我が国の無償資金協力（パレスチナごみ処理機材整備計画：以下、第一次計画と称す）で機材調達を実

施したところであった。2005 年現在、県レベルの広域組合の設立に伴い、これまでの未収集地域へもサービ

スされることとなった。しかし、保有機材や施設は変わっていないため、未収集地域は依然として多く残っ

ている。 

パレスチナのごみ収集方式は、1.1m3や 0.6m3の小型コンテナからコンパクター車に機械式に積み込むコン

テナ収集が中心である。地方自治体が路肩等に設置したコンテナへ住民が排出することが常識化している。

一部の地域では 4m3 や 8m3 の中型コンテナを活用しているが、この場合、1 台のコンテナが広い面積をカバ

ーすることとなり、住民のコンテナへのアクセスが容易ではない。したがって、中型コンテナを活用してい

る箇所は、ハンドカートによる人力戸口収集を導入し、清掃作業員がコンテナへ投入している様子が見られ

る。 

処分場への運搬は、収集車が収集後に直送する方式が一般的である。しかし、現行のイスラエル国の交通

制限政策により、突発的な道路封鎖、検問通過規制を受けるため、運搬中止や検問所を迂回する長距離運搬

を強いられることがある。適切な手続きで検問通過の許可を得ることができるが、これまで、小規模な各地

方自治体で管理していたため、手続きを完了する余裕がなかった。今後は、広域化により効率的な手続きが

できると期待される。 

 

 

                                                           
1 イスラエル国統治に対する民衆の抵抗活動で、2000 年に活発化したものを言う。 
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6. 最終処分状況 

西岸地区のパレスチナ側の固形廃棄物処分場は、いくつかの大都市により管理が行われている処分場を除

き、古くから慣習的にごみ投棄を続けてきたオープンダンピング・サイトがほとんどである。これらのオー

プンダンピング・サイトでは覆土がされず、野焼きのために燃焼しているところがある。また、一部の比較

的規模の大きい処分場にはウエストピッカーが存在し、鉄屑、アルミ、プラスチックを収集し、イスラエル

国のリサイクルマーケットに販売している。しかし、ウエストピッカーの労働環境は劣悪であり、今後の処

分場の運営改善では配慮が求められる。 

イスラエル軍民生部の調査によれば、図 1-1-1 に示されるとおり、オープンダンピング・サイトが西岸全体

に約 190 ヶ所程度散在しており、これらは下水処理施設の不備とともに環境上の大きな問題となっている。

西岸地区内に存在するイスラエル人の入植地については、管理された埋立処分場及び民間業者の運営する埋

立処分場で処理されており、これらの処分場はパレスチナ側のごみも受け入れている。比較的資金力のある

大都市において、近くに適切な処分場を確保できない場合、イスラエル国側の処分場で処分する地方自治体

も見られる。また、一般に衛生埋立が必要という意識は広く浸透しており、都市の主要処分場では、覆土等

の環境維持活動が進んできている。 

このような状況下、EQA 及び MOLG は、パレスチナ側で管理する広域処理体制を確立し、いくつかの衛

生埋立処分場でごみを集中処分することでオープンダンピングサイトの閉鎖を進める基本方針を有している。

しかし、西岸地区における PNA の自由な土地利用は、制限されており、ほとんどの土地はイスラエル国の管

理下にある。利用が比較的自由な土地はパレスチナ人が居住する地域と言えるため、処分場立地に適さない

ことが多い。このため、パレスチナ側が新たな新規処分場を建設するためには、イスラエル国側との協議で

処分場用地を確保することから始める必要があり、実現までに長い時間を要している。したがって、PNA は、

新規広域処分場の立地調査や計画と同時に、既存の処分場の処分方法改善で衛生化、延命化させていく必要

に迫られている。 

なお、パレスチナ側の新処分場整備は、ガザ地区に引き続き、西岸地区のジェニン及びアルビレで進行中

である。 

医療系廃棄物及び有害産業廃棄物については、当面パレスチナ側で処分せずイスラエル国側の処理施設に

搬入するとの合意が両者で出来ているが、高い処理費用の問題もあり、これまでのところほとんど実行され

ていない。そのため、一般の都市廃棄物に混入している恐れがあることが指摘されている。ガザ地区のデル・

エルバラハ及びラファの新衛生埋立処分場では、医療系廃棄物と化学物質研究施設からの廃棄物を受け入れ

る有害廃棄物セルを持っている。 
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出典：イスラエル軍民生部 

図 1-1-1 最終処分場の分布（イスラエル側調査結果） 

民間処分場 
オープンダンピングサイト 

     イスラエル管理処分場 
     パレスチナ管理処分場 
     処分場計画地 
     グリーンライン 
     A 地域 
     B 地域 
     死海 
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7. 再利用・再生利用 

分別収集やリサイクル施設は導入されておらず、行政としての再利用・再生利用への本格的取組は始まっ

ていない。 

しかし、処分場等には若干のウエストピッカーが活動しており、民間ベースの小規模なリサイクルが存在

する。 

 

8. 広域処理体制 

都市廃棄物の廃棄物管理責任は各地方自治体にあり、各地方自治体が収集から処分までを実施することが

基本である。しかし、ほとんどの地方自治体は人口が数百人から数千人と小規模であり、独力で機材や処分

場を調達／建設することが困難なことから、パレスチナでは、1997 年からいくつかの地方自治体で広域行政

カウンシル（Joint Service Council : 以下、JSC と称す）を結成し、共同で廃棄物管理を実施することが始めら

れた。この手法はガザ地区で開始されたが、現在では西岸地区にも広まっており、各所で複数地方自治体の

共同活動が見られる。しかし、結成されている JSC の規模が小さいため、事業効率は高くない。また、JSC

に属していない小規模自治体も数多く存在し、制度が西岸全体に普及しているとは言えない。 

地方自治体が小規模で行政サービスが非効率であることは、廃棄物管理特有のものではなく、行政サービ

ス一般に及んでいる。そのため、MOLG は、県単位で広域行政計画開発カウンシル（Joint Council for Service, 

Planning and Development : 以下 JCspd と称す）と呼ばれる広域組合を結成し、効率的な行政サービスを広く

提供できるよう制度を整備した。しかし、各 JCspd は結成されたばかりであり、2005 年末現在、組織中の段

階と言える。 

なお、結成された JCspd が当面開始する行政サービスが廃棄物管理であり、廃棄物管理で培うノウハウを

徐々に他の行政サービスへ拡大する計画となっている。 

JCspd 及び JSC の概要を表 1-1-2 に示す。 

 

表 1-1-2 JCspd と JSC の概要 

組織 概要 
JCspd 広域行政計画開発カウンシルと和訳される。包括的な行政機構として再編成された地

方自治体共同体。2004 年から徐々に導入が始まった。 
JSC 広域行政カウンシルと和訳される。特定行政サービスを複数の地方自治体が共同で実

施する一部事務組合に似た地方自治体共同体。1997 年から様々な分野で導入されてい

る。 
 

9. 機材の整備・修理 

県庁所在地等の比較的規模の大きな地方自治体は、独自の整備工場を設置していることが多く、直営で機

材整備・修理を実施している。しかし、可能な作業は日常点検とフィルター等の簡易な部品交換程度であり、

大規模な整備・修理は民間の整備工場へ委託している。また、独自に整備工場を設置していない地方自治体

は、簡易な整備・修理も民間工場へ委託している。 

予備品購入は、西岸地区内にメーカー代理店が存在しない場合、調達に時間を要することが多く、迅速な

修理が困難な状況である。イスラエル国内に代理店がある場合、第二次インティファーダ以前は比較的予備
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品調達が容易であったが、第二次インティファーダ以降は交通制限やイスラエル人のパレスチナ人自治区へ

の立入禁止措置等から調達が困難になってきている。 

1997 年に西国の無償資金協力で調達した収集機材は、現在も西岸地区の主力機材の一角をなすが、メーカ

ー代理店が西岸地区を含むイスラエル国内に存在しないため、予備品調達が非常に困難な状況に置かれてい

る。 

機材維持管理に必要な資金確保状況は十分な状態にない。人口規模の大きな都市部では、廃棄物管理税の

総収入が比較的多いことから、機材を稼動させるために必要な最低限の整備を実施しているが、小規模の地

方自治体では大きな破損や故障が発生すると修理等が困難な場合がある。この状況は、JCspd での効率的資金

管理で改善すると期待されている。 

 

10. イスラエル国の西岸地域の廃棄物管理に係る対応 

(1) 概要 

イスラエル国政府はパレスチナ人自治区の行政へ関与する組織として、イスラエル軍民生部と共存する

形で、文官で構成される西岸・ガザ行政事務所を設置している。廃棄物管理に関しては環境担当部局があ

り、ラマラに西岸地区環境担当官が駐在している。 

西岸地区では、環境問題の一つとして、最終処分場の規制・監視・計画を主に行っている。ただし、施

設整備のための資金援助はなく、国際援助機関への便宜供与等の協力を行うのに留まっている。 

なお、西岸地区における廃棄物処理の問題、処分場の現況、将来計画について、以下のように考えてい

る。 

- イスラエル国政府は PNA 統治範囲を含め西岸全体の環境問題について監視・監督しており、廃

棄物処理についても状況を把握し、将来の構想・計画を持っている。 

- 全般的には、PNA 側の廃棄物処理について環境問題があると認識している。問題があることを、

両者協議の場で指摘しているが、A・B 地域（表 1-1-3 参照）での問題について、実際に立ち入

って行政指導することはできていない。 

- 医療廃棄物・有害産業廃棄物の処理については西岸内で処理をせず、イスラエル国側の特定処

理施設に持ち込むよう両者で合意されているが、実行されていない。特に放射性廃棄物（Ｘ線

機器からのもの）が一般廃棄物と処分場で混在していることに危機感を持っている。 

 

表 1-1-3 パレスチナ人自治区の自治カテゴリー 

カテゴリー 自治権概要 

A 地域 
パレスチナ人による完全自治地域で、イスラエル軍は撤退している。ガザ地区全

域、西岸地区のヘブロン、ジェニン、トゥルカレム、ベツレヘム、ジェリコ、ナ

ブルス、ラマラ等の県庁所在地等。 
B 地域 自治地域であるが、治安はイスラエル軍共同で維持している地域。 
C 地域 土地利用や治安維持等の多くの主権がイスラエルにある地域。 
 

また、PNA 独自の処分場建設をすることは全く問題がないとしており、建設中の新ジェニン処分場を好

例としている。しかし、小規模な地方自治体で衛生埋立を実施することは不経済で困難なため、パレスチ
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ナ側と同様に広域処分場の整備を提案する方針を持っている。 

なお、イスラエル国側の運営する処分場へパレスチナ人が処分する場合、パレスチナの財政状況を考慮

し、イスラエル国側のごみが 90NIS/t、パレスチナ側のごみが 40NIS/t というように、受け入れ処理価格に

差をつけている。 

 

(2) 西岸地区内の地域別構想 

西岸地区における地域別の計画・構想は、以下のとおりである。しかし、PNA が全面的に了解している

ものではない。 

ア ジェニン 

世界銀行の主導により、新処分場建設が進行中である。2006 年中旬に完成し、供用可能となる予定で

ある。これにより約 90 のオープンダンピングサイトを閉鎖する。 

 

イ トゥルカレム・ナブルス・カルキリア・サルフィート 

トゥルカレムの既存「ファラウーン処分場」は環境に悪影響を及ぼしており、閉鎖を求めている。そ

れに代わるものとしてトゥルカレム・ナブルス・カルキリア・サルフィートの 4 地域のパレスチナ人専

用広域処分場として、「デル・シャルフ処分場（ナブルス県）」建設の計画を策定した。EIA も完了し、

設計図書も準備されているが、建設費をイスラエル国側で準備することはできないので、建設資金を見

つける必要がある。 

 

ウ ナブルス・ジェリコ 

ナブルスの廃棄物は、現在、イスラエル国側が運営する「トゥブラン処分場（ジェリコ県）」に搬入さ

れている。ここにジェリコ地域の廃棄物を持ち込めば、ジェリコ地域の現在のオープンダンピングを止

めることが可能である。 

 

エ ラマラ・アルビレ 

ラマラ・アルビレ地域では、ドイツの援助で「アルビレ処分場プロジェクト」が進行している。現在

は技術協力段階で今後資金協力も予定されている。この地域は、計画中のアルビレ処分場を活用するこ

とで問題解決が可能である。 

 

オ エルサレム・ベツレヘム・ジェリコ 

エルサレム・ベツレヘム地域が活用しているイスラエル国側運営の既存「アブ・ディス処分場（パレ

スチナ側ではアザリア処分場と呼ばれる、エルサレム県）」は、3 年以内に埋め立て容量が終了する。し

たがって、新処分場としてエルサレムの東約 10km の入植地である「ミショルアドミン」での新処分場

建設を計画している。本処分場は、2005 年 12 月の着工で 2 年以内に完成する予定である。既設と同様

にイスラエル国・パレスチナの共同利用が可能である。また、ジェリコ地域からもアクセス可能である。 
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カ ヘブロン 

既設処分場は 20 年来使用している。環境汚染を引き起こした状態であるが、実施可能な代替案がなく、

現在においても使い続けられている。今後、新処分場の検討を行う。 

 

11. 過去の我が国の無償資金協力機材の活用状況 

1998 年に実施された第一次計画では、西岸地区内の個別地方自治体を対象に、全 75 台のコンパクター車

とその収集活動に必要なコンテナ、処分場運営に必要な全 7 台の重機等の調達を実施した。その活用状況は

表 1-1-4 のとおりであり、全般的に良好に活用されている。 

調達機材のうち、我が国製の 5m3 コンパクター車のみ、西岸地区に代理店を設置しておらず、イスラエル

国にある代理店がアフターサービスを実施している。第二次インティファーダ以前は良好なアフターサービ

スが実施できていたが、紛争が活発化した 2000 年以降、交通制限等の影響を受け、予備品調達に約 2 週間を

要するようになっている。この問題は、今後の和平進展で解決されるものと期待される。 

 

表 1-1-4 第一次計画協力機材の活用状況 

機材活用状況 
調達 
台数 調査 

台数 
稼動 
台数 

非稼動

台数 
平均走行 
距離/時間 

機材 

（台） （台） （台） （台） （km）/（hr）

備考 

コンパクター車 75 49 46 2*1 65,595 km *1 ジェリコ及びヨルダン渓谷

処分場用重機 7 7 6 1*2 3,226 hr *2 ジェリコ及びヨルダン渓谷

 

2005 年 12 月の時点で活用不十分であった機材の状況は以下のとおりである。これらについては、実施機

関の JCspd 化で施設及び機材整備や運行効率化が図られ、活用が再開されることとなっている。なお、活用

再開に際して、追って述べる技術協力プロジェクト（パレスチナ・ジェリコ及びヨルダン渓谷における廃棄

物管理能力向上支援プロジェクト：以下、関連技プロと称す）が必要な助言を実施している。 

 

(1) ジェリコ市のトラックローダー 

ジェリコ市を対象に処分場のごみ及び覆土の敷き均し・転圧用としてトラックローダーを調達した。し

かし、あまり活用されていないことが明らかになった。現時点ではジェリコ市の車庫に保管されている。 

この理由は、以下のとおりである。 

− 処分場は周囲に人の目がないところに位置する。したがって、ガードマンの配置が必要である。

しかし、大型重機の盗難を企てる武装した人々がいるため、重機以前にガードマンの安全確保

が必要である。ガードマンの安全確保が困難なため、処分場で機材を保管することを止めた。 

− 機材は市の車庫で保管することとし、必要の都度、民間の回送車を利用して回送することとし

た。しかし、回送料が 1 回に 100US$程度であるため、持続が不可能になった。 

 

本機材は、本プロジェクトのジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd のごみ処理に必要である。本問題の解決

は処分場の警備体制整備で解決可能なため、フェンスやガードハウス等の設置を実施することで対応可能
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である。 

 

(2) トゥバス県東部のコンパクター車 

トゥバス県東部のバルダラ、アインエルビダ、タヤシーアの 3 村が、5m3 コンパクター車 1 台を調達し

た。この 3 村は、トゥバス県に属しており、第一次計画での機材調達後、トゥバスの処分場へのごみ運搬

を開始した。しかし、第二次インティファーダの影響で処分場の道路が封鎖され、運搬不可能になった。

また、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd の対象であるバルダラ、アインエルビダの 2 村とタヤシーアは道

路封鎖で分断された。 

バルダラはジェリコの処分場への運搬を試みたが、運搬距離が長く、財務的に持続可能なものではなか

った。そのため、ごみ収集作業の休止を余儀なくされた。なお、本機材はバルダラで良好な状態で保管さ

れている。 

本機材は、本プロジェクトの JCspd 化で近隣の処分場を活用することや運営・維持管理費を JCspd が広

域的に管理することにより再活用が可能である。 

 

(3) ジェリコ県北部のコンパクター車 

ジェリコ県北部のズビダット等の 5 村が、5m3コンパクター車 1 台を調達してごみ収集作業を開始した。

しかし、事故でフロントガラス及び右ドアを破損し、走行不能となった。また、道路封鎖等で、ナブルス

やラマラ等の自動車修理工場へ持ち込むことが困難であった。このため、ごみ収集作業の休止を余儀なく

された。 

運営・維持管理費を JCspd が広域的に管理すること、交通規制は若干緩和されており、相応の手続きを

すれば修理に必要な移動が可能であることから、本機材の修理及び再活用が可能である。 

 

1-1-1-2 プロジェクト対象地域の廃棄物管理の現状と課題 

本プロジェクトの対象地域は、ジェリコ及びヨルダン渓谷地域、トゥルカレム地域、サルフィート地域及

びベツレヘム地域の 4 地域である。4 地域とも 2005 年中に JCspd が設立され、都市廃棄物の広域処理体制整

備に着手している。（巻頭図参照） 

これらの地域の廃棄物管理の現状と課題を以下に述べる。 

 

1. 人口 

プロジェクト対象地域の 2005 年現在の推定人口は、表 1-1-5～表 1-1-8 に示すとおりである。 
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表 1-1-5 プロジェクト対象地域の現在の人口（ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 人口（2005年）
J-1 ジェリコ ジェリコ 20,720
J-2 マリナジャ ジェリコ 743
J-3 ズビダット ジェリコ 1,299
J-4 マルジアルガザル ジェリコ 373
J-5 アルジフトリック ジェリコ 4,264
J-6 ファサエル ジェリコ 872
J-7 アルオージャ ジェリコ 3,886
J-8 アルネウィメ・エルデュークアルフォカ ジェリコ 1,917
J-9 バルダラ トゥバス 1,528
J-10 アインエルビダ トゥバス 1,048
J-11 カルダラ トゥバス 160
J-12 アルナサリア ナブルス 2,000
J-13 バイトハサン ナブルス 500
J-14 アインシブリ ナブルス 400
J-15 フローシュバイトダジャン ナブルス 1,000
J-16 アルアクラバニア ナブルス 1,500
J-17 ナワジ ナブルス 300

42,510合計  

出典: ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 資料を Palestinian Population by Locality 
（2005 年 5 月、パレスチナ統計局）で確認 

 

表 1-1-6 プロジェクト対象地域の現在の人口（トゥルカレム JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 人口（2005年）
T-1 トゥルカレム トゥルカレム 52,362
T-2 アティール トゥルカレム 10,100
T-3 ディアアルグソン トゥルカレム 9,187
T-4 カフィン トゥルカレム 8,489
T-5 アナブタ トゥルカレム 7,106
T-6 バラア トゥルカレム 7,083
T-7 エラア トゥルカレム 6,681
T-8 バイトリエド トゥルカレム 5,740
T-9 バカアルシャルキヤ トゥルカレム 4,165
T-10 クフェルアラバト トゥルカレム 3,915
T-11 ゼアタ トゥルカレム 3,052
T-12 ファラウーン トゥルカレム 3,099
T-13 サイダ トゥルカレム 2,988
T-14 カフルジャマル トゥルカレム 2,481
T-15 ナズレイサ トゥルカレム 2,430
T-16 ラミン トゥルカレム 2,040
T-17 イクタバ トゥルカレム 1,919
T-18 アルナズレアルシャルキヤ トゥルカレム 1,600
T-19 カフルアブシュ トゥルカレム 1,445
T-20 カフルゼバド トゥルカレム 1,269
T-21 カフルスール トゥルカレム 1,218
T-22 ショウフェ トゥルカレム 1,218
T-23 アルジャルシヤ トゥルカレム 881
T-24 アルナズレアルクルバハ トゥルカレム 860
T-25 スファレン トゥルカレム 1,007
T-26 アルラス トゥルカレム 492
T-27 クファ トゥルカレム 338
T-28 アルナズレアルワスタ トゥルカレム 403
T-29 コール トゥルカレム 315
T-30 グバラ トゥルカレム 317
T-31 アルムスコファ トゥルカレム 206
T-32 ハファジ トゥルカレム 156
T-33 アカバ トゥルカレム 254

144,816合計  

出典: トゥルカレム JCspd 資料を Palestinian Population by Locality 
（2005 年 5 月、パレスチナ統計局）で補正 
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表 1-1-7 プロジェクト対象地域の現在の人口（サルフィート JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 人口（2005年）
S-1 サルフィート サルフィート 9,452
S-2 ディアイスティア サルフィート 3,730
S-3 カラワトバニハサン サルフィート 3,597
S-4 キラ サルフィート 1,002
S-5 キフルハリス サルフィート 3,132
S-6 マルダ サルフィート 2,142
S-7 ビィディア サルフィート 8,065
S-8 ハリス サルフィート 2,967
S-9 ヤスーフ サルフィート 1,706
S-10 マスハ サルフィート 1,919
S-11 イスキヤ サルフィート 1,063
S-12 サルタ サルフィート 2,528
S-13 アズザウィア サルフィート 4,917
S-14 ラファト サルフィート 1,952
S-15 ブルキン サルフィート 3,538
S-16 ファルカ サルフィート 1,484
S-17 カフルアドディーク サルフィート 4,986
S-18 ディアバリュート サルフィート 3,566
S-19 キルベットケイス サルフィート 245

61,991合計  

出典: サルフィート JCspd 資料を Palestinian Population by Locality 
（2005 年 5 月、パレスチナ統計局）で確認 

 

表 1-1-8 プロジェクト対象地域の現在の人口（ベツレヘム JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 人口（2005年）
B-1 ベツレヘム ベツレヘム 30,759
B-2 バイトジャラ ベツレヘム 17,753
B-3 バイトサヌア ベツレヘム 15,816
B-4 アルカデル ベツレヘム 9,543
B-5 アルドーハ ベツレヘム 7,287
B-6 バイトファジャール ベツレヘム 11,214
B-7 オベディア ベツレヘム 11,097
B-8 テクア ベツレヘム 8,756
B-9 ザアタラ ベツレヘム 6,334
B-10 ジャナタ ベツレヘム 5,322
B-11 ナハレーン ベツレヘム 6,387
B-12 フサン ベツレヘム 5,867
B-13 バティール ベツレヘム 4,338
B-14 エルタス ベツレヘム 3,765
B-15 アルシャワワ ベツレヘム 3,047
B-16 ダルサラア ベツレヘム 3,103
B-17 ヒンダザ ベツレヘム 3,724
B-18 アルワラジャ ベツレヘム 1,724
B-19 ワディフキン ベツレヘム 1,235
B-20 バイトタアマア ベツレヘム 1,929
B-21 マララバ ベツレヘム 1,174
B-22 アルジャバア ベツレヘム 929
B-23 マラムアラ ベツレヘム 633
B-24 ウムサラムナ ベツレヘム 830
B-25 ワディエルニース ベツレヘム 764
B-26 アルマアサラ ベツレヘム 813
B-27 ジュラエルシャマア ベツレヘム 1,540
B-28 ワディラファル ベツレヘム 1,242
B-29 アルラシディア ベツレヘム 1,103
B-30 アルミニア ベツレヘム 923
B-31 カーレトエルハダッド ベツレヘム 412
B-32 カーレトエルロズ ベツレヘム 440
B-33 アルカス・ヌアマン ベツレヘム 533
B-34 アルマンシア ベツレヘム 357
B-35 キーサン ベツレヘム 392
B-36 ジュブイルディーブ ベツレヘム 126

171,211合計  

出典: ベツレヘム JCspd 資料を Palestinian Population by Locality 
（2005 年 5 月、パレスチナ統計局）で確認 
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2. ごみ発生量 

地方自治体に処理責任がある都市廃棄物に限定すると、プロジェクト対象の 4 地域におけるごみの発生原

単位は、3-2-2-2 の 2 項に述べるとおり、県庁所在地で 1.90kg/人･日、地方部で 0.85kg/人･日と推定される。

そのため、プロジェクト対象地域で 2005 年に発生しているごみ量は、表 1-1-9 のように推定される。 

 

表 1-1-9 ごみ発生量 

JCspd ごみ発生量（t／日） 
ジェリコ及びヨルダン渓谷  57.8 
トゥルカレム 177.8 
サルフィート  62.8 
ベツレヘム 177.6 

 

 

3. 既存収集・運搬車両と収集能力 

(1) 既存収集・運搬車両 

2005 年 12 月現在、プロジェクト対象地域の各 JCspd は、表 1-1-10～表 1-1-13 に示す機材を保有してい

る。これらの機材は、収集後、ごみを処分場へ直接輸送している。 

 

表 1-1-10 ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 保有機材リスト 

主な使用地域 機材 台数 メーカー 年式 ドナー 
北部（バルダラ等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
中部（ズビダット等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 

8m3 コンパクター 2 スペイン-日産 1995 西国 
4m3 コンテナ用スキップリフト 1 スペイン-日産 1995 西国 
8/12m3 コンテナ用フックリフト 1 メルセデス 1984  

同上 1 ボルボ 1990  

南部（ジェリコ） 

同上 1 スペイン-日産 1995 西国 
南部（アルオージャ等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 

合計  9    
注： スキップリフト／フックリフトはコンテナ移送車である。 
出典: ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 
 

表 1-1-11 トゥルカレム JCspd 保有機材リスト 

主な使用地域 機材 台数 メーカー 年式 ドナー 
北部（アティール等） 8m3 コンパクター 1 ボルボ 1999 我が国 
北部（ディアアルグソン等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
北部（カフィン） 13m3 コンパクター 1 スペイン-日産 1998 西国 
北部（エラア等） 13m3 コンパクター 1 ボルボ 1999 我が国 
北部（ﾊﾞｶｱﾙｼｬﾙｷﾔ等） 13m3 コンパクター 1 ボルボ 1999 我が国 

8m3 コンパクター 2 スペイン-日産 1997 西国 
13m3 コンパクター 3 イベコ 2003 世界銀行 

同上 1 ボルボ 1992   

中部（トゥルカレム） 

同上 1 メルセデス 1993   
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主な使用地域 機材 台数 メーカー 年式 ドナー 
18m3 ダンプトラック  1  2000    
4m3 コンテナ用スキップリフト 1 スペイン-日産 1997 西国 

南西部（ショウフェ等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
南西部（カフルジャマル等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 

8m3 コンパクター 1 スペイン-日産 1998 西国 南東部 
8m3 コンパクター 1 イベコ 2000 世界銀行 

合計  18    
注： スキップリフト／フックリフトはコンテナ移送車である。 
出典: トゥルカレム JCspd 
 

表 1-1-12 サルフィート JCspd 保有機材リスト 

主な使用地域 機材 台数 メーカー 年式 ドナー 
南部（サルフィート） 13m3 コンパクター 1 スペイン-日産 1998 西国 
南部（カフルアドディーク等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
東部（キフルハリス等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
西部（ビィディア） 8m3 コンパクター 1 スペイン-日産 1998 西国 
西部（アズザウィア等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 

合計  5    
出典: サルフィート JCspd  

 

表 1-1-13  ベツレヘム JCspd 保有機材リスト 

主な使用地域 機材 台数 メーカー 年式 ドナー

8m3 コンテナ用フックリフト 1   1996   
同上 1   1999   
同上 1   1998   

11m3 コンパクター 1   1995   
同上 1   1993   
同上 1   1998   

15m3コンパクター 1  1989  
25m3コンパクター 1  2002  
7m3 ダンプトラック 1   1978   

北部（ベツレヘム） 

15m3 ダンプトラック 1   1987   
9 m3 コンパクター 1 メルセデス 1992   

同上 1 ルノー 2005   
18m3 ダンプトラック 1 ボルボ 1995   

北部（バイトジャラ） 

2.5m3 ダンプトラック 1 スペイン-日産 1998 西国 
北部（バイトサヌア） 8m3 コンパクター 1  1993  
北部（アルカデル） 13m3 コンパクター 1 ルノー 1997   
北部（アルドーハ） 13m3 コンパクター 1 ボルボ 2005   
西部（バイトファジャール） 8m3 コンパクター 1 ボルボ 1999 我が国 
西部（ナハレーン等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
西部（フサン等） 8m3 コンパクター 1 ボルボ 1999 我が国 
西部（ワディラファル等） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
東部（オベディア） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
東部（テクア） 8m3 コンパクター 1 ボルボ 1999 我が国 
東部（ザアタラ） 8m3 コンパクター 1 メルセデス 1995   
東部（ジャナタ） 9m3 コンパクター 1   2004   
東部（アルシャワワ） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
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主な使用地域 機材 台数 メーカー 年式 ドナー

東部（バイトタアマア） 5m3 コンパクター 1 いすゞ 1999 我が国 
合計  26    

注： スキップリフト／フックリフトはコンテナ移送車である。 
出典: ベツレヘム JCspd 
 

(2) 収集量及び収集率 

上記の既存機材の収集・運搬能力は、現在の稼動状況から表 1-1-14 に示すとおりと考えられる。 

表 1-1-14 既存収集・運搬車両の能力（2005 年時） 

収集
積載 稼動 ごみ量

5 8 9 11 13 15 25 4 8 12 2.5 7 15 18 % % t/日

1 ジェリコ 北部 バルダラ他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 - - - -
及び 中部 ズビダット コンパクター 1 いすず 1999 日本 - - - -
ヨルダン 南部 ジェリコ コンパクター 2 西国ﾆｯｻﾝ 1997 西国 2 90% 50% 7.2
渓谷 ｺﾝﾃﾅ(ｽｷｯﾌﾟ) 1 西国ﾆｯｻﾝ 1997 西国 8 80% 100% 6.4

ｺﾝﾃﾅ(ﾌｯｸ) ﾒﾙｾﾃﾞｽ 1984 8 80% 100% 12.8
同上 ボルボ 1990 8 80% 100% 12.8
同上 西国ﾆｯｻﾝ 1997 西国 - - - -

アルオージャ他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 4.3 90% 100% 9.7
合計 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 48.9

2 トゥルカレム 北部 アティール他 コンパクター 1 ボルボ 1999 日本 1 90% 100% 3.6
ディアアルグソン他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 3 90% 100% 6.8
カフィン コンパクター 1 西国ﾆｯｻﾝ 1998 西国 2 90% 100% 7.2
エラア他 コンパクター 1 ボルボ 1999 日本 0.86 90% 100% 3.1
バカアルシャルキヤ他 コンパクター 1 ボルボ 1999 日本 1 90% 100% 3.6

中部 トゥルカレム コンパクター 2 西国ﾆｯｻﾝ 1997 西国 2 90% 100% 14.4
同上 3 イベコ 2003 世銀 2 90% 100% 35.4
同上 1 ボルボ 1992 2 90% 100% 11.8
同上 1 ﾒﾙｾﾃﾞｽ 1993 2 90% 100% 11.8

ダンプトラック 1 2000 5 90% 100% 28.5
ｺﾝﾃﾅ(ｽｷｯﾌﾟ) 1 西国ﾆｯｻﾝ 1997 西国 5 80% 100% 4.0

南西部 ショウフェ他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 1 90% 100% 2.3
カフルジャマル他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 1 90% 100% 2.3

南東部 共用 1 1999 西国 2.5 90% 100% 9.0
共用 1 2000 世銀 2.5 90% 100% 9.0

合計 3 8 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 152.8

3 サルフィート 南部 サルフィート コンパクター 1 西国ﾆｯｻﾝ 1998 西国 2 90% 100% 11.8
カフルアドディーク他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 4 90% 100% 9.0

東部 キフルハリス他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 4 90% 100% 9.0
西部 ビディア コンパクター 1 西国ﾆｯｻﾝ 1998 西国 1 90% 100% 3.6

アズザウィア他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 4 90% 100% 9.0
合計 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.4

4 ベツレヘム 北部 ベツレヘム ｺﾝﾃﾅ(ﾌｯｸ) 1 1996 3 80% 100% 4.8
同上 1 1999 2 80% 100% 3.2
同上 1 1998 2 80% 100% 3.2

コンパクター 1 1995 1 90% 100% 5.0
同上 1 1993 1 90% 100% 5.0
同上 1 1998 2 90% 100% 10.0
同上 1 1993 1 90% 100% 6.8
同上 1 2003 1 90% 100% 11.3

ダンプトラック 1 1978 2 90% 100% 4.4
同上 1 1987 1 90% 100% 4.7

バイトジャラ コンパクター 1 ﾒﾙｾﾃﾞｽ 1992 1 90% 100% 4.1
同上 1 ルノー 2005 1 90% 100% 4.1

トラック 1 ボルボ 1995 1 90% 100% 5.7
同上 1 西国ﾆｯｻﾝ 1998 1 90% 100% 0.8

バイトサヌア コンパクター 1 1993 2 90% 100% 7.2
アルカデル コンパクター 1 ルノー 1997 0.79 90% 100% 4.6
アルドーハ コンパクター 1 ボルボ 2005 1 90% 100% 5.9

西部 バイトファジャール コンパクター 1 ボルボ 1999 日本 1 90% 100% 3.6
ナハレーン他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 1 90% 100% 2.3
フサン他 コンパクター 1 ボルボ 1999 日本 1 90% 100% 3.6
ワディラファル他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 1 90% 100% 2.3

東部 オベディア コンパクター 1 1999 日本 5 90% 100% 11.5
テクア コンパクター 1 ボルボ 1999 日本 1 90% 100% 3.6
ザアタラ コンパクター 1 ﾒﾙｾﾃﾞｽ 1995 1 90% 100% 3.6
ジャナタ コンパクター 1 2004 1 90% 100% 4.1
アルシャワワ他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 1 90% 100% 2.3
バイトタアマア他 コンパクター 1 いすず 1999 日本 1 90% 100% 2.3

合計 5 5 3 3 2 1 1 0 3 0 1 1 1 1 130.0

メーカー 年式 資金No. JCspd

3

1

稼動状況（能力）2005年

トラック

1
1

率
容量 (m3) / 台数

ﾄﾘｯ
ﾌﾟ/
日

コンパクター
ブロック

ｺﾝﾃﾅ移送車
現在の使用者 車種

 

 

プロジェクト対象の JCspd は、収集・運搬ごみ量の計量器を有していない。したがって、正確な収集・

運搬量の把握は困難である。しかし、上表に示した稼動状況及び能力は、処分場の位置、機材の容量、機

材整備状況から妥当なものと判断できる。そのため、収集・運搬能力を収集・運搬量として推定する。ま

た、現在の収集量及び収集率は表 1-1-15 のように整理できる。 

なお、本書では、「収集率」＝「収集・運搬能力」÷「発生量」で算出する。 
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表 1-1-15 2005 年の収集量及び収集率 

JCspd ごみ発生量（推測値）

A（t／日） 
ごみ収集量（推定値）

B（t／日） 
収集率（計算値） 

B／A 
ジェリコ及びヨルダン渓谷 57.8 48.9 85％
トゥルカレム 177.8 152.8 86％
サルフィート 62.8 42.4 68％
ベツレヘム 177.6 130.0 73％
 

(3) 収集・運搬能力に係る問題と課題 

3-2-2-2 の 2 項で後述するとおり、サルフィート市以外の県庁所在地は JCspd 導入以前に比較的十分な

能力の機材を保有しており、これらの機材の活用が継続されている。また、地方部であっても、JCspd

導入以前に機材を保有していた地域では、高い収集率でごみ収集・運搬が実施されている。しかし、JCspd

導入以前に機材調達が行われなかった地域では、ごみ収集がほとんど実施されていない。各 JCspd 地域

内に、市民サービスにおける格差が生じていること及びごみ収集がほとんど実施されていないことが問

題となっており、早期に十分な機材調達すること及び JCspd による機材の広域的かつ効率的な活用を実

施することが課題である。 

なお、プロジェクト対象地域では、ごみの中継輸送は行われていない。また、資源回収についても、

トゥルカレム県の JCspd においてパイロット事業が始められている程度である。 

 

4. 住民の排出状況 

本プロジェクト対象地域では、コンテナ収集システムが導入されている。したがって、住民はコンテナへ

ごみを排出する必要がある。しかし、コンテナへ投入せずにコンテナ周囲への放置、コンテナまで運ばずに

近隣の空き地や道路脇への放置等の行動が散見される。また、コンテナへ投入する場合でも、箱類や枝木等

の嵩張るものがそのまま投入されており、効率的な収集の障害になっている場合がある。 

効率的なごみ処理に係る住民意識や協力が不十分であるため、早期に住民へ環境・衛生教育を実施する体

制を整備し、継続的に実施することが課題と言える。本課題については、関連技プロがジェリコ及びヨルダ

ン渓谷地域で取り組みを開始しており、この結果が他 JCspd 地域へ波及することが期待されている。 

 

5. 最終処分状況 

西岸における都市固形廃棄物の最終処分は、イスラエル国側の運営するいくつかの処分場を除き、いわゆ

る「オープンダンピング・サイト」あるいは EQA の用語の「ランダムダンプ」である。衛生埋立処分場につ

いては、北部のジェニンで世界銀行の借款によりパレスチナ側西岸地区で初めての処分場建設が進むなど、

端緒についたばかりである。したがって既存の処分場では、周辺住民への煙害悪臭等の生活環境への影響が

顕在化しているほか、下流の水資源及び地下水への汚染が懸念されている。この状況を打開するため、EQA

では小規模処理場の閉鎖、管理された処分場への集約及び広域の衛生埋立処分場の建設への段階的な整備の

指導を行っている。 

プロジェクト対象の 4JCspd についても同様で、イスラエルの運営するエルサレムのアザリヤ処分場に搬入
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しているベツレヘム JCspd 以外は衛生管理が不十分な埋立処分しているのが実情である。いずれの JCspd も

小規模処分場の閉鎖・集約及び管理の強化を計画しているほか新規処分場建設計画を持っているが、処分場

建設の実現までには数年以上を要するものと考えられる。 

 

(1) ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

この JCspd の構成自治体は廃棄物管理の実施方法と位置により 5 つの地区に分けられる。それぞれ、ジ

ェリコ市地区、ジェリコ北部自治体地区、ジェリコ中部自治体地区、トゥバス東自治体地区及びナブルス

南部自治体地区である。これらの地区での最終処分の状況は以下のとおりである。 

ア ジェリコ市地区 

ジェリコ市及び構成自治体は市の南東部約 3km のところにある処分場を使用している。この処分場は

ヨルダン川に近い低地にあり、特に浸出水に対する環境対策はなされていないオープンダンピング・サ

イトというべき状況である。減容化のため野焼きされており煙害も生じている。 

構成自治体 

ジェリコ アルネウィメ・エルデュークアルフォカ 
 

イ ジェリコ北部自治体地区 

本地区には下記の自治体が散在し、ごみ処理サービスとして、不定期のトラクターによる、簡単な収

集が行われ、周辺のオープンダンピング・サイトに処分される。 

構成自治体 

マリナジャ マルジアルガザル アルジフトリック 
ズビダット ファサエル  

 

ウ ジェリコ中部自治体地区 

本地区は下記の自治体で構成され、ごみ処理サービスとして、コンパクター車による収集が行われて

いる。処分場としてはヨルダン川に近い低地のアルオージャ処分場が使用されているが、用地が確保さ

れているだけで特に処分場としての設備はなくオープンダンピング・サイトというべき状況である。 

構成自治体 

アルオージャ  
 

エ トゥバス東自治体地区 

本地区には下記の自治体が散在している。処分場のあるトゥバス市との間がイスラエル国の分離壁で

遮断されたため、ごみ処理サービスは現在行われていない。廃棄物は自家処理されている。 

構成自治体 

バルダラ カルダラ アインエルビダ 
 

オ ナブルス南部自治体地区 

本地区には下記の自治体が散在している。ごみ処理サービスは現在行われていない。廃棄物は自家処

理されている。 
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構成自治体 

アルナサリア アインシブリ アルアクラバニア 
バイトハサン フローシュバイトダジャン ナワジ 

 

 

(2) トゥルカレム JCspd 

この JCspd の構成自治体は廃棄物管理の実施方法と位置により 5 つの地区に分けられる。それぞれ、ト

ゥルカレム市地区、ワジ・シャイール JSC、シャラウィーヤ JSC、カフリアート JSC 及びサビヤート JSC

である。これらの地区での最終処分の状況は以下のとおりである。現在ジェニンにおいて衛生埋立方式の

新処分場が建設中であり、本 JCspd からの全ての都市廃棄物は同処分場に搬入される予定である。 

ア トゥルカレム市地区 

トゥルカレム市は市の南部約 2km のところにあるファラウーン処分場を使用している。この処分場は

山間部の斜面を利用して設置されている。処分場の設備は特になく、浸出水に対する環境対策もなされ

ていない。また、減容化のため野焼きされており煙害も生じている。本処分場の環境汚染についてはイ

スラエル側も関心を持っており閉鎖を求めている。 

構成自治体・・・・・・トゥルカレム 

 

イ ワジ・シャイール JSC 

本 JSC 区域内には、主力のアナブタ処分場といくつかの小規模ダンピングサイトとが並列して使用さ

れている。いずれもオープンダンピングの状況である。 

構成自治体 

アナブタ バイトリエド ラミン スファレン 
バラア クフェルアラバト イクタバ  

 

ウ シャラウィーヤ JSC 

本 JSC 区域内には、主力のナズラ処分場といくつかの小規模ダンピングサイトとが並列して使用され

ている。いずれもオープンダンピングの状況である。 

構成自治体 

アティール エラア アルジャルシヤ 
アルムスコファ ディアアルグソン バカアルシャルキヤ 
アルナズレアルクルバハ アカバ カフィン 
ゼアタ アルナズレアルワスタ  

 

エ カフリアート JSC 

本 JSC 区域内では、区域の北部自治体でファラウーン処分場が使用され、南部自治体によりいくつか

の小規模ダンピングサイトが並列して使用されている。いずれもオープンダンピングの状況である。 

構成自治体 

カフルジャマル カフルゼバド アルラス グバラ 
カフルアブシュ カフルスール コール  
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オ サビヤート JSC 

上述のファラウーン処分場が本 JSC 区域に位置しており、構成自治体からの廃棄物はここに搬入され

ている。 

 

構成自治体 

ファラウーン ショウフェ クファ ハファジ 
 

（3) サルフィート JCspd 

この JCspd の構成自治体は位置関係で分割されている既往のローカル JCspd により 3 つの地区に分けら

れる。それぞれ、サルフィート南部ローカル JCspd、サルフィート東部ローカル JCspd 及びサルフィート西

部ローカル JCspd である。これらの地区での最終処分の状況は以下のとおりである。 

 

ア サルフィート南部ローカル JCspd 

本 JCspd 区域内には、主力のサルフィート処分場といくつかの小規模ダンピングサイトとが並列して

使用されている。いずれもオープンダンピングの状況である。サルフィート処分場は丘陵部の斜面を利

用して埋立が行われている。処分場の設備としては境界を区切るブロック塀がある程度で特に浸出水に

対する対策はなされておらず下流側水源への汚染が懸念される。 

構成自治体 

サルフィート イスキヤ ファルカ キルベットケイス 
ヤスーフ ブルキン カフルアドディーク  

 

イ サルフィート東部ローカル JCspd 

本 JCspd 区域内には、主力のイスティア処分場といくつかの小規模ダンピングサイトとが並列して使

用されている。いずれもオープンダンピングの状況である。イスティア処分場はイスティアから北に数

キロ離れた山地のかなり勾配の急な斜面を利用して投棄が行われている。処分場の設備としては特に浸

出水に対する対策はなされておらず下流側水源への汚染が懸念される。 

構成自治体 

ディアイスティア キフルハリス ハリス 
キラ マルダ  

 

ウ サルフィート西部ローカル JCspd 

本 JCspd 区域内には、主力のアズザウィア処分場といくつかの小規模ダンピングサイトとが並列して

使用されている。いずれもオープンダンピングの状況である。アズザウィア処分場は山地の谷部を利用

して埋立が行われている。処分場の設備としては特に浸出水に対する対策はなされておらず下流側水源

への汚染が懸念される。 
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構成自治体 

サルタ カラワトバニハサン マスハ ディアバリュート 
アズザウィア ビィディア ラファト  

 

 

(4) ベツレヘム JCspd 

この JCspd には、ベツレヘム中央ローカル JCspd、ベツレヘム東ローカル JCspd 及びベツレヘム西ローカ

ル JCspd の 3 つのローカル JCspd が設立されているが、最終処分の状況としては、構成自治体が使用する

埋立処分場により 4 つの地区に分けられる。それらは、ベツレヘム市をはじめとするイスラエル国側が運

営するエルサレムのアザリヤ処分場を利用する地区、オベディア処分場を利用する地区、ザアタラ処分場

を利用する地区、テクア処分場を利用する地区である。これらの地区での最終処分の状況は以下のとおり

である。 

 

ア アザリヤ処分場利用地区 

本地区で収集された固形廃棄物はエルサレムにあるアザリヤ処分場へ搬入されている。受け入れ料金

は 21NIS/t であり、イスラエル側の運営ということで様々な不都合があるが、費用的には非常に有利な状

況にある。同処分場の残余期間は 2 年とされ、現在後継処分場が同じエルサレム地区内のミショルアド

ミンで建設が進んでいる。JCspd は独自処分場を建設したいとしていくつかの候補地点を持っているが調

査への支援を国際援助機関に要請している段階である。 

構成自治体 

ベツレヘム アルドーハ バティール アルジャバア 
バイトジャラ ジャナタ エルタス ワディラファル 
バイトサヌア ナハレーン アルワラジャ アルカデル 
フサン ワディフキン   

 

イ オベディア処分場を利用する地区 

下記の構成自治体はオベディア処分場を利用している。同処分場は広大な乾燥地帯の山間部の谷を利

用したものであり、特に環境対策はとられていない。 

構成自治体 

オベディア ダルサラア アルカス・ヌアマン

 

ウ ザアタラ処分場を利用する地区 

下記の構成自治体はザアタラ処分場を利用している。同処分場は広大な乾燥地帯の山間部の谷を利用

したものであり、特に環境対策はとられていない。本地点は新処分場建設の候補の一つであり、過去に

調査された経緯がある。 

構成自治体 

ザアタラ ヒンダザ カーレトエルロズ 
アルシャワワ バイトタアマア ジュブイルディーブ 
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エ テクア処分場を利用する地区 

下記の構成自治体はテクア処分場を利用している。同処分場は広大な乾燥地帯の山間部の谷を利用し

たものであり、特に環境対策はとられていない。 

構成自治体 

テクア ウムサラムナ ジュラエルシャマア カーレトエルハダッド 
マララバ ワディエルニース アルラシディア アルマンシア 
マラムアラ アルマアサラ アルミニア キーサン 

 
 

1-1-2 開発計画 

1． 廃棄物管理関連行政機関 

パレスチナの廃棄物管理に関する行政機関は大きく以下の行政組織によって管轄されている。 

− 環境担当局（EQA） ： 廃棄物（有害廃棄物を含む）に関する法規、国家計画等作成、 

環境影響評価、監視・監督 

− 地方自治庁（MOLG） ： 地方自治体の廃棄物管理等行政サービス実施の法規制整備、 

指導・監督 

− 保健庁（MOH） ： 医療系廃棄物の管理、監督 

− 計画庁（MOP） ： 土地利用・地域開発計画等 

− 地方自治体 ： 都市廃棄物の収集・運搬・処分の実施 

 

2． 廃棄物関連法規 

(1) 環境法 No.7 

EQA の責務は、1999 年パレスチナ司法審議会によって承認されたパレスチナ環境法 No.7 によって、以

下のように定めている。 

− 汚染源からの環境保護 

− 環境衛生と社会福祉の保護 

− 社会経済開発計画への環境保護原則の導入 

− 持続可能な開発の推進 

− 生物学的多様性の保護 

− 環境保全地域の管理 

− 環境破壊地域の回復 

− 住民の環境意識向上 

また、環境法 No.7 には表 1-1-16 に示したとおり固形廃棄物に関する条項がある。 

 

表 1-1-16 環境法 No.7 の固形廃棄物に関する条項 

条項 内容 

第7条 EQAは総合的な固形廃棄物管理国家計画を作成し、その廃棄物管理の実施サービ
スは地方自治体の責務とする。 
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条項 内容 

第8条 他の関連機関は固形廃棄物発生抑制、再利用及びリサイクル促進の要件を策定す
る権利を有する。 

第9条 EQAは他の関連組織と協力し固形廃棄物処分場の規格を策定する。 
 

環境法 No.7 の廃棄物に関する各条項により、EQA が廃棄物の国家計画の作成、他の組織と協力し 3R

（Reduce, Reuse, Recycle)の促進、廃棄物処分場の規定や立地の検討を行うこと、収集運搬処分は地方自治

体が実施することとなる。なお、同法の第 29 条には汚水排水に関する規定があり、固形廃棄物と液体廃棄

物を分けて規定している。 

第 7 条で作成が求められている総合固形廃棄物管理国家計画は創案されているが、ドラフト段階であり、

現時点では承認されていない。 

 

(2) 環境基本政策 

EQA は 1999 年にオランダの協力を得てパレスチナ環境政策を発行した。これは、廃棄物管理の上位政

策に当たる。パレスチナ環境政策は 11 の主要政策から構成されて、その中で固形廃棄物と汚水による環境

への影響の改善が最も優先すべき政策である旨が記されている。また、パレスチナ環境政策に基づき、2000

年に当時の環境庁（現 EQA）は国家環境行動計画を策定した。この中で廃棄物による環境への影響を改善

する事業の必要性を強調している。しかしながら、行動計画等の実現については第二次インティファーダ

以降のイスラエル政府による隔離政策の強化等により大きな支障が出ており、見直しが必要となっている。 

 

(3) 固形廃棄物管理条例 

現在、EQA は自治体の責任である都市固形廃棄物管理を対象とした「固形廃棄物管理条例」を策定中で

ある。現時点の法案では、前述の廃棄物の定義の他に、埋立処分場の用地選定基準、埋立処分場の技術仕

様を以下のように規定している。 

1) 処分場の用地選定基準 

− 住居地域／商業地域からの十分離れていること 

− 住居地域の風下側とすること（西岸では東の風が卓越しているため、住居地域の西側となる） 

− 土地利用計画との調和が計られること 

− 年間を通じアクセスが確保されること 

− 覆土材料の入手が可能なこと 

− 文化遺産その他へ無害であること 

− 水資源への汚染がないこと 

 

2) 処分場の技術仕様 

− 当該地域の地質構造を考慮すること 

− 水源保護策をとること 

− 底面には天然材料もしくは加工材料による遮水を行うこと 

− 浸出水の処理を行うこと 
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− 発生ガスの処理を行うこと 

− 火災を防止する構造や設備を有すること 

− 地下水の水質監視設備を設置すること 

− 安全な閉鎖／跡地利用を考慮しておくこと 

− フェンスを設置すること 

− 埋立記録の保管を行うこと 

− 搬入車両の洗車設備を設けること 

 

3. 地域開発計画 

(1) ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

2005 年 10 月から 2006 年 8 月にかけて、JICA による「ジェリコ地域開発計画開発調査」が実施された。 

本調査で、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 対象地域と概ね一致する地域の開発計画が策定された。 

開発計画としてまとめられたプログラムは、以下の 3 分野でまとめられている。また、計画年次は 2015

年である。 

− 社会・コミュニティ 

− 農業開発・農産加工・流通 

− 観光開発・都市環境整備 

 

本開発調査で策定される戦略を実践することにより、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 対象地域の経済

状況の改善が期待される。 

なお、廃棄物管理システムについては、後述する関連技プロの活動を通して構築されるため、本開発調

査と廃棄物管理の直接的な関連は低い。 

 

(2) トゥルカレム JCspd 

トゥルカレム JCspd の主要都市であるトゥルカレム市は、土地利用や道路計画をまとめた開発マスター

プランは作成している。しかし、さまざまな角度から分析された体系的な開発計画は策定されていない。

したがって、本プロジェクトに直接関係する開発計画はないと言える。 

 

(3) サルフィート JCspd 

サルフィート JCspd の主要都市であるサルフィート市では、各種インフラの整備不十分が指摘されてお

り、下水道整備や配電網整備等の各種インフラ整備に取り組む必要があると考えている。しかし、地域開

発にかかる総合的な調査は行われていない。 

 

(4) ベツレヘム JCspd 

ベツレヘム市を中心とした都市部におけるプロジェクト計画を策定している。これは、保健・環境改善、

インフラ整備、収支改善、能力開発に分けて整理されている。廃棄物管理に係るプロジェクトは保健・環
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境改善に分類されるものの、ごみ処理機材への計画は含まれていない。 

 

4. 廃棄物管理能力向上支援プロジェクト 

2005 年 9 月、JICA の関連技プロである「廃棄物管理能力向上支援プロジェクト」が開始された。この関連

技プロの対象はジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd であり、約 3 年間で、適切な廃棄物管理に必要な能力を身

に着けるための技術協力を実施する。また、その活動を通して、持続的な廃棄物管理システムの構築、実施

体制の確立、パレスチナの他地域での応用に必要な情報提供等が実施される。 

本プロジェクトは、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd が構築した廃棄物管理システムの実施に必要な機材

を調達することとなり、現時点での関連技プロの構想を十分に取り込んだ基本設計調査が必要である。 

この関連技プロでは、本基本設計調査とは別に以下の調査を実施し、廃棄物管理の現状を把握し、アクシ

ョンプランの計画及び運用開始をすることとなっている。 

− 発生ごみ量及びごみ組成調査 

− ごみ収集・運搬実態調査（タイムアンドモーション調査） 

− 既存処分場周辺の地下水水質調査 

− 既存処分場改善に係るパイロットプロジェクト 

 

また、計画／運用開始されるアクションプランとして、以下のものが想定されている。 

− 住民意識啓発 

− 共同収集計画 

− 衛生埋立処分 

− 維持管理のための共同ワークショップ 

− 料金徴収システム改善 

 

1-1-3 社会経済状況 

パレスチナの一人当たり GDP は、1,203US$/年・人（2002 年）である。パレスチナの一人当たり GDP は、

2000 年まで上昇傾向にあったが､2000 年に始まった第二次インティファーダ以降、イスラエル国内での労働

許可の制限、西岸内での交通制限・イスラエル国への農産物搬入制限等が経済活動に影響を及ぼし、表 1-1-17

のように下降傾向に置かれている。 

 

表 1-1-17 パレスチナの一人当たり GDP 

年 1997 2000 2001 2002 
一人当たり GDP US$/人･年 1,442 1,466 1,311 1,203 
出典：Statistical Abstract of Palestine No.5, 2004 年 11 月 

 

また、世界銀行の報告（West Bank and Gaza Update, 2005 年 11 月）によれば、PNA の 2005 年 1 月から 8

月の歳出は、歳出予算（月平均で 1 億 5100 万 US$）の約半分を占める外国からの資金援助が当初予定を大き

く下回り、パレスチナの商業銀行からの借り入れも困難なことから、歳出は予算の 80％程度にとどまってい
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る。また、同時に実質成長率についても 2006 年及び 2007 年とマイナス成長となると予測しており、パレス

チナ経済は当面厳しい状況が続くものと考えられる。 

 

なお、パレスチナ自治地域の産業の構成は図 1-1-2 のとおりである。 

9.3%

15.3%

2.7%
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建設

商業
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公益事業・防衛

公営企業

他

 

   出典：Statistical Abstract of Palestine, November 2004（2002 年データ） 
図 1-1-2 パレスチナ産業構成 

 

1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

1. 要請の背景・経緯 

1998 年の我が国の無償資金協力で西岸地区のごみ処理状況は大きく改善した。しかし、同無償賞資金協力

は西岸地区の全土をカバーしていないため、ほとんどごみ収集が実施されていない地区が多く残されている。

また、既存機材の老朽化が始まっている上、処分場整備の必要性が年々高くなっている。更に、第二次イン

ティファーダ以降、経済状況が疲弊しており、施設建設／機材調達に必要な資金を確保することがより困難

になってきている。 

このため、PNA は、2004 年 9 月、パレスチナ人自治区のごみ処理状況改善を目的に、収集・運搬機材の調

達、処分場建設と処分場運営機材の調達に係る無償資金協力を我が国へ要請した。しかし、その要請は、必

要とされる機材の仕様・数量・使途等が不明確なものであった。 
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2. 予備調査における要請内容確認 

我が国政府は、要請内容を確認するために予備調査を実施することとし、JICA が 2005 年 8 月に予備調査

団を派遣した。 

予備調査団は、MOLG を代表とした PNA 側や関係地方自治体との協議及び現地踏査を通してごみ処理の改

善必要性を確認した。更に、PNA 側が JCspd を活用した広域処理を導入する計画を持っていることを確認し

た。 

なお、PNA 側のプロジェクトに係る土地や環境影響評価等の準備状況が不十分であることから、今回の無

償資金協力はごみ処理機材の機材整備に絞ることで合意された。 

その一方、MOLG は、JCspd 体制に合致した要請機材リストを作成し、表 1-2-1 に示す要請内容が改めて確

認された。 

なお、予備調査のミニッツでは、以下の事項が特記され、我が国と PNA の間で合意された。 

1) PNA は JCspd のプロジェクト実施体制を早急に整える。無償資金協力は、体制整備ができた JCspd

の活動地域に対して計画する。 

2) 基本設計調査の対象地域は、JCspd の結成状況等から絞込みを行う。 

3) 無償資金協力で機材調達した場合、機材は JCspd が維持管理する。 

4) 機材の点検・修理施設はパレスチナ側が準備する。 

 

 

3. 基本設計調査における要請内容確認 

我が国政府は、いくつかの JCspd の結成が実施されたとの通知を MOLG から受け、JCspd によるプロジェ

クト実施が期待できる程度までパレスチナ側の準備が進んでいることを確認した。その結果、JICA は 2005

年 11 月に基本設計調査団（本調査調査団）を現地へ派遣し、以下の事項を確認した。 

 

(1) プロジェクトの対象地域 

MOLG が要請するプロジェクトの対象地域は、ベツレヘム、ヘブロン、ジェニン、ジェリコ及びヨルダ

ン渓谷、エルサレム、ナブルス、カルキリア、ラマラ、サルフィート、トゥバス、トゥルカレムの 11 に及

ぶ JCspd の業務地域であることが確認された。これは、西岸地区全体に当たるものである。 

このうち、本調査開始時である 2005 年 11 月末時点で JCspd の結成が決定している地域は、以下の 6 地

域であり、予備調査で JCspd が結成されている地域を対象とすると合意されていることから、この 6 地域

へ第一段階の絞り込みをした。他の 5 地域は、基本設計開始時である 2005 年 11 月末に JCspd の結成が決

定していないことから、本プロジェクトの対象から外すことで合意された。 

 - ジェリコ及びヨルダン渓谷 

 - トゥルカレム 

 - サルフィート 

 - ベツレヘム 

 - ヘブロン 
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 - エルサレム 

  

なお、上記の 6 地域は JCspd を結成しているものの、結成されたばかりであり、効率的な運営・維持管

理体制構築に至っていない。したがって、PNA 側は、現在 JICA が実施中の関連技プロの結果を適用／応

用して運営・維持管理能力を向上させていく必要があると判断された。 

そのため、関連技プロの対象地域であるジェリコ及びヨルダン渓谷地域と人口的規模が近い地域を対象

とすること、ヘブロン及びエルサレムは関連技プロ対象地域と異なる大都市型廃棄物管理手法が求められ

ることから、以下の 4 地域への更なる絞り込みをすることで合意された。 

 ① ジェリコ及びヨルダン渓谷 

 ② トゥルカレム 

 ③ サルフィート 

 ④ ベツレヘム 

以上、PNA の優先順位の順 

 

(2) 要請機材 

要請内容は、対象地域の絞込み以外に予備調査時との変更がないことを確認した。したがって、表 1-2-1

のうち、プロジェクト対象 4 地域に係るものが基本設計時に確認された要請内容である。 

 

(3) 技術移転 

11 地域から 4地域へ対象地域絞り込むことで、7 地域が本プロジェクト対象地域から外れることとなる。

したがって、パレスチナ側は新たなプロジェクトを立案し、これらの 7 地域に係る機材調達を実施する必

要がある。そのため、MOLG は、機材計画策定手法について本調査を通じて習得したいとの意向を示した。 

これにともない、MOLG が技術習得するためのカウンターパートチームを形成すること、及び本調査団

が現地調査を通じた OJT 方式で機材計画策定手法の技術移転をすることとした。 

なお、本技術移転は、無償資金協力の対象ではなく、本調査団が調査活動を通じて機材計画策定技術を

移転するものである。 
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1-3 我が国の援助動向 

1. 技術協力 

我が国は、2005 年度から廃棄物管理に係る技術協力プロジェクトとして、関連技プロを開始した。当該技

術協力プロジェクトは、2008 年度まで継続される計画で、この間に適切な廃棄物管理に必要な能力を身に着

けるための技術協力が実施される。本無償資金協力と当該技術協力プロジェクトは、密接に関連しており、

十分な連携が求められている。 

 

2. 無償資金協力 

我が国は、過去に表 1-3-1 に示す 1 件の廃棄物管理に係る無償資金協力を実施した。本プロジェクトは、表

1-3-1 に示す無償資金協力の第二次計画に位置づけられている。 

 

表 1-3-1 過去の無償資金協力 

計画名 実施年度 概算事業費 概要 

ごみ処理機材整備計画 1998 年度 13.28 億円 160の市町村と 5 ヶ所の広域処分場を対象とした、

ごみの収集･運搬及び最終処分場等の問題解決に

必要な機材の調達 

 

3. 有償資金協力 

廃棄物管理に係る有償資金協力は実施されていない。 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

パレスチナ暫定自治区での国際援助機関の活動は、1990 年代後半の和平機運の高まりともに、我が国の第

一次計画を含めて活発に実施された。しかし、2000 年の第二次インティファーダで中断・低下を余儀なくさ

れた。最近になって、平穏化にともない再開される動きが出てきている。 

環境・廃棄物分野における活動状況はガザ・西岸地区について本件予備調査団の調査結果を含め集約する

と以下のとおりである。 

 

1. オランダ 

(1) パレスチナ環境戦略 

1999 年に旧パレスチナ環境庁（現 EQA）はオランダの協力を得て、同年制定の環境法に基づくパレスチ

ナ環境戦略を策定し、2000 年に公布した。これは、廃棄物分野での EQA の施策立案の基本となっている。 

 

2. 世界銀行 

(1) ジェニンの広域処分場 

本事業は、西岸地区で PNA が関与する初めての衛生埋立処分場建設を含む広域廃棄物処理事業であり、

事業主体はジェニン市を中にした JSC である。世界銀行は、2000 年 9 月に勃発した第二次インティファー
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ダの最中にイスラエル国とジェニン市との協議を開始し、約 10 ヵ月後に同処分場の建設合意に達した。本

処分場はジェニン市から南西に十数キロ離れた小高い山に囲まれた一部 C 地域を含む B 地域でありイスラ

エル側の合意が得られている。 

処分場は、ポリエチレン製の遮水工と、浸出水処理施設を備える衛生埋立処分場であり、2006 年中旬に

は供用開始する予定である。建設後はジェニンと周辺のトゥバス、トゥルカレムがこの処分場を利用する

ことで協議が進んでいる。施設の概要は表 1-4-1 のとおりである。 

また、本事業では廃棄物収集・輸送用機材の調達が含まれておりその機材調達部分については欧州連合

（EU）からの借款 400 万 US$がついている。 

 

表 1-4-1 ジェニン ゼハラット・アル・フィンジャ処分場（新ジェニン処分場）の概要 

広域処分場名 ゼハラット・アル・フィンジャ処分場（新ジェニン処分場） 
事業費 総事業費 1400 万 US$ （世界銀行 借款 950 万 US$） 
償還期間 30 年 
借受者 パレスチナ財務庁 
処分容量 40 万 m3 
事業主体 JSC、Solid Waste Management, Jenin Governorate 

 

なお、同処分場の EIA は 2000 年に実施されており、その評価は世界銀行が、承認は EQA が行った。 

 

(2) 廃棄物管理戦略計画 

第二次インティファーダの前に世界銀行の協力で廃棄物管理戦略計画（案）が策定されていた。しかし、

その後の政治状況の変化により実情に会わなくなったため見直しが必要となっている。この計画には、ヘ

ブロン地区での衛生埋立処分場（ヤッタ処分場）の建設が検討されているが。具体化には至っていない。 

 

2. ドイツ国 

(1) ガザ地区ハーン・ユーニス及びデル・エルバラハ廃棄物管理事業 

1994 年にガザ地区のハーン・ユーニス及びデル・エルバラハで開始された GTZ 支援による廃棄物管理事

業で、地域内の 11 の地方自治体を対象に以下の目的を持つ。 

− 地域参加を考慮し、費用効果があり環境配慮された廃棄物管理が確立される。 

− JSC サービス体として持続される。 

− 民間セクター参入により、環境配慮型の中央衛生埋立処分場が建設・運転される。 

− 廃棄物管理における地域参加が実施される。 

− 本事業の成果をまとめ国内外に提供する。 

 

本事業は衛生埋立処分場の建設を中心に、清掃キャンペーンの実施、組織制度改善、地域参加型による

廃棄物管理を行という総合的な廃棄物分野における協力事業である。このうち事業の中心ともなる衛生埋

立処分場の概要を表 1-4-2 に示す。 
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表 1-4-2 ディア・エル･バルハ中央衛生埋立処分場の概要 

処分場名 ディア・エル･バルハ中央衛生埋立処分場 
建設完了年 1996 年 
対象都市 地域内の 11 地方自治体 
処分場面積・容
積 

総面積：約 6 万 m2 容量：約 80 万 m3 

受入ごみ量 250t/日 
埋立方式 衛生埋立（浸出水を遮水し、埋立て表土に散水する循環方式） 

 

(2) 北部ガザ廃棄物管理事業 

1998 年に北部ガザで開始された GTZ 支援による廃棄物管理カウンシル形成の技術支援事業で、４つの地

方自治体を対象（難民キャンプは除く）に以下の目的を持つ。 

− 廃棄物管理を地方自治体で実施する。 

− 費用効果、環境配慮そして持続的な廃棄物の収集運搬／処分を実施する。 

− 積極的な住民参加による廃棄物管理を行う。 

− ベイトハノンダンプサイトの安全閉鎖を行う。 

 

(3) ラマラ＆アル・ビーレ廃棄物管理事業 

本計画は GTZ による技術支援と KFW による財政支援との 2 つの事業から構成されている。 

ア 技術支援 

2005 年 1 月に開始され、MOLG をカウンターパートとするローカルコンポーネントと EQA を対象と

するナショナルコンポーネントで構成されている。ローカルコンポーネントでは JSC／JCspd 理計画の策

定、新埋立処分場建設のための用地選定、F/S、EIA の実施である。用地選定の段階でパレスチナ側とイ

スラエル国側との交渉が難航していたが、2005 年 12 月にイスラエル国側の承認が得られた。用地は C

地域内にあり、パレスチナ側の処分場用地としては初めての画期的な事業である。 

ナショナルコンポーネントとしては、上記の世界銀行によるパレスチナ全体の廃棄物戦略計画の見直

し及び行動計画の策定に対する支援が行われることとなっているが、始まったばかりである。 

 

イ 財政支援 

実施計画が固まった段階で、広域処分場と関連施設の建設に対する財政支援が行われることとなって

いる。 

 

3. イタリア国 

伊国は、これまでに 2,500 万ユーロのパレスチナ向け拠出を実施している。また、ベツレヘム県での下水

による水域汚染を含めた環境問題に関心を持っている。 

伊国は、ベツレヘム市役所からパレスチナ住民用最終処分場建設に関わる要請を受けており、実施の可能

性を検討している段階である。また、いくつかの地方自治体から個別に収集運搬機材の要請を受けているが、

これらは日本の無償協力で地域全体として検討されるものとして伊国としては対応しない方針である。しか

し、ベツレヘム地域の処分場だけと言えども一国では対応が困難なので、多国間の協調が必要と伊国政府機
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関は考えている。処分場について協力する場合、用地の選定を含めた、F/S・基本設計の実施からの着手とな

る。 

伊国は、公共サービス面での協力として、事業自治体のマネージメント能力の整備・向上が必須であるこ

とから、パレスチナ自治体とイタリア国内自治体とのタイアップによる直接の協力を進める方針をとってい

る。ベツレヘム県の廃棄物処理案件についても、現在提携先自治体を検討中である。 

 

4. スペイン国 

西国による援助として、1996 年にごみ収集処理機材整備計画が開始され 1998 年、1999 年にスペイン日産

の車両等を用いたコンパクター及びコンテナが西岸地区の自治体に供与された。スペイン国援助による機材

は、本プロジェクト調査の対象 4 地区の全てにおいて、構成自治体の一部に供与されていることが確認され

た。我が国の第一次計画の機材とともに主力収集機材として使用されている。 

 

5. NGO 

(1) NEF(Near East Foundation) 

NEF は 1915 年にアルメニア人難民を救うことを目的にアメリカで組織された NGO で、現在は中近東、

アフリカ諸国で人権保護、難民救済、職業訓練、農業開発等の活動を展開している。パレスチナでは NEF

が 1996 年から活動を開始しており、現在 12 人のスタッフが働いている。そのうち 4 名が廃棄物関連の活

動を担当している。 

NEF が現在実施している廃棄物関連事業は、国連ボランティア（UNV）による西岸地区環境アクション

プロジェクトで、西岸地区ナブルスの 5 村落を対象とした草の根レベルの廃棄物処理改善プログラムであ

る。ここでは、廃棄物の減量（Reduce）、リサイクル(Recycle)、回収(Recover)、再利用(Reuse)の 4R の推進

をしている。また、ごみの堆肥化、住民ワークショップ開催、啓蒙ポスターやカレンダーを作成し住民啓

発活動を実施している。今後は対象を 14 村落に広げ、地域レベルでの活動を展開しつつ、地方自治庁や JSC

等との連携も図ろうとしている。 

 

(2) WEDO (Water and Environmental Development Organization) 

ベツレヘムには、WEDO というローカル NGO がある。WEDO は 2005 年 1 月にジェリコ市固形廃棄物事

業予備調査報告書を作成している。 

 

6. 他ドナーの支援と本計画との関連 

本調査の 4 ヶ所の調査対象地域での都市廃棄物収集輸送機材・処分場機材の調達と重複するプロジェクト

はない。しかし、調査対象地域の収集ごみの処分先については以下の 3 つのプロジェクトとの関連性がある。 

 

(1) 世界銀行ジェニンプロジェクト 

調査対象地域の一つトゥルカレム県の収集ごみは、現在使用中の処分場の環境問題が大きく、本プロジ

ェクトで輸送力が確保されれば、ジェニンの新処分場に搬入されることになっている。新処分場は衛生埋

立が実施され環境改善に大きく寄与するが、トゥルカレム県の収集ごみの受け入れについて最終的な合意
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の確認が必要である。 

 

(2) イタリア国ベツレヘム県最終処分場プロジェクト 

ベツレヘム JCspd は独自に新規処分場を建設したいとの意向を持っており、用地の選定を含めた調査の

実施をイタリア国に要請している。新処分場の建設・供用には 5 年程度を要するものと考えられるので本

プロジェクトの計画年次までに新処分場へ搬入することは出来ないと考えられる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 プロジェクトを取り巻く状況 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 

 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

1. 広域廃棄物事業所管の上位機関 

本プロジェクトを所管する上位機関は、地方自治体を統括している MOLG である。MOLG では JCspd の体

制を確立するため、2004 年に大臣直轄の JCspd 局を組織した。MOLG の組織体系と JCspd 局の位置は、図 2-1-1

に示すとおりである。 

地方自治庁大臣

地方自治庁副大臣

大臣補佐官
（ガザ地区）

大臣補佐官
（西岸地区）

ガザ地区
各地方自治体

西岸地区
各地方自治体

地方自治庁
統括官

プロジェクト局 技術局

大臣補佐官
（プロジェクト）

JCspd局長

JCspd局

運営部 建設部 計画部

フォローアップ部 調整部 法務部 総務部 財務部 調査部

 

図 2-1-1 MOLG 組織と JCspd 局の位置 

 

2. 対象 JCspd の組織 

本プロジェクトの対象である 4 つの JCspd は、設立して間もない組織である。現在、各 JCspd は実施体制

を組織中である。現在の組織状況を以下に述べる。 

 

(1) ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

ジェリコ県の 8 つの全地方自治体とトゥバス県東部の 3 つの地方自治体及びナブルス県東部の 6 つの地

方自治体が JCspd を結成した。一つの機関として広域処分体制を構築することを目指して動き出したが、

現段階では従来どおりの各地方自治体による運営（小規模の JSC を含む。）が行われている。 

JCspd の理事長はジェリコ市長が務めており、他に 4 地方自治体の市･村長が理事を務めている。理事会

が意思決定機関であり、現在は理事会から指名された要員が準備活動を実施している。 

 

(2) トゥルカレム JCspd 

トゥルカレム県の 33 の全地方自治体が JCspd を結成した。一つの機関として広域処分体制を構築するこ

とを目指して動き出したが、現段階では従来どおりの県域を 5 分割した組織で運営が行われている。現時

点では、県庁所在地のトゥルカレム市以外の地方自治体を 4 地域に分割し、同 4 地域で JSC を結成してい
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る。 

JCspd の理事長はトゥルカレム市長が務めており、他に 4 地方自治体の市･村長が理事を務めている。理

事会が意思決定機関であり、現在はトゥルカレム市の要員を中心に準備活動を実施している。 

 

(3) サルフィート JCspd 

サルフィート県の 19 の全地方自治体が JCspd を結成した。一つの機関として広域処分体制を構築するこ

とを目指して動き出したが、現段階では従来どおりの県域を 3 分割した組織で運営が行われている。現時

点では、県域を 3 地域に分割し、同 3 地域でローカル JCspd を結成している。 

JCspd の理事長はキフルハリス市長が務めており、他に 6 地方自治体の市･村長が理事を務めている。県

庁所在地のサルフィート市の市長は理事の一人である。理事会が意思決定機関であり、現在はキフルハリ

ス市の要員を中心に準備活動を実施している。 

なお、サルフィート県はイスラエル国の分離壁により県域が 3 分割されることが確定的である。分割は

既存のローカル JCspd 地域と同じであるため、今後もこの体制が継続される。新たに結成された県単位の

JCspd は県レベルでの統括機関となる。 

 

(4) ベツレヘム JCspd 

ベツレヘム県の 36 の全地方自治体が JCspd を結成した。一つの機関として広域処分体制を構築すること

を目指して動き出したが、現段階では従来どおりの県域を 4 分割した組織で運営が行われている。現時点

では、オベイディヤ市以外の地方自治体を 3 地域に分割し、同 3 地域でローカル JCspd を結成している。

ローカル JCspd は、JCspd と称されるが、現時点で共同実施しているインフラ整備や市民サービスはほとん

どない。 

JCspd の理事長はベツレヘム市長が務めており、他に 11 地方自治体の市･村長が理事を務めている。また、

将来独自の広域処分場を建設する際は、処分場が立地する市･村長を理事に加える予定である。理事会が意

思決定機関であり、現在はベツレヘム市の要員を中心に準備活動を実施している。 

 

2-1-2 財政・予算 

現在、廃棄物管理の運営・維持管理費の原資は、各地方自治体が住民から徴収する廃棄物管理税（料金）

である。ごみ収集を実施している地方自治体は、住民から概ね NIS10～20/家族･月の廃棄物管理税を徴収し、

事業の運営・維持管理に充当している。 

本プロジェクトの対象となる４JCspd においても、従来の徴収方法が継続され、構成各自治体が住民から

廃棄物管理税を徴収し、これを JCspd へ拠出し、JCspd が運転手・作業員等の賃金や機材整備費用の支払い

を実施することになる。 

JCspd は、2005 年に設立したため、過去の財政･予算の実績は存在しない。そこで、JCspd の中心的役割

を担うことになる県庁所在地、ジェリコ市、トゥルカレム市、サルフィート市及びベツレヘム市の予算実

績を以下に述べる。 
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1. ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

過去 3 年間のジェリコ市全体の財政状況は、表 2-1-1 に示すとおりである。市全体の歳入及び歳出ともに

安定しており、今後も現在と同様の予算規模を確保できると考えられる。さらに、ジェリコ市は PNA から

補助金を受けていないことから、今後 PNA の補助金を受けることができれば、市の財政状況は更に安定す

ると考えられる。 

なお、廃棄物管理税の歳入は、2004 年に減少したものの概ね 85 万 NIS である。 

 

表 2-1-1 ジェリコ市の財政状況 

単位：NIS
項目 2002 年 2003 年 2004 年 

歳入 9,365,958 9,203,322 10,686,869
 地方税 2,729,558 2,365,150 1,864,365
 廃棄物管理税 885,400 969,700 720,370
 水道料金 2,171,000 2,815,890 3,063,000
 下水料金 0 0 0
 電気料金 0 0 0
 その他公共サービス料金 90,000 283,200 201,600
 免許・罰金等 735,000 736,000 996,200
 借地料 2,705,000 1,993,382 3,799,334
 PNA の補助金 0 0 0
 その他 50,000 40,000 42,000
歳出 9,534,231 9,515,236 10,928,502
 人件費 5,255,000 5,822,400 6,289,495
 運営･維持管理費 2,323,637 2,754,244 3,238,680
 投資･出資 1,955,594 938,592 1,400,327
 他公共機関への繰入 0 0 0
総歳出額に占める廃棄物管理の割合 4.68% 5.18% 3.33%

出典：ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 
 

2. トゥルカレム JCspd 

過去 3 年間のトゥルカレム市全体の財政状況は、表 2-1-2 に示すとおりである。市全体の歳入は、2003 年

に PNA の補助金が一時的に増加したが、その他の項目は安定しており、今後も現在と同様の予算規模を確保

できると考えられる。 

なお、廃棄物管理税の歳入は、概ね 100 万 NIS である。 

 

表 2-1-2 トゥルカレム市の財政状況 

単位：NIS
項目 2002 年 2003 年 2004 年 

歳入 19,764,376 23,551,730 19,574,687
 地方税 1,795,273 1,795,272 1,333,948
 廃棄物管理税 950,696 1,027,422 1,084,780
 水道料金 1,580,780 1,697,324 1,263,985
 下水料金 84,497 122,238 122,113
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単位：NIS
項目 2002 年 2003 年 2004 年 

 電気料金 8,212,747 9,739,186 7,988,893
 その他公共サービス料金 1,058,419 1,019,211 1,442,841
 免許・罰金等 1,256,646 1,540,103 1,589,438
 借地料 121,115 173,370 143,600
 PNA の補助金 4,704,203 6,437,604 4,605,089
 その他 0 0 0
歳出 11,933,707 18,489,981 17,988,694
 人件費 9,147,691 7,224,728 8,489,034
 運営･維持管理費 1,353,262 2,132,204 3,962,335
 投資･出資 0 0 0
 他公共機関への繰入 1,432,754 9,133,049 5,537,325
総歳出額に占める廃棄物管理の割合 2.00 2.70 2.80

出典：トゥルカレム JCspd 
 
3. サルフィート JCspd 

過去 3 年間のサルフィート市全体の財政状況は、表 2-1-3 に示すとおりである。市全体の歳入及び歳出は、

安定して増加しており、今後も現在と同様の予算規模を確保できると考えられる。 

なお、廃棄物管理税の歳入は、2004 年に大幅に増加し、20 万 NIS となっている。また同様に、水道料金、

下水料金及び電気料金の歳入も大幅な増加傾向にある。 

 
表 2-1-3 サルフィート市の財政状況 

単位：NIS
項目 2002 年 2003 年 2004 年 

歳入 6,248,673 8,071,442 8,722,775
 地方税 72,009 151,106 115,588
 廃棄物管理税 77,594 69,255 208,969
 水道料金 610,423 886,344 1,209,116
 下水料金 19,604 115,574 116,789
 電気料金 1,539,759 2,049,167 2,967,256
 その他公共サービス料金 401,924 248,005 487,943
 免許・罰金等 178,028 367,330 536,565
 借地料 70,889 109,619 118,065
 PNA の補助金 3,278,443 4,075,042 2,962,484
 その他 0 0 0
歳出 5,151,609 6,832,375 7,539,616
 人件費 713,156 1,097,219 1,212,546
 運営･維持管理費 1,942,698 1,637,041 3,276,870
 投資･出資 2,495,755 4,098,115 3,050,200
 他公共機関への繰入 0 0 0

出典：サルフィート JCspd 
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4. ベツレヘム JCspd 

過去 3 年間のベツレヘム市全体の財政状況は、表 2-1-4 に示すとおりである。市全体の歳入は、PNA の補

助金や他ドナープロジェクトに伴う歳入といった一時的な歳入によってばらつきが見られるが、恒常的な地

方税、各種サービスによる料金収入等は安定している。今後も現在と同様の予算規模を確保できると考えら

れる。 

なお、廃棄物管理税の歳入は、2004 年に 70 万 NIS となっている。 

 
表 2-1-4 ベツレヘム市の財政状況 

単位：NIS
項目 2002 年 2003 年 2004 年 

歳入 6,264,232 11,708,285 9,605,528
 地方税 1,602,726 1,679,415 1,885,225
 廃棄物管理税 559,956 718,889 700,869
 水道料金 － － － 
 下水料金 － － － 
 電気料金 － － － 
 その他公共サービス料金 583,914 886,052 551,031
 免許・罰金等 751,957 996,830 1,192,660
 借地料 1,379,271 1,943,346 1,672,715
 PNA の補助金 0 896,810 1,249,682
 他ドナーのプロジェクトに伴う歳入 392,254 2,680,108 681,345
 その他 994,154 1,906,835 1,672,001
歳出 7,046,959 10,514,735 11,044,773
 人件費 4,674,660 5,017,909 5,337,706
 運営･維持管理費 1,980,045 3,646,341 3,789,783
 投資･出資  
 他公共機関への繰入  
 他ドナーのプロジェクトに伴う支出 392,254 1,850,485 1,917,284

出典：ベツレヘム JCspd 
 

2-1-3 技術水準 

1. 技術レベル 

プロジェクト実施機関である JCspd の構成メンバーの各地方自治体は、現在機材不足ながら機材能力を最

大限に引き出すように収集・運搬車両を運行管理しており、廃棄物収集・運搬に必要な技術力を十分に有し

ていると言える。 

本プロジェクトで調達する機材は、現在活用されている既存機材と同種の機材である上、汎用機材である。

それ故、プロジェクトの実施機関や実施機関が整備委託している民間整備工場が有する整備ノウハウで維持

管理は十分可能である。 

したがって、プロジェクト実施機関はプロジェクトに必要な運営・維持管理能力を十分に有していると評

価できる。 
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2. 維持管理方法 

県庁所在地等の比較的規模の大きな地方自治体は、独自の整備工場を設置していることが多く、直営で機

材整備・修理を実施している。しかし、可能な作業は日常点検とフィルター等の簡易な部品交換程度であり、

大規模な整備・修理は民間の整備工場へ委託している。また、独自整備工場を設置していない地方自治体は、

簡易な整備・修理も民間工場へ委託している。 

予備品購入は、西岸地区内にメーカー代理店が存在しない場合、調達に時間を要することが多く、迅速な

修理が困難な状況である。イスラエル国内に代理店がある場合、2000 年から始まった騒乱以前は比較的予備

品調達が容易であったが、騒乱以降は交通制限やイスラエル人のパレスチナ自治地域への立入禁止措置等か

ら調達が困難になってきている。 

1997 年に西国の無償資金協力で調達した収集機材は、現在も西岸地区の主力機材の一角をなすが、メーカ

ー代理店が西岸地区を含むイスラエル国内に存在しないため、予備品調達が非常に困難な状況に置かれてい

る。 

機材維持管理に必要な資金確保状況は十分な状態にない。人口規模の大きな都市部では、廃棄物管理税の

総収入が比較的多いことから、機材を稼動させるために必要な最低限の整備を実施しているが、小規模の地

方自治体では大きな破損や故障が発生すると修理等が困難な場合がある。資金については、JCpsd による効率

的な運用が期待されている。 

本プロジェクトの対象地域では、ジェリコ市、トゥルカレム市がワークショップを設置しており、同ワー

クショップを中心に機材の維持管理を実施している。その他の地方自治体では、民間工場へ整備を委託して

いる。 

今後は、JCspd として JCspd 保有する全機材を統括管理する必要がある。この際、ジェリコ及びヨルダン渓

谷 JCspd、トゥルカレム JCspd は、ジェリコ市、トゥルカレム市の既存ワークショップを活用することとして

いる。サルフィート JCspd 及びベツレヘム JCspd は、民間工場と契約し、機材保管場所での日常整備ができ

る体制を整える方針である。 

 

2-1-4 既存施設・機材 

既存の施設・機材の状況は 1-1-1-3 で述べたとおりである。 
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2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

本プロジェクトの関連インフラは港湾と道路である。港湾及び道路の状況を以下に述べる。 

 

1. 港湾 

プロジェクト対象地域である西岸地区は内陸に位置し港湾を有していない。したがって、プロジェクトで

調達する機材は、イスラエル国の代表的な貿易港であるアシュドット港またはエイラット港で荷揚げされる。

両港とも機材の荷揚げ及び通関作業に十分な施設を有している。 

 

2. 道路 

上述の港湾から各プロジェクト対象地域までの道路は舗装されており、機材の運搬に十分である。したが

って、機材の内陸輸送に支障はない。しかしながら、要所にはイスラエル国の検問所があるので、事前の輸

送許可の取得が必要である。また、検問所によっては長時間を要すこともあるのでそのことを考慮した輸送

スケジュールを組む必要がある。 

一方、プロジェクト対象地域内の廃棄物の収集・運搬作業に活用する道路は必ずしも十分に舗装されてい

るとは言い難い。また、狭隘な道路も多くあり、大型車両の通行が困難な箇所がある。 

 

2-2-2 自然条件 

プロジェクト対象地域の気候は、表 2-2-1 に示すとおり地域の位置、標高等によって多少異なる。海抜マイ

ナス 250メートルのジェリコ及びヨルダン渓谷地域においては夏季の平均気温が 30度を超えるが全般的には

温暖な気候である。したがって、設計等に特段の留意は必要ない。 

 

表 2-2-1 プロジェクト対象地域の気温及び降水量 

条件 ジェリコ トゥルカレム サルフィート 
に近いナブルス 

ベツレヘム 
に近いエルサレム

平均気温（春） 22.5 度 19.2 度 17.0 度 15.9 度 
平均気温（夏） 31.4 度 27.4 度 25.2 度 24.9 度 
平均気温（秋） 26.4 度 24.2 度 22.2 度 21.0 度 
平均気温（冬） 15.5 度 14.6 度 11.7 度 9.5 度 
降水量（春） 39.9mm 201.8mm 257.3mm 137.5mm 
降水量（夏） - - - - 
降水量（秋） - 11.5mm 4.9mm 6.4mm 
降水量（冬） 54.2mm 318.6mm 294.6mm 158.3mm 

出典： Statistical Abstract of Palestine No.5, 2004 年 11 月（データ計測 1998 年） 

 

2-2-3 環境社会配慮 

本プロジェクトのコンポーネンントは「収集運搬機材の調達」と「処分場運営機材の調達」である。ごみ

の収集運搬そのものは、ごみの住居地域からの排除であり都市環境を改善するものである。また、処分場機
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材の調達も衛生埋立に向けた環境改善のプロジェクトであり、環境への負の影響は考えられない。 

ただし、収集輸送機材の整備により、特定の埋立処分場へのごみの集中が発生することから、処分場が環

境面で適切に整備されていることが条件となる。プロジェクト対象地域ごとの対応は以下のとおりである。 

 

1. ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

ジェリコ市は市の南東部約 3km のところにある処分場を使用している。この処分場はヨルダン川に近い低

地にあり、特に浸出水に対する環境対策がなされていないオープンダンピングというべき状況である。減容

化のため野焼きもされており煙害が生じている。今後の計画として集約した形での新処分場建設を模索して

おり、用地の選定・絞り込みを精力的に行っている。 

しかし、新処分場建設が本プロジェクトの収集車両の調達に間に合わないことから、ジェリコ市の既存処

分場を改善し使用すること、北部地域ではイスラエル国側が運営する既存処分場への持ち込みで対応するこ

とが計画されている。ジェリコ市の既存処分場の改善については、関連技プロのパイロットプロジェクト等

を通し、適切に実施されると期待されている。 

 

2. トゥルカレム JCspd 

トゥルカレム市が現在使用しているファラウーン処分場は、イスラエル側からも環境汚染を理由に閉鎖を

求められており、早急な改善が必要となっている。しかし、現在ジェニンで建設中の新衛生埋立処分場への

搬入が予定されており、抜本的な対策として充分評価できる。なお、これらの既存のダンピングサイトを安

全に閉鎖することが重要な課題として残るため、西岸地区全体に共通する課題とし、MOLG／EQA の新たな

取り組みが必要になる 

 

3. サルフィート JCspd 

この JCspd はイスラエル国側の分離壁により３つの地域に分けられる。このため処分場の集約はサルフィ

ート JCspd として実施することが出来ない。東部及び西部はナブルス県との、南部はラマラ県との組み合わ

せ等を考慮して、より広域からごみを集める効率的な処分場運営が将来の課題となる。 

 

4. ベツレヘム JCspd 

現在、イスラエル国側が運営するアザリヤ処分場を利用する大部分の構成自治体と、小規模ダンピングサ

イトを使用する自治体がある。環境汚染を起こしているダンピングサイトについては、JCspd としての輸送力

が整備された段階（本プロジェクトでの機材調達後）でアザリヤ処分場への搬入に変更する。 

このアザリヤ処分場は 2～3 年程度で埋立容量が無くなるが、イスラエル国側には後継処分場の建設計画が

近郊のミショルアドミンで進んでおり、パレスチナ側の廃棄物の受け入れを歓迎する意志表示がされている。

しかし、ベツレヘム JCspd としては独自の衛生埋立処分場の建設を強く望んでおり、用地の選定を進めてい

る。今のところ建設について確定的な計画は何もない。 
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2-3 その他 

プロジェクト対象地域での廃棄物管理事業は、イスラエルとの関係で他国には見られない下記のような問

題を抱えている。これらの解決には、PNA とイスラエル政府との対話が必要である。 

1) イスラエルの設置した分離壁により、処分場に行く経路が遠回りになっているケースがある。 

2) また、処分場への道中にイスラエル国の検問所がある場合、予定以上の輸送時間がかかることがある。 

3) 道路が封鎖されて処分場に行けないこともあり、ごみが処分出来ない日が続くことがある。 

4) 廃棄物管理機材整備用のスペアパーツ販売代理店がイスラエル側にしかない場合があり、入手に困難

をきたす。 

5) 処分場がイスラエル側の運営である場合、心情的に処分料金を支払うことに抵抗感がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 プロジェクトの内容 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

 

3-1 プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、ジェリコ及びヨルダン渓谷地域、トゥルカレム地域、サルフィート地域及びベツレヘ

ム地域のごみ処理能力を高めることを目的としている。 

これらの地域の、県庁所在地や都市部等、必要機材を保有している地方自治体では、比較的高い収集率で

ごみ収集が実施されている。しかし、機材を保有していない村落部等の地方自治体では、ほとんどごみ収集

が実施されていない。また、ごみ収集を実施していても、機材不足等に起因する低運搬能力から居住地周辺

での無秩序な投棄（オープンダンピング）が散見される。不十分な収集活動による住民生活環境は悪化して

おり、住民の不満は高まっている。また、オープンダンピングサイトを含むごみの処分場では、運営機材が

不足していることから、十分な覆土が実施できない状態に陥っている。 

 

現在（2005 年）の推定ごみ発生量はジェリコ及びヨルダン渓谷地域：57.8t/日、トゥルカレム地域：177.8t/

日、サルフィート地域：62.8t/日及びベツレヘム地域：177.6t/日であり、このうち、ジェリコ及びヨルダン渓

谷地域：8.9t/日、トゥルカレム地域：25.0t/日、サルフィート地域：20.4t/日及びベツレヘム地域：47.6t/日の

ごみが収集困難であると推定される。既存機材の能力や活用状況から推定される収集率は、平均 68～86％で

ある。機材の老朽化と人口増加による発生ごみ量の増大化から、今後、収集運搬能力及び収集率が低下し、

住民生活環境の更なる悪化が予測される。また、処分場へ運びきれないごみが増大化し、居住地周辺でのオ

ープンダンピングが増加すると考えられる。 

一方、廃棄物管理の運営・維持管理能力の面では、人口や財務力の点で地方自治体の規模が小さいことか

ら、各地方自治体で廃棄物管理計画の立案、必要な施設・機材への投資及びそれらの運営・維持管理を十分

に実施することが困難であることが顕在化してきた。人口の面で小規模な地方自治体を中心に、施設／機材

を建設／調達できない、十分に維持管理できない状況が散見される。 

住民の生活環境改善及びオープンダンピングの停止は急務であり、プロジェクトの緊急性が高いことから、

早期に、小規模な地方自治体もカバーできる効率的な廃棄物管理体制の構築と必要な能力を整備する必要が

ある。 

 

これらの問題を解決することを目的に、MOLG は、県をベースとした JCspd を結成し、広域での共同事業

実施体制の構築及び必要な能力整備をすることとした。これにより、廃棄物管理の事業者は各地方自治体か

ら JCspd に移行することとなり、適切なごみ収集と広域処分場への運搬、効率的な処分場運営及びオープン

ダンピングの廃止が計画されている。 

この状況下、本プロジェクトは、広域処理に必要な収集・運搬能力及び処分場運営能力の整備に位置づけ

られ、ジェリコ及びヨルダン渓谷地域、トゥルカレム地域、サルフィート地域及びベツレヘム地域のごみ収

集率を 90%に引き上げること及び処分場での覆土の実施を目標としている。また、上記目標を達成するため

に、ごみ収集・運搬機材、処分場運営機材及びそれらの維持管理に必要な維持管理機材の調達を行うととも
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に、それらを活用してごみ処理活動を実施するものである。 

なお、本プロジェクトにおいて、協力対象事業は、収集・運搬機材、処分場運営機材及びそれらの維持管

理に必要な維持管理機材を調達することである。 

 

3-2 協力対象事業の基本設計 

3-2-1 設計方針 

1. 基本方針 

プロジェクトの対象地域をジェリコ及びヨルダン渓谷、トゥルカレム、サルフィート及びベツレヘムの 4

地域の各 JCspd 対象地域とし、同地域の固形廃棄物の広域処分に必要な収集・運搬能力及び処分場運営能力

を向上させることを目的に、機材整備を行うこととする。 

計画年次は 2010 年とし、協力対象事業の対象廃棄物は、都市廃棄物とする。都市廃棄物は、家庭ごみと中

小商工業等から発生するごみとし、事業者負担が要求される産業廃棄物は含めないものとする。 

 

2. 自然条件に対する方針 

本プロジェクト対象地域の自然条件は、要請機材の設計に特段の留意を必要としない。したがって、自然

条件に要求される特別な設計は行わない。 

 

3. 社会経済条件に対する方針 

プロジェクト対象地域では、路上・空き地への安易な投棄が当たり前の形に定着してしまっている。日本

流の定時収集、分別収集、コンテナが不要な袋収集等を提案するのは容易だが、それを実行するには長い年

月を費やした住民啓蒙及び回収素材の利用先整備が必要であると考えられる。更に、袋収集等の急な導入に

より、収集困難な不適切排出されたごみが増大化する恐れがある。したがって、現状のコンテナ収集を基本

とした機材計画とする。 

自治体の廃棄物管理に必要な費用は、廃棄物管理税として徴収される税金（料金）が充当される。機材調

達により活用する機材数とごみ処理量が増加することになり、かつ衛生埋立の実施により、ごみ処理事業費

の増加は避けられない。したがって、本プロジェクトで導入する収集・運搬システム及び機材は、運営・維

持管理費を極力抑える方向から検討する。 

なお、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd の包括的なキャパシティ・ビルディングを行う JICA の技術協力プ

ロジェクト（関連技プロ）が進行中であり、管理税徴収を主要課題の一つとして、サービス内容、支払い可

能額、一般住民と商工業者の費用負担の適正化等の解決策が模索されている。したがって、運営・維持管理

費に係る検討は、関連技プロの内容と連携するように実施する。 

 

4. 機材計画に対する方針 

各機材の仕様・数量については、計画されている広域処理システムをベースに計画する。なお、既存機材

の能力を評価し、既存機材では不足する能力に対して本プロジェクトの機材を計画する。維持管理機材の調

達については、プロジェクトで調達する機材に必要な機材のみを計画する方針とする。 
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5. 機材調達に対する方針 

(1) 自動車系機材（シャシ） 

パレスチナで使用される自動車の仕様・規格については、イスラエル国の法・制度を適用しなければな

らず、例えば、エンジンの排気ガス規制については、日本の基準と異なる欧州基準が適用される。従って、

一般の日本国製品はそのままでは走行できない。 

本プロジェクトで要請されているごみ収集・運搬車のような中・大型自動車に対しては、現在、日本の

大手自動車メーカー1 社のみがイスラエル国内に代理店を設置して、イスラエル/パレスチナで走行が可能

なトラックの販売・修理等を実施している。しかしながら、同社は社内方針としてサービス体制が十分で

ないパレスチナ人自治区には販売しないこととしている。 

上記状況より、日本製のトラックを調達対象として計画することは不適切と考え、欧州基準を満足する

機材を第三国調達する方針とする。また、その場合でも、修理・スペアパーツの供給等アフターサービス

の観点から西岸地区内に代理店のあるメーカーの機材を調達することが望ましい。したがって、西岸地区

内に代理店を設置しているメーカーが参入しやすい機材を計画する。 

 

(2) 自動車系機材（ボディ） 

西岸地区内には、コンパクター車のボディメーカーの代理店はない。したがって、代理店の有無から調

達対象国を絞り込むことは困難である。パレスチナを含め中東諸国におけるコンパクター車ボディのアフ

ターサービスは、一般的にシャシメーカーの代理店が対応しているので、シャシと同様に、シャシメーカ

ー代理店が対応可能な仕様の機材を計画する。なお、イスラエル国にはコンパクター車等のボディを製作･

架装するメーカーがあり、1998 年に我が国の無償資金協力で実施された「パレスチナごみ処理機材整備計

画」（第一次計画）で欧州製のシャシにイスラエル製のボディを架装した実績がある。したがって、イスラ

エル国製ボディも調達対象国に加える計画とする。 

 

(3) 建設機械系機材 

西岸地区に、日本の大手建設機械メーカー2 社を含む、数社の代理店があり、特殊なモデルや仕様の機

材でない限り、一般的な点検・整備・修理は可能である。したがって、建設機械系機材については、第三

国調達を含め仕様・価格・アフターサービス等の観点から調達計画を策定する。 

 

(4) コンテナ 

コンテナ調達は現地の民間工場で可能である。第一次計画及び現地の各地方自治体も西岸地区で調達し

ており、十分な実績があるので現地調達する方針とする。 

 

(5) 内陸輸送 

機材をパレスチナに輸入する場合、イスラエル国での通関と同地区への内陸輸送が必要であり、これら

の作業を円滑に実施するためには、通関業務を行うイスラエル国の輸送業者へ一括発注することが望まし

い。ただし、実質的にはパレスチナ人自治区への輸送は、イスラエル国の輸送業者からパレスチナの業者
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に再委託されることになると想定される。 

イスラエル国での輸入通関やイスラエル国内の輸送は、交通制限等があることからパレスチナ側が直接

的な作業をすることは適切な工程を確保する上で困難である。したがって、これらの作業は無償資金協力

の範囲とする。しかし、西岸地区内の内陸輸送はパレスチナ側で実施できるため、西岸地区内の内陸輸送

は先方負担とすることを原則とする。ただし、数千個の単位となるコンテナについては、仮置きが困難な

ため、製作メーカーからプロジェクト対象地域まで完成したものから無償資金協力で運搬する必要がある。 

 

6. 現地業者、現地機材の活用に対する方針 

上述のごとく本プロジェクトで調達する機材の内、コンテナについては現地に製造能力及び経験のあるメ

ーカーがあり、品質も確保され、且つ、コストも輸入品に較べ安価であることから現地製作とする方針とす

る。 

 

7. 実施機関の維持管理能力に対する対応方針 

(1) ごみ収集技術 

プロジェクトの実施機関は、2005 年に設立された 4 組織の JCspd となる。各 JCspd の対象地域は県をベ

ースに設定されており、県庁所在地等、ほとんどのごみが収集されている地域があるものの、ほとんどご

み収集が実施されていない地域が含まれている。しかし、JCspd のリーダーとなる理事長は、比較的適切

なごみ収集を実施している地方自治体の首長が務めており、ノウハウの水平展開が期待できる。したがっ

て、ごみ収集・運搬機材の運行実務に係る技術は十分であると考えられる。 

なお、ノウハウが蓄積されている既存システムから JCspd による広域処理システムへの円滑な移行が必

要なため、プロジェクトで導入するごみ収集方法は、現在と同様のコンテナ収集とする。 

 

(2) ごみ運搬の技術 

広域処理体制の導入により、処分場が遠くなり、収集車による処分場への直接運搬が非効率になる箇所

が発生する。これらの箇所では、効率的な運搬業務の実現を目的に、中継輸送の導入が必要となる可能性

が高い。したがって、直接輸送と優位性を比較検討し、必要な場合は中継輸送を導入する。 

処分場が比較的近い箇所では、既存収集・運搬システムと同様に収集車が直接処分場へ運搬することに

なる。そのため、既存ノウハウの活用が可能である。しかし、中継輸送を導入する場合、既存システム内

に中継輸送がないため、中継輸送方法は簡易かつ管理が容易なものにする。 

 

(3) 最終処分の技術 

処分場が及ぼす環境影響を抑えるために、覆土は最低限に必要な日常作業である。したがって、日常的

かつ適切な覆土管理が可能な体制整備を計画する。 

なお、プロジェクト対象の JCspd の中で、トゥルカレム JCspd とベツレヘム JCspd は他組織が運営・管

理する衛生埋立処分場へ対価を支払って処分する計画であるものの、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 及

びサルフィート JCspd は処分場を JCspd で運営・維持管理する必要がある。両 JCspd は、これまでも既存
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処分場を運営・維持管理してきており、週に一度程度の覆土を実施している。また、衛生埋立の必要性に

係る認識は十分であることから、覆土程度の処分場運営技術は十分である。 

 

(4) 機材の整備・修理 

プロジェクトで調達する機材は、汎用的な機材であり、点検・整備等に特殊な技術が不要である。西岸

地区内にある民間の整備工場やメーカー代理店で十分に点検・整備が可能である。 

サルフィート JCspd 及びベツレヘム JCspd は、ワークショップを保有していないため、これらの民間業

者を活用して必要な点検・整備を実施する計画である。一方、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 及びトゥ

ルカレム JCspd は、県庁所在地の市がワークショップを有しているため、そのワークショップを活用して

日常的な点検・整備を実施する計画である。これらのワークショップは、日常的点検・整備に係る十分な

実績を有しており、技術的な問題はないと考えられる。また、規模の大きな整備･修理については民間業者

の活用が計画されている。 

したがって、機材の整備・修理技術については、十分な既存技術があると考えられ、機材整備技術に係

る投入は、機材導入時にメーカーが実施する初期操作・維持管理指導に留める方針とする。 

 

(5) 要員及び運営・維持管理費 

プロジェクトは、現在ごみ収集が実施されていない地域もカバーすることとなる。これらの地域をカバ

ーするための収集・運搬及び処分場運営も含む運営・維持管理費は、現在より増加することとなる。しか

し、PNA は、導入されている市民サービスごとに住民や商工業事業主から税／料金を徴収することを原則

としていることから、新規ごみ収集開始による増加量については、新たに税／料金の徴収を開始すること

で対応可能となる。したがって、増加する要員や運営・維持管理費の確保は可能であると考えられる。 

その一方、プロジェクトは、広域管理による効率的な廃棄物管理を目的の一つとしている。したがって、

地方自治体単位の事業運営で生ずる非効率性の解消、機材の広域的活用及び運行機材数の低減化を図り、

運営・維持管理費の増加を抑制する方針とする。 

 

8. 機材の範囲、グレード設定に対する方針 

(1) 機材の型式に対する方針 

収集機材については、現在全ての JCspd で採用しており、且つ、第一次計画でも調達された 1.1m3 コン

テナ＋コンパクター車を基本とし、市場等ごみの集中発生個所には 8m3 クラスのコンテナ及び同コンテナ

移送車で計画する。また、処分場が遠距離の場合は、中継輸送機材としてダンプトラック及び積込用ホイ

ールローダー等安価で維持管理の容易な汎用機種で計画する方針とする。 

処分場用機材については、要求される作業と機材の必要性を精査し、過大にならないものを計画する。 

 

(2) 技術レベルに対する方針 

機材仕様及び技術レベルを計画する上で大事なことは、維持管理が容易な機材とすることである。その

ため西岸地区の主要都市で現在多く使用され実績があり、且つ、スペアパーツの入手が容易な仕様の機材
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を計画する。 

1990 年代後半に同地区へスペイン国の援助で導入された機材は、現地に代理店がないことからスペアパ

ーツの入手が極めて困難な状況となっている。その結果、機材の稼働率がかなり低下している。 

本プロジェクトでは、同様な問題が発生しないよう、西岸地区で十分な整備実績のある機材構造・仕様

で計画する。 

 

9. 工期に対する方針 

本プロジェクトの機材調達期間は、入札図書作成及び入札期間等を含めると、E/N から機材納品までに約

11.5 ヶ月を要すると考えられる。したがって、「単年度」案件として協力対象事業を実施するように計画する。 

 

3-2-2 基本計画 

3-2-2-1 全体計画 

本プロジェクトでは、ジェリコ及びヨルダン渓谷地域、トゥルカレム地域、サルフィート地域及びベツレ

ヘム地域を対象に、都市廃棄物の処理能力を向上させることを目的に、以下の内容の機材調達を行う。全機

材が車両系／建設機械系機材であり、据付の必要はない。 

(1) 都市廃棄物収集・運搬機材 

(2) 処分場運営機材 

(3) 維持管理機材 

 

3-2-2-2 設計条件 

1. 計画人口 

PNA の予測する計画年次 2010 年の人口は、表 3-2-2-1～3-2-2-4 のとおりである。プロジェクト対象地域の

全てがごみの計画収集区域に当たるため、同表の人口を計画人口とする。 
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表 3-2-2-1 計画人口（ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 予測人口（2010年）
J-1 ジェリコ ジェリコ 22,915
J-2 マリナジャ ジェリコ 861
J-3 ズビダット ジェリコ 1,504
J-4 マルジアルガザル ジェリコ 432
J-5 アルジフトリック ジェリコ 4,939
J-6 ファサエル ジェリコ 1,010
J-7 アルオージャ ジェリコ 4,501
J-8 アルネウィメ・エルデュークアルフォカ ジェリコ 2,221
J-9 バルダラ トゥバス 1,773
J-10 アインエルビダ トゥバス 1,215
J-11 カルダラ トゥバス 186
J-12 アルナサリア ナブルス 2,250
J-13 バイトハサン ナブルス 563
J-14 アインシブリ ナブルス 450
J-15 フローシュバイトダジャン ナブルス 1,125
J-16 アルアクラバニア ナブルス 1,688
J-17 ナワジ ナブルス 338

47,971合計  
出典： 各 JCspd 保有データを Palestinian Population by Locality（パレスチナ

統計局 2005 年 5 月）で調査団が確認 

 

表 3-2-2-2 計画人口（トゥルカレム JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 予測人口（2010年）
T-1 トゥルカレム トゥルカレム 60,041
T-2 アティール トゥルカレム 11,581
T-3 ディアアルグソン トゥルカレム 10,534
T-4 カフィン トゥルカレム 9,734
T-5 アナブタ トゥルカレム 8,148
T-6 バラア トゥルカレム 8,122
T-7 エラア トゥルカレム 7,661
T-8 バイトリエド トゥルカレム 6,582
T-9 バカアルシャルキヤ トゥルカレム 4,775
T-10 クフェルアラバト トゥルカレム 4,489
T-11 ゼアタ トゥルカレム 3,500
T-12 ファラウーン トゥルカレム 3,554
T-13 サイダ トゥルカレム 3,427
T-14 カフルジャマル トゥルカレム 2,845
T-15 ナズレイサ トゥルカレム 2,787
T-16 ラミン トゥルカレム 2,339
T-17 イクタバ トゥルカレム 2,200
T-18 アルナズレアルシャルキヤ トゥルカレム 1,835
T-19 カフルアブシュ トゥルカレム 1,657
T-20 カフルゼバド トゥルカレム 1,455
T-21 カフルスール トゥルカレム 1,396
T-22 ショウフェ トゥルカレム 1,396
T-23 アルジャルシヤ トゥルカレム 1,010
T-24 アルナズレアルクルバハ トゥルカレム 986
T-25 スファレン トゥルカレム 1,155
T-26 アルラス トゥルカレム 564
T-27 クファ トゥルカレム 388
T-28 アルナズレアルワスタ トゥルカレム 462
T-29 コール トゥルカレム 361
T-30 グバラ トゥルカレム 364
T-31 アルムスコファ トゥルカレム 236
T-32 ハファジ トゥルカレム 179
T-33 アカバ トゥルカレム 291

166,054合計  
出典： 各 JCspd 保有データを Palestinian Population by Locality（パレスチナ

統計局 2005 年 5 月）で調査団が確認 
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表 3-2-2-3 計画人口（サルフィート JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 予測人口（2010年）
S-1 サルフィート サルフィート 10,990
S-2 ディアイスティア サルフィート 4,337
S-3 カラワトバニハサン サルフィート 4,182
S-4 キラ サルフィート 1,156
S-5 キフルハリス サルフィート 3,642
S-6 マルダ サルフィート 2,491
S-7 ビィディア サルフィート 9,378
S-8 ハリス サルフィート 3,450
S-9 ヤスーフ サルフィート 1,984
S-10 マスハ サルフィート 2,231
S-11 イスキヤ サルフィート 1,236
S-12 サルタ サルフィート 2,940
S-13 アズザウィア サルフィート 5,717
S-14 ラファト サルフィート 2,270
S-15 ブルキン サルフィート 4,114
S-16 ファルカ サルフィート 1,725
S-17 カフルアドディーク サルフィート 5,798
S-18 ディアバリュート サルフィート 4,147
S-19 キルベットケイス サルフィート 285

72,073合計  
出典： 各 JCspd 保有データを Palestinian Population by Locality（パレスチナ

統計局 2005 年 5 月）で調査団が確認 

 

表 3-2-2-4 計画人口（ベツレヘム JCspd） 

番号 地方自治体 所属県 予測人口（2010年）
B-1 ベツレヘム ベツレヘム 36,900
B-2 バイトジャラ ベツレヘム 20,580
B-3 バイトサヌア ベツレヘム 18,980
B-4 アルカデル ベツレヘム 11,450
B-5 アルドーハ ベツレヘム 8,740
B-6 バイトファジャール ベツレヘム 13,460
B-7 オベディア ベツレヘム 13,300
B-8 テクア ベツレヘム 10,500
B-9 ザアタラ ベツレヘム 7,600
B-10 ジャナタ ベツレヘム 6,380
B-11 ナハレーン ベツレヘム 7,660
B-12 フサン ベツレヘム 7,040
B-13 バティール ベツレヘム 5,200
B-14 エルタス ベツレヘム 4,520
B-15 アルシャワワ ベツレヘム 3,650
B-16 ダルサラア ベツレヘム 3,730
B-17 ヒンダザ ベツレヘム 4,470
B-18 アルワラジャ ベツレヘム 2,070
B-19 ワディフキン ベツレヘム 1,490
B-20 バイトタアマア ベツレヘム 2,360
B-21 マララバ ベツレヘム 1,520
B-22 アルジャバア ベツレヘム 1,200
B-23 マラムアラ ベツレヘム 760
B-24 ウムサラムナ ベツレヘム 1,000
B-25 ワディエルニース ベツレヘム 960
B-26 アルマアサラ ベツレヘム 980
B-27 ジュラエルシャマア ベツレヘム 1,900
B-28 ワディラファル ベツレヘム 1,490
B-29 アルラシディア ベツレヘム 1,330
B-30 アルミニア ベツレヘム 1,120
B-31 カーレトエルハダッド ベツレヘム 500
B-32 カーレトエルロズ ベツレヘム 530
B-33 アルカス・ヌアマン ベツレヘム 640
B-34 アルマンシア ベツレヘム 430
B-35 キーサン ベツレヘム 470
B-36 ジュブイルディーブ ベツレヘム 160

205,070合計  
出典： 各 JCspd 保有データを Palestinian Population by Locality（パレスチナ

統計局 2005 年 5 月）で調査団が確認 
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2. 計画都市廃棄物発生量及び計画都市廃棄物収集量 

(1) 計画都市廃棄物発生原単位 

ア 統計データからの推定値 

統計データから推定される都市廃棄物の発生原単位は、表 3-2-2-5 のとおりである。西岸地区の家庭ご

みの平均発生原単位が 0.7kg/人･日、経済活動のごみを含めた都市廃棄物の平均発生原単位が 1.8kg/人･

日である。 

また、同表から以下の状況が明確となる。 

- 西岸地区の都市廃棄物発生原単位は、家庭ごみ発生原単位の約 2.5 倍（範囲：約 1.5 倍から約 3

倍）である。 

- 家庭ごみ発生原単位は、0.6 – 0.9 kg/人･日である。 

- 経済活動のごみを含む都市廃棄物発生原単位は、0.9 – 2.9 kg/人･日である。 

- 中部西岸地区の経済活動のごみ量は、他地域と比較して非常に多い。 

 

表 3-2-2-5 統計データから推定できる発生原単位（家庭ごみと経済活動のごみの合計が都市廃棄物） 

t/日 kg/人･日 t/月 t/日換算 t/日 kg/人･日

パレスチナ全域 3,637,529 2,694.6 0.7 84,732.6 2,824.4 5,519.0 1.5

ガザ地区 1,337,236 1,018.9 0.8 9,575.8 319.2 1,338.1 1.0

西岸地区 2,300,293 1,675.7 0.7 75,156.8 2,505.2 4,180.9 1.8

西岸地区（北部） 923,212 655.6 0.7 26,972.1 899.1 1,554.7 1.7

西岸地区（中部） 701,250 627.7 0.9 41,328.5 1,377.6 2,005.3 2.9

西岸地区（南部） 675,831 392.4 0.6 6,856.2 228.5 620.9 0.9

地域
家庭ごみ 合計経済活動によるごみ

人口

 
出典： 人口：Palestinian Population by Localities（パレスチナ統計局 2005 年 5 月）の 2004 年次データ 

 ごみ発生量： パレスチナ統計局の 2004 年調査データ 

 

イ 実績値からの推定値 

各 JCspd の県庁所在地の都市廃棄物収集状況（推定平均実績）を表 3-2-2-6 に示す。また、比較的ごみ

収集が実施されていると考えられる地方部のサンプル地域の都市廃棄物収集状況（推定平均実績）を表

3-2-2-7 に示す。これらの表に示す収集実績から以下のように考えられる。 

- 県庁所在地の都市廃棄物発生原単位は、約 1.9 kg/人･日と考えられる。サルフィートの数値は他都

市より小さいが、これは、サルフィート市が機材不足で十分に収集できていないことに起因する

と考えられる。 

- 地方部の都市廃棄物発生原単位は、約 0.85 kg/人･日と考えられる。 

- 対象 JCspd の県庁所在地の都市廃棄物発生原単位が約 1.9 kg/人･日と考えられることから、中部西

岸地域では、経済活動が活発なエルサレム地域、ラマラ・アルビレ地域の都市廃棄物発生量が非

常に多いものと考えられる。 

- 中部西岸地区であっても、エルサレム地域、ラマラ・アルビレ地域以外の都市廃棄物発生源単位

は、北部西岸地区や南部西岸地区と同様の 0.9 - 1.7 kg/人･日程度と考えられる。 
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表 3-2-2-6 県庁所在地の都市廃棄物収集状況と推定発生原単位 

ジェリコ市、ジェリコ及びヨルダン渓谷JCspd

公称能力

m3

実能力

m3
実能力
ton換算

8m
3
 コンパクター車 8 7.2 3.6 1 2 7.2

8m3 コンテナ移送車 8 6.4 1.6 2 8 25.6

4m3 コンテナ移送車 4 3.2 0.8 1 8 6.4

合計 39.2 20,720 1.89

トゥルカレム市、トゥルカレムJCspd

公称能力

m3

実能力

m3
実能力
ton換算

13m3 コンパクター車 13 11.7 5.9 5 2 59.0

8m
3
 コンパクター車 8 7.2 3.6 2 2 14.4

4m3 コンテナ移送車 4 3.2 0.8 1 5 4.0

18m
3
 ダンプトラック 18 16.2 5.7 1 5 28.5

合計 105.9 52,362 2.02

サルフィート市、サルフィートJCspd

公称能力

m3

実能力

m3
実能力
ton換算

13m
3
 コンパクター車 13 11.7 5.9 1 2 11.8

合計 11.8 9,452 1.25

ベツレヘム市、ベツレヘムJCspd

公称能力

m3

実能力

m3
実能力
ton換算

25m3 コンパクター車 25 22.5 11.3 1 1 11.3

15m3 コンパクター車 15 13.5 6.8 1 1 6.8

11m3 コンパクター車 11 9.9 5.0 2 1 10.0

11m
3
 コンパクター車 11 9.9 5.0 1 2 10.0

8m3 コンテナ移送車 8 6.4 1.6 1 3 4.8

8m
3
 コンテナ移送車 8 6.4 1.6 2 2 6.4

7m3 ダンプトラック 7 6.3 2.2 1 2 4.4

15m
3
 ダンプトラック 15 13.5 4.7 1 1 4.7

合計 58.4 30,759 1.9

トラック1台の能力
機材

機材
トラック1台の能力

機材
トラック1台の能力

人口

平均稼動
台数

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

収集ごみ量
t/日

人口

収集ごみ量
t/日

平均稼動
台数

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

収集ごみ量
t/日

収集ごみ量
t/日

機材
トラック1台の能力

原単位
kg/人･日

平均稼動
台数

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

原単位
kg/人･日

原単位
kg/人･日

平均稼動
台数

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

人口
原単位

kg/人･日

人口
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表 3-2-2-7 地方部サンプル地域の都市廃棄物収集状況と推定発生原単位 

アルオージャ市、ジェリコ及びヨルダン渓谷JCspd

公称能力

m3

実能力

m3
実能力
ton換算

5m3 コンパクター車 5 4.5 2.3 0.29 4.3 2.9

合計 2.9 3,886 0.75

バカアルシャルキヤ市、トゥルカレムJCspd

公称能力

m
3

実能力

m
3

実能力
ton換算

8m3 コンパクター車 8 7.2 3.6 1 1 3.6

合計 3.6 4,233 0.85

キフルハリス市、サルフィートJCspd

公称能力

m
3

実能力

m
3

実能力
ton換算

5m3 コンパクター車 5 4.5 2.3 0.29 4 2.7

合計 2.7 3,132 0.86

オベディア市、ベツレヘムJCspd

公称能力

m3

実能力

m3
実能力
ton換算

5m
3
 コンパクター車 5 4.5 2.3 1 5 11.5

合計 11.5 11,076 1.04

トラック1台の能力
機材

機材
トラック1台の能力

平均稼動
台数

平均稼動
台数

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

収集ごみ量
t/日

人口
原単位

kg/人･日

平均稼動
台数

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

収集ごみ量
t/日

人口

収集ごみ量
t/日

人口機材
トラック1台の能力

平均稼動
台数

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

原単位
kg/人･日

機材
トラック1台の能力

平均
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

収集ごみ量
t/日

人口

原単位
kg/人･日

原単位
kg/人･日

 
 

ウ 本調査での推定値 

収集実績による推定発生原単位（県庁所在地：1.9 kg/人･日、地方部：0.85 kg/人･日）は、表 3-2-2-8 の

ように統計データによる推定平均発生原単位：0.9 - 1.7 kg/人･日の範囲内にあると検証される。したがっ

て、収集実績からの推定値は妥当なものと判断され、本プロジェクトの設計に適用する計画と市廃棄物

発生原単位とする。 

 

表 3-2-2-8 都市廃棄物発生原単位推定値の検証と計画都市廃棄物発生原単位 

区分
収集実績からの

推定値
kg/人･日

平均人口比
平均発生原単位

kg/人・日

計画都市廃棄物
発生原単位（採用値）

kg/人･日

県庁所在地 1.90 27 1.90

地方部 0.85 73 0.85
1.1

 
 

(2) 都市廃棄物発生量の補正 

ジェリコ及びヨルダン渓谷地域の基幹都市であるジェリコ市は、一年を通して温暖・少雨の気候である

こと及び死海に面することから、観光地・保養地として名高い。また、ヨルダン国境を有し、ヨルダン国

を行き来する人々の通過地点となっている。これらのジェリコ市訪問客数は、定住人口と比較して多く、

無視することはできない。これらに関係する産業から発生するピーク時のごみを、平均的な発生量で計画

された能力で処理することは困難である。 
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訪問客に係るデータはさまざま地点で異なる調査をしており、正確に把握することが困難である。しか

し、観光警察の表 3-2-2-9 に示すデータから、ピークである 3 月・4 月の訪問者は本調査時の 11 月・12 月

の 2 倍以上に膨れ上がっていることがわかる。また、このデータより、ピーク時には、本調査時点より約

5 万人/月分だけ多い都市廃棄物が発生すると推定できる。 

 

表 3-2-2-9 ジェリコ市訪問者数（2005 年） 

月 アラブ人訪問者数 外国人訪問者数 合計
1 10,344 4,633 14,977
2 8,067 4,010 12,077
3 80,330 18,429 98,759
4 84,700 8,462 93,162
5 12,870 13,816 26,686
6 5,910 9,267 15,177
7 11,360 11,513 22,873
8 15,600 14,284 29,884
9 12,480 13,874 26,354
10 8,860 17,192 26,052
11 29,000 18,265 47,265

12推定 29,000 18,265 47,265
合計 279,521 133,745 460,531  

    出典： パレスチナ観光警察 

 

約 5 万人/月から発生するごみ量は無視できる量ではないため、ジェリコ市の発生ごみ量を補正すること

とする。補正は以下のように実施する。 

- 平均滞在日数を 1 日とすると、5 万人/月は、一日平均約 1,667 人/日である。 

- これらから発生するごみは、人々の飲食に起因するものが中心であると考えられる。したがっ

て、発生原単位は、家庭ごみの発生原単位（0.7kg/人･日）と同等であると考えられる。 

- 以上より、+1.2t/日（1,667 人/日 x 0.7kg/人･日）、ジェリコ市の計画都市廃棄物発生量を補正す

る。 

 

(3) 計画都市廃棄物収集率 

県庁所在地はほとんどの発生ごみを収集していると考えられる。村落部であっても、機材を保有してい

る地域は収集率が高い。収集運搬ルート計画等の機材活用に必要な計画策定ノウハウは十分にあると考え

られ、JCspd 化でほとんどごみ収集を実施していない地域へもノウハウの活用が期待できる。 

一方、少なからず自家処理を含む不法投棄は残ると考えられ、これらを一気に消し去ることは困難と考

えれらる。 

したがって、計画都市廃棄物収集率は 90%とし、90%の都市廃棄物の収集に必要な機材を計画する。 

 

(4) 計画都市廃棄物発生量及び計画都市廃棄物収集量 

以上の検討の結果、計画都市廃棄物発生量及び計画と市廃棄物収集量を、表 3-2-2-10 から 3-2-2-13 に示

すものとする。 
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3. 計画処分場 

本プロジェクトでは、以下に述べる処分場へごみを運搬するために十分な機材を計画する。（処分場位置は

巻頭図に示す。） 

 

(1) ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

新たに衛生埋立処分場を建設する構想を持つが、2005 年時点において、立地選定を含み計画が具体化し

ていない。したがって、当 JCspd は既存のジェリコ処分場とイスラエル国側が JCspd 地域内で運営してい

るトゥブラン処分場の活用を計画している。 

既存ジェリコ処分場は計画年次 2010 年頃までの活用は可能と考えられること、当 JCspd の適切な覆土管

理意識が高いこと、実施中の関連技プロが処分場改善に係る技術協力を実施する計画があることから、既

存ジェリコ処分場を南部地域にかかる本プロジェクトの計画処分場とする。 

トゥブラン処分場は、イスラエル国の業者により、衛生埋立が実施されている。衛生上の問題はないと

考えられるため、中部から北部に散在する村落部に対する計画処分場とする。 

 

(2) トゥルカレム JCspd 

現在、世界銀行（以下、世銀と称す）及び欧州連合（European Union：以下、EU と称す）の支援でジェ

ニン地域に新たな衛生埋立処分場を建設中である。当処分場は、本プロジェクトの機材調達完了時より早

い、2006 年中に完成すると見込まれており、トゥカレム JCspd は、本プロジェクトの機材を活用して当処

分場へごみ運搬することを計画している。 

適切な施設と機材の導入が計画されていること、ジェニン側もトゥルカレム JCspd のごみの受け入れを

基本合意していることから、当新ジェニン処分場を本プロジェクトの計画処分場とする。 

 

(3) サルフィート JCspd 

サルフィート JCspd の地域は、イスラエル国が建設している分離壁により、南地域、東地域、西地域に

3 分割されることが確定的である。日常的な安定したごみ収集・運搬作業を確保するために、サルフィー

ト JCspd は地域を 3 分割したごみ処理作業を実施する計画である。 

処分場については、同地域をカバーするための衛生埋立処分場の建設を PNA として構想しているものの、

ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 同様、計画は具体化していない。したがって、既存の 3 箇所の処分場（南

地域：サルフィート処分場、東地域：イスティア処分場、西地域：アズザウィア処分場）の活用が計画さ

れている。これらは計画年次 2010 年頃までの活用は十分に可能であること、当 JCspd の適切な覆土管理意

識が高いことから、既存の 3 箇所の処分場を本プロジェクトの計画処分場とする。 

 

(4) ベツレヘム JCspd 

現在、ベツレヘム JCspd は、イスラエル国の業者が運営するアザリア処分場（エルサレム県内に立地）

を中心的に活用している。当 JCspd は、パレスチナ側で運営する新たな衛生埋立処分場を建設する構想を

持つが、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 同様、計画は具体化していない。したがって、当 JCspd は、ア



 

- 62 - 

ザリア処分場の継続的活用が必要としている。 

アザリア処分場は、覆土管理等が適切に実施しており、衛生面での問題はないと考えられる。したがっ

て、当処分場を本プロジェクトの計画処分場として機材計画を実施する。 

なお、イスラエル国側はアザリア処分場を約 10km 東のミショルアドミンへ移転させる計画に着手して

おり、2007 年～2008 年頃には、移転が完了すると考えられる。しかし、移転後の距離変動は大きくないた

め、この移転による本プロジェクトの機材計画への影響はないと考えられる。 

 

3-2-2-3 都市廃棄物収集・運搬機材計画 

1. 運搬距離に応じた収集・運搬システム類型 

上述の処分場は、同一 JCspd 地域においても収集地点からの距離の点でさまざまであり、全地域に同一の

収集・運搬システムを適用することは困難である。したがって、以下の類型に分類して機材計画を策定する。 

タイプ１： 処分場が概ね 5km 圏内と非常に近く、運搬時間が短い場合。収集車は、収集後、処分

場へ直接運搬する。その後、新たな収集地点で収集を実施する。この作業を繰り返す。

一般に、どんな収集機材を活用しても効率性は大きく変わらない。 

タイプ２： 処分場が 10～40km 程度であり、中距離運搬を必要とする場合。基本的には、タイプ 1

と同様に収集車が処分場へ直接運搬することを繰り返す。コンテナ移送車の場合、運搬

回数（トリップ数）に対して運搬量が小さいため、運行経費の面で効率が低くなる。 

タイプ３： 処分場が 50km 程度以上と非常に遠い、かつ中継輸送効率の確保が困難な場合。タイプ

1 と同様に収集車が処分場へ直接運搬する。一般的には、収集車は 1 日に 1.5 トリップ

程度しか作業できない。 

タイプ４： 処分場が遠く収集車の直接運搬が非効率、かつ中継輸送効率の確保ができる場合。中継

輸送を導入する。 

 

2. 収集・運搬システム類型の効率性検証 

(1) 収集・運搬車両の 1 台･1 トリップ当りの能力 

西岸地区で広く活用されている収集・運搬機材は、概ね、以下のように分類できるため、これらの機材

の収集・運搬能力を検討する。 

なお、幅員が狭小な箇所が見られる西岸地区の道路状況を考慮すると、中継輸送には 15 m3 級の塵芥ダ

ンプトラックが適切と考えられるため、この機種を検討に加える。 

- 5m3コンパクター車 

- 8m3コンパクター車 

- 12m3 コンパクター車 

- 8m3 コンテナ移送車 

- 15m3 塵芥ダンプトラック 

 

収集・運搬車両の 1 台･1 トリップ当りの能力は、表 3-2-2-14 のように算出される。 
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なお、毎回のように満載することは困難なため、積載率を 90%と設定する。コンテナ移送車の積載率は、

コンテナへの積載率である 80%をトラック積載率とする。また、1 週間に 1 度の休日の考慮が必要なため、

稼働率を 86%と設定する。 

 

表 3-2-2-14 収集・運搬車両 1 台･1 トリップ当りの能力 

m3 トン換算
見かけ比重

t/m3

1 5m3 コンパクター車 5 2.5 0.50 90% 86% 1.9

2 8m3 コンパクター車 8 4.0 0.50 90% 86% 3.1

3 12m3 コンパクター車 12 6.0 0.50 90% 86% 4.6

4 8m3 コンテナ移送車 8 2.0 0.25 80% 86% 1.4

5 15m3 塵芥ダンプトラック 15 5.3 0.35 90% 86% 4.1

公称能力
積載率

%
稼働率

%
有効能力

t
番号 機種

 
 

また、1 台の収集・運搬車両が 1 トリップの作業で収集できる平均コンテナ数は、表 3-2-2-15 のとおり

である。 

なお、コンテナからごみがあふれることを防止するため、コンテナ積載率は 80%と設定する。 

 

表 3-2-2-15 収集・運搬車両 1 台･1 トリップ当りの収集可能コンテナ数 

m
3 トン換算

見かけ比重

t/m3

1 5m
3
 コンパクター車用コンテナ 0.6 0.2 0.25 80% 0.2 12

2 8m3
 コンパクター車用コンテナ 1.1 0.3 0.25 80% 0.2 16

3 12m
3
 コンパクター車用コンテナ 1.1 0.3 0.25 80% 0.2 23

4 8m
3
 コンテナ移送車用コンテナ 8.0 2.0 0.25 80% 1.6 1

公称能力
番号 種類

積載率
%

有効能力
t

収集可能
ｺﾝﾃﾅ数

 
 

(2) 収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力 

上述の 1 トリップ当りの能力に、運搬距離を考慮すると、収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力は、収

集運搬類型ごとに、以下のように算定される。 

なお、1 日の作業時間を 7 時間（うち、1 時間は始業・終業時点検）と設定した。また、処分場での排出

時間や次の収集地点へ移動する時間は、輸送／準備・待機時間に含んでいる。 

 

ア タイプ１（処分場が概ね 5km 圏内） 

収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力は表 3-2-2-16 のように算定される。5m3 コンパクター車以外は、

概ね同等の 1 台･1 日当りの能力を有する。 

5m3コンパクター車は、能力は低いものの、一般的に機材価格は 12m3コンパクター車の 50%程度であ

る。したがって、コスト面における効率性は、他機種と同等と考えられる。また、中・大型機材では過

大になる小規模コミュニティー等で活用する場合、有効となる。 

最も能力が高い機種は、8m3 コンテナ移送車と言える。しかし、同機種はコンテナ設置場所に制約が

あるため、市場や軽商工業地域等、発生量が大きな箇所に絞り込んだ使用が有効であり、一般住宅地域
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では小型コンテナを活用するコンパクター車が有効と考えられる。 

 

表 3-2-2-16 収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力（タイプ１） 

平均ｺﾝﾃﾅ
数を積み
込む時間

分

輸送/
待機時間

分

合計
分

合計
時間換算

1 5m3 コンパクター車 12 4 48 40 88 1.5 4.0 7.6

2 8m3 コンパクター車 16 4 64 40 104 1.7 3.5 10.9

3 12m3 コンパクター車 23 4 92 40 132 2.2 2.7 12.4

4 8m
3
 コンテナ移送車 1 5 5 30 35 0.6 10.0 14.0

平均能力
t/日

平均可能
ﾄﾘｯﾌﾟ数
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

1　ﾄﾘｯﾌﾟ　所要時間

機種

ｺﾝﾃﾅ1台
当りの積み
込み時間

分

番号
1ﾄﾘｯﾌﾟ当り
収集可能
ｺﾝﾃﾅ数

 
 

イ タイプ２（処分場が 10～40km 程度） 

収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力は表 3-2-2-17 のように算定される。収集後の運搬距離が長くな

るため、1 日当りの可能トリップ数は、タイプ１の約 30～50%となると考えられる。しかし、中継輸送

を導入すると、タイプ４の項で述べるようにホイールローダーと中継輸送車が必要になり、直接輸送よ

り投入量が多くなるため、原則として中継輸送の適用は不要である。 

タイプ１で能力が高く評価された 8m3 コンテナ移送車は、大きなトリップ数を確保することが困難に

なるため、1 台当りの能力は低下する。 

 

表 3-2-2-17 収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力（タイプ２） 

平均ｺﾝﾃﾅ
数を積み
込む時間

分

輸送/
待機時間

分

合計
分

合計
時間換算

1 5m3 コンパクター車 12 4 48 120 168 2.8 2.1 4.0

2 8m3 コンパクター車 16 4 64 120 184 3.1 1.9 5.9

3 12m3 コンパクター車 23 4 92 120 212 3.5 1.7 7.8

4 8m
3
 コンテナ移送車 1 5 5 120 125 2.1 2.9 4.1

平均能力
t/日

平均可能
ﾄﾘｯﾌﾟ数
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

1　ﾄﾘｯﾌﾟ　所要時間
1ﾄﾘｯﾌﾟ当り
収集可能
ｺﾝﾃﾅ数

機種

ｺﾝﾃﾅ1台
当りの積み
込み時間

分

番号

 
 

ウ タイプ３（処分場が 50km 程度） 

収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力は表 3-2-2-18 のように算定される。運搬距離が長くなるため、

収集機材が運搬する場合、1 日当りの可能トリップ数は、コンパクター車で 1～1.5 トリップ、8m3 コン

テナ移送車で 2 トリップ弱程度の確保しかできないと考えられる。したがって、タイプ１と比べた場合、

3～5 倍程度の機材が必要となり、コスト面での効率性が低い。 

 

表 3-2-2-18 収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力（タイプ３） 

平均ｺﾝﾃﾅ
数を積み
込む時間

分

輸送/
待機時間

分

合計
分

合計
時間換算

1 5m3 コンパクター車 12 4 48 200 248 4.1 1.5 2.9

2 8m3 コンパクター車 16 4 64 200 264 4.4 1.4 4.3

3 12m3 コンパクター車 23 4 92 200 292 4.9 1.2 5.5

4 8m
3
 コンテナ移送車 1 5 5 200 205 3.4 1.8 2.5

平均能力
t/日

番号
1ﾄﾘｯﾌﾟ当り
収集可能
ｺﾝﾃﾅ数

平均可能
ﾄﾘｯﾌﾟ数
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

ｺﾝﾃﾅ1台
当りの積み
込み時間

分

機種

1　ﾄﾘｯﾌﾟ　所要時間
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エ タイプ４（中継輸送導入） 

現時点でプロジェクト対象地域では中継輸送が実施されていないため、中継基地は設置されていない。

中継施設を建設した場合、ノウハウの不足から、中継施設の運営・維持管理が適切に実施されない恐れ

がある。したがって、中継方法は最も簡易な平地でのホイールローダーによる中継輸送車への積み替え

が適切と考えられる。 

狭小道路が多い西岸地区では、大型トレーラー等を日常的に活用することは困難である。小回りの利

く機材が必要であり、中継輸送車としては 15m3 塵芥ダンプトラックが適切と考えられる。15m3 塵芥ダ

ンプトラックの 1 台･1 日当りの能力は表 3-2-2-19 のように算定される。 

 

表 3-2-2-19 収集・運搬車両の 1 台･1 日当りの能力（タイプ４） 

積み込み
時間
分

輸送/
待機時間

分

合計
分

合計
時間換算

10 10 30 40 0.7 8.6 35.3
60 10 120 130 2.2 2.7 11.1
100 10 200 210 3.5 1.7 7.0

1　ﾄﾘｯﾌﾟ　所要時間

番号 機種

1 15m3 塵芥ダンプトラック

運搬距離
往復
km

平均可能
ﾄﾘｯﾌﾟ数
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

平均能力
t/日

 
注 表は、中継輸送車の能力である。収集にはケース１又はケース２が適用される。 

 

一方、1 台のホイールローダーは、移動を含めても一日に 3～4 回の積み込みが十分に可能であり、15m3

塵芥ダンプトラックの 1 台・1 トリップ当りの能力が 4.1t/ﾄﾘｯﾌﾟ･台であることから、約 12t 程度の中継輸

送量を確保しなければ、ホイールローダーの効率確保が困難になる。 

 

(3) 比較・検証 

タイプ４かつ最も機材効率が悪い処分場が 50km 程度離れている場合において、少なくとも約 12t の中継

輸送量が必要であることが明らかなため、約 12t のごみを収集・運搬する場合に必要になる機材数を、直

接輸送（タイプ 1～3）と中継輸送（タイプ 4）間で比較した。その結果を表 3-2-2-20 に示す。 
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表 3-2-2-20 直接輸送と中継輸送の必要機材数比較 

 
注 中継輸送の場合、中継場所を収集地点の近くにする必要がある。したがって、中継輸送導入時の収集車両数は、

タイプ１に準じて算出している。 

 

同表の結果、以下の点が明らかになる。 

- タイプ１及びタイプ２は、タイプ４より効率的になる。 

- タイプ３では、大型収集機材を適用すると、タイプ４より効率的になる。12m3 コンパクター車を活用

する場合は、タイプ３の方が有利である。 

- 処分場が約 50km 程度になる箇所では、中小型機材を対象に中継輸送を導入することが妥当と考えら

れる。 

 

3. 計画都市廃棄物処理フロー 

これまでの検討の結果、各 JCspd の計画都市廃棄物処理フローを以下のように設定する。 

 

(1) ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

当 JCspd は、南北に約 60km 広がっており、計画処分場の位置及び既存／過去のごみ収集システムから、

対象地域は、巻頭図に示すように北部、北西部、中部、南部の 4 ブロックに分けられる。 

各ブロックに含まれる地方自治体及びブロックごとの計画都市廃棄物収集量を表 3-2-2-21 に示す。ジェ

リコ県の県庁所在地のジェリコ市は、南部ブロックに属す。 

 

中継車両 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 

タイプ１とタイプ４の比較 
1 5m 3  コンパクター車 7.6 1.6 7.6 1.6 1.0 1.0 3.6 直接輸送

2 8m 3  コンパクター車 10.9 1.1 10.9 1.1 1.0 1.0 3.1 直接輸送

3 12m 3  コンパクター車 12.4 1.0 12.4 1.0 1.0 1.0 3.0 直接輸送

4 8m 3  コンテナ移送車 14.0 0.9 14.0 0.9 1.0 1.0 2.9 直接輸送

タイプ２とタイプ４の比較 
1 5m 3  コンパクター車 4.0 3.0 7.6 1.6 1.0 1.0 3.6 直接輸送

2 8m 3  コンパクター車 5.9 2.0 10.9 1.1 1.0 1.0 3.1 直接輸送

3 12m 3  コンパクター車 7.8 1.5 12.4 1.0 1.0 1.0 3.0 直接輸送

4 8m 3  コンテナ移送車 4.1 3.0 14.0 0.9 1.0 1.0 2.9 同等

タイプ３とタイプ４の比較 
1 5m 3  コンパクター車 2.9 4.2 7.6 1.6 1.0 1.0 3.6 中継輸送

2 8m 3  コンパクター車 4.3 2.8 10.9 1.1 1.0 1.0 3.1 同等

3 12m 3  コンパクター車 5.5 2.2 12.4 1.0 1.0 1.0 3.0 直接輸送

4 8m 3  コンテナ移送車 2.5 4.8 14.0 0.9 1.0 1.0 2.9 中継輸送

12t運搬に必
要な台数

12t 収集に必
要な台数

番号 機種 
平均能力
t/日･台

平均能力 
t/日･台 

直接輸送の場合

12t運搬に必
要な台数

運行機材数
で優位な方

法12t 運搬に必 
要な台数 

合計機材数

中継輸送の場合

収集車両
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各ブロックの特徴及び適用が必要な収集・運搬システム類型を表 3-2-2-22 に述べる。 

 

表 3-2-2-22 ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd のブロックの特徴 

ブロック 計画処分場か

らの概算距離

特徴と評価 適用システ

ム類型 
北部 約 35km 

(トゥブラン) 
距離的に、直接輸送のタイプ２の導入で十分に対応可能である。 タイプ２ 

北西部 約 30km 
(トゥブラン) 

距離的に、直接輸送のタイプ２の導入で十分に対応可能である。 タイプ２ 

中部 約 20km 
(トゥブラン) 

距離的に、直接輸送のタイプ２の導入で十分に対応可能である。 タイプ２ 

南部 約 5km 
(既存 
ジェリコ) 

最大のごみ発生地域であるジェリコ市が含まれる。アルオージャ

は処分場まで約 10km になるが、ごみ量は全体の 7.5%と小さいた

め、全体的には処分場が非常に近いと言える。したがって、タイ

プ１が適切である。 

タイプ１ 

 

また、適用するシステムの都市廃棄物フローを図 3-2-2-1 に示す。 

 

 

 
図 3-2-2-1 ジェリコ及びヨルダン渓谷地域の都市廃棄物処理フロー（2010 年） 

 

北部ブロック 
発生 2.7t/日 

自家処理等 
0.2t/日

収集量
2.5t/日

北西部ブロック 
発生 4.5t/日 

自家処理等 
0.3t/日 

収集量 
4.2t/日 

中部ブロック 
発生 8.5t/日 

自家処理等 
0.8t/日

収集量
7.7t/日

南部ブロック 
発生 49.2t/日 

自家処理等 
3.9t/日

収集量
45.3t/日

最終処分 
トゥブラン処分場 

14.4t/日 

最終処分 
ジェリコ処分場 

45.3t/日 



 

- 69 - 

(2) トゥルカレム JCspd 

当 JCspd は、計画処分場を建設中の新ジェニン処分場としている。当処分場はトゥルカレム県の北東に

位置し、トゥルカレム県の中心都市であるトゥルカレム市から約 35km 離れている。また、トゥルカレム

県の南部の地域からは約 50km となる。 

計画処分場の位置及び既存／過去のごみ収集システムから、対象地域は、巻頭図に示すように北部、中

部、南西部、南東部の 4 ブロックに分けられる。各ブロックに含まれる地方自治体及びブロックごとの計

画都市廃棄物収集量を表 3-2-2-23 に示す。中部は、最大のごみ発生地であるトゥルカレム市である。 
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各ブロックの特徴及び適用が必要な収集・運搬システム類型を表 3-2-2-24 に述べる。 

 

表 3-2-2-24 トゥルカレム JCspd のブロックの特徴 

ブロック 計画処分場か

らの概算距離

特徴と評価 適用システ

ム類型 
北部 約 20km 距離的に、直接輸送のタイプ２の導入で十分に対応可能である。 タイプ２ 
中部 約 35km 距離的に、直接輸送のタイプ２の導入で十分に対応可能である。 タイプ２ 
南西部 約 50km 

 
計画中継場所

から約 35km 

既存機材が 5m3コンパクター車のみであるため、距離的に中継輸

送を導入するタイプ４が適切である。計画都市廃棄物収集量が

11.1t/日のため、中継輸送車の 3 トリップ以上の作業が必要であ

り、効率的な中継輸送確保の条件を満たしている。 
 
なお、中継輸送を導入すると、既存機材で収集能力は十分である。 

タイプ４ 
（収集は 
タイプ１）
 
中継：既存

ファラウー

ン処分場 
南東部 約 50km 

 
計画中継場所

から約 35km 

既存機材が 8m3コンパクター車のみであるため、距離的に、中継

輸送を導入するタイプ４が可能である。また、計画都市廃棄物収

集量も 25.2t/日と効率的な中継輸送に十分である。さらに、トゥ

ルカレム JCspd は、中継輸送で改善する意識が高い。 
 
なお、新規導入機材の収集ごみについては、12m3 コンパクター

車を導入すれば直送が効率的である。 

タイプ４ 
（収集は 
タイプ１）
 
中継：既存

アナブタ処

分場 
 

また、適用するシステムの都市廃棄物フローを図 3-2-2-2 に示す。 

 

北部ブロック
発生50.1t/日

自家処理等
4.9t/日

収集量
45.2t/日

中部ブロック
発生114.1t/日

自家処理等
11.4t/日

南西部ブロック
発生12.0t/日

自家処理等
0.9t/日

収集量
11.1t/日

南東部ブロック
発生28.1t/日

自家処理等
2.9t/日

収集量
25.2t/日

中継
既存アナブタ

処分場
25.2t/日

最終処分
新ジェニン処分場

184.2t/日

収集量
102.7t/日

中継
既存ファラウーン

処分場
11.1t/日

 
図 3-2-2-2 トゥルカレム地域の都市廃棄物処理フロー（2010 年） 
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(3) サルフィート JCspd 

サルフィート地域は、イスラエル国分離壁や既存／過去のごみ収集システムから南部、東部、西部の 3

ブロックに分割される。集落はそれぞれブロックにおいて、概ね 5～10km の範囲に広がっており、それぞ

れのブロックにおいて処分場を運営する。各ブロックに含まれる地方自治体及びブロックごとの計画都市

廃棄物収集量を表 3-2-2-25 に示す。県庁所在地のサルフィート市は、南部ブロックに属す。 
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各ブロックの特徴及び適用が必要な収集・運搬システム類型を表 3-2-2-26 に述べる。 

 

表 3-2-2-26 サルフィート JCspd のブロックの特徴 

ブロック 計画処分場か

らの概算距離

特徴と評価 適用システ

ム類型 
南部 約 5km ごみ発生地は処分場から約 5km と近く、タイプ１で十分に対応

が可能である。 
タイプ１ 

東部 約 5km 同上 タイプ１ 
西部 約 5km 同上 タイプ１ 
 

また、適用するシステムの都市廃棄物フローを図 3-2-2-3 に示す。 

 

南部ブロック
発生33.8t/日

自家処理等
3.3t/日

収集量
30.5t/日

東部ブロック
発生12.8t/日

自家処理等
1.3t/日

収集量
11.5t/日

西部ブロック
発生26.3t/日

自家処理等
2.6t/日

収集量
23.7t/日

最終処分

サルフィート
処分場

30.5t/日

最終処分
イスティヤ処分場

11.5t/日

最終処分
アズザウィア

処分場
23.7t/日

 
図 3-2-2-3 サルフィート地域の都市廃棄物処理フロー（2010 年） 

 

(4) ベツレヘム JCspd 

当 JCspd は、計画処分場をアザリア処分場としている。県の面積は広大であるものの、居住地域は概ね

10km 四方の範囲に集中している。また、アザリア処分場は隣県のエルサレム県に属するものの、運搬距離

は概ね 30km 圏内である。 

ベツレヘム地域は、既存／過去のごみ収集システムから北部、西部、東部の 3 ブロックに分割される。

各ブロックに含まれる地方自治体及びブロックごとの計画都市廃棄物収集量を表 3-2-2-27 に示す。県庁所

在地のベツレヘム市は、北部ブロックに属す。 
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各ブロックの特徴及び適用が必要な収集・運搬システム類型を表 3-2-2-28 に述べる。 

 

表 3-2-2-28 ベツレヘム JCspd のブロックの特徴 

ブロック 計画処分場か

らの概算距離

特徴と評価 適用システ

ム類型 
北部 約 10km ごみ発生地は処分場からの距離は、直接運搬が可能なものであ

る。タイプ２で十分に対応が可能である。 
タイプ２ 

西部 約 20km 同上 タイプ２ 
東部 約 30km 同上 タイプ２ 
 

また、適用するシステムの都市廃棄物フローを図 3-2-2-4 に示す。 

 

北部ブロック
発生120.8t/日

自家処理等
12.0t/日

収集量
108.8t/日

西部ブロック
発生44.3t/日

自家処理等
4.3t/日

収集量
40.0t/日

東部ブロック
発生47.8t/日

自家処理等
4.5t/日

収集量
43.3t/日

最終処分
アザリア処分場

192.3t/日

 
図 3-2-2-4 ベツレヘム地域の都市廃棄物処理フロー（2010 年） 

 

4. 計画機材の機種 

計画機材の機種選定には、以下を考慮する必要がある。 

- 可能な限り同一機種を導入し、運転及び維持管理ノウハウを 4 組織の JCspd で共有することを促進す

る。 

- 可能な限り汎用性に富む機材とし、修理や予備品調達等を容易にする。 

- 運搬先が非常に近いタイプ 1 の収集・運搬システムを適用する場合、どの機種でも効率性は概ね同じ

である。 

- 効率性に差が出てくるタイプ 2 の収集・運搬システムを適用する場合、容量から効率性の高い機材を

計画する。ただし、狭小道路地域での活用を考慮する。 

- コンテナ移送車は、大型であるとコンテナ設置場所確保が困難になる。一方、小型であると、トリッ

プ数に対する運搬可能ごみ量が小さく、効率が低くなる。 

- 人口密度が低い地域等では多くのごみが集まらないため、コンテナ移送車は、市場や商工業地域等の

発生ごみ量が多い地域に絞った使い方が必要である。 
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- 西岸地区は狭小道路が多いため、トレーラー等の大きな車両は不適切である。 

 

そのため、以下のように計画機材の機種を設定する。 

 

(1) 収集・運搬車両 

機種統一と機材効率の面から、12m3及び 8m3コンパクター車を中心機種とする。また、発生ごみ量が多

い地域を対象にコンテナ移送車を導入する。コンテナ移送車のコンテナ容量は、設置に必要なスペースと

運搬効率の面から 8m3 とする。コンテナ移送車のコンテナ引き上げ方法は、現地で比較的広く取り入れら

れているフック式2とする。 

中継輸送車には、中継輸送用としては小型になる 15m3塵芥用ダンプトラックを導入する。塵芥ダンプト

ラックとすることにより、最大積載重量に対して比較的大きな容量の荷台を確保できる。シャシの軽量化

が図れるため、土砂用のものより投資効率が良い。 

 

(2) 中継用積み込み機材 

平地で最も効率良く活用できる機材は、積み込み専用機材であるホイールローダーである。車高が 3m

程度に及ぶ 15m3塵芥用ダンプトラックへ迅速に積み込むためには、2m3バケット級のホイールローダーが

必要である。また、同機種は汎用性が高いため、西岸地区内での修理や予備調達の面で有利である。した

がって、2m3 バケット級のホイールローダーを導入する。 

 

5. 既存機材の活用 

2005 年時点で機材年齢が 10 年に満たない機材が比較的多く、ほとんどの機材は計画年次 2010 年において

活用が可能である。したがって、計画都市廃棄物収集量のうち、既存機材では不足する量に対して本プロジ

ェクトの機材を計画する。 

ただし、既存機材には老朽化が始まっているものもあり、計画年次までの間に整備や修理頻度が大きくな

ると考えられる。したがって、既存機材の能力は、以下のように低下すると推定する。 

なお、能力低下を考慮した計画既存機材能力を、表 3-2-2-29 に示す。 

- 2010 年に機材年齢 10 年以下の機材は、良好な稼動が考えられる。現在の平均稼動量と同程度の能力

が維持できるものとする。 

- 2010 年に機材年齢が 10 年を超え 15 年以下の機材は、老朽化が始まり、修理や整備の時間が多くなる。

したがって、能力は、現在の平均稼動量の 75%程度になるものとする。 

- 2010 年に機材年齢が 15 年を超え 20 年以下の機材は、老朽化して修理や整備の時間／回数が非常に多

くなると考えられる。本プロジェクトでは、可能な限りの有効利用が行われることを期待し、現在の

平均稼動量の 50%程度の能力が維持されるものとする。 

- 2010 年に機材年齢が 20年を超えるものは、修理や整備に費やす費用が高額化すると考えられるため、

                                                           
2 トラックの荷台にアームを取り付け、コンテナに引っ掛けたアームを折りたたむようにしてコンテナを引き上げる。日

本では、アームロール式と呼ばれることもある。 
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廃車とする。 

- 現時点で 50%程度しか稼動していない損傷の大きな機材は、廃車を計画する。（ただし、現地で修理

可能なものを除く） 
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6. ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd の機材計画 

ジェリコ県の県庁所在地であるジェリコ市では、中心部の商業地域を中心にコンテナ移送車が活用されて

いる。しかし、老朽化等により既存機材を計画年次に活用することは困難である。したがって、ジェリコ市

が含まれる南部ブロックに 8m3コンテナ移送車を 1 台整備することとする。既存機材及び同コンテナ移送車

で不足する残りの必要能力については、コンパクター車の整備を計画する。コンパクター車については、新

規機材必要収集量から 2 台が必要である。12m3コンパクター車を 2 台では過大となるため、8m3コンパクタ

ー車を 2 台計画する。 

既存機材では能力が不足する北西部及び中部については、8m3コンパクター車を 1 台ずつ計画する。 

表 2-2-33 に算出結果を示す。 

 

7. トゥルカレム JCspd の機材計画 

商業地域を中心にコンテナ移送車が活用されている。計画年次においても同機材の活用が可能なため、新

規機材としてはコンパクター車を計画する。コンパクター車については、容量の点で効率の高い 12m3コンパ

クター車を計画する。 

中継輸送機材については、中継輸送量に必要最低限の機材数となる 15 m3塵芥ダンプトラック及び 2 m3 ホ

イールローダーを整備するものとする。 

表 2-2-34 及び 2-2-35 に算出結果を示す。 

なお、トゥルカレム市周辺はイスラエル国の検問や通行者の確認作業が厳しく、車両走行の際、通常走行

以外の検問等の時間を考慮する必要がある。したがって、トゥルカレム市に当る中部ブロックの機材、トゥ

ルカレム市を通過する南西部、南東部の中継輸送機材について、往復 60 分の検問対応時間を考慮し、計画機

材の能力を表 3-2-3-30 及び 3-2-3-31 のように補正する。 

 

表 3-2-2-30 トゥルカレム JCspd 中部ブロックの機材能力補正（タイプ２の補正） 

平均ｺﾝﾃﾅ
数を積み
込む時間

分

輸送/
準備・

待機時間
分

合計
分

合計
時間換算

3 12m3 コンパクター車 23 4 92 180 272 4.5 1.3 6.0

1　ﾄﾘｯﾌﾟ　所要時間
平均可能
ﾄﾘｯﾌﾟ数
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

平均能力
t/日

番号 機種
1ﾄﾘｯﾌﾟ当り
収集可能
ｺﾝﾃﾅ数

ｺﾝﾃﾅ1台
当りの積み
込み時間

分

 
 

表 3-2-2-31 トゥルカレム JCspd 南西部・南東部ブロックの機材能力補正（タイプ２の補正） 

 
 

8. サルフィート JCspd の機材計画 

サルフィート県は県庁所在地でも人口が 1 万人程度と少なく、都市部の社会経済規模が他の JCspd 地域と

比較して小さい。コンテナ移送車の必要性が低く、2005 年時においても活用されていない。したがって、既

積み込み

時間

分

輸送/

待機時間

分

合計

分

合計 
時間換算 

1 15m3 塵芥ダンプトラック 60 10 180 190 3.2 1.9 7.8

平均可能 
ﾄﾘｯﾌﾟ数 
ﾄﾘｯﾌﾟ/日 

平均能力

t/日
番号 機種 

運搬距離

往復

km 

1 ﾄﾘｯﾌﾟ 所要時間
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存機材で不足する能力について、本プロジェクトで 8m3 コンパクター車を整備する計画とする。表 3-2-2-36

に算出結果を示す。 

  

9. ベツレヘム JCspd の機材計画 

ベツレヘム県の都市部に当る北部ブロックでは、中心部の商業地域を中心にコンテナ移送車が活用されて

いる。計画年次においても同機材の活用が可能なため、新規機材としてはコンパクター車を計画する。コン

パクター車については、容量の点で効率の高い 12m3 コンパクター車を計画する。ただし、狭小道路や交通混

雑が大きな都市部に対して 8m3 コンパクター車の整備を計画する。8m3 コンパクター車は、中心部の北部ブ

ロックに必要な台数の 30%程度に抑える計画とする。表 2-2-37 に算出結果を示す。 

なお、計画処分場がエルサレム近郊であるためイスラエル国の検問や通行者の確認作業が厳しく、車両走

行の際、通常走行以外の検問等の時間を考慮する必要がある。したがって、往復 60 分の検問対応時間を考慮

し、計画機材の能力を表 3-2-3-32 のように補正する。 

 

表 3-2-2-32 ベツレヘム JCspd の機材能力補正（タイプ２の補正） 

平均ｺﾝﾃﾅ
数を積み
込む時間

分

輸送/
準備・

待機時間
分

合計
分

合計
時間換算

2 8m3 コンパクター車 16 4 64 180 244 4.1 1.5 4.7

3 12m
3
 コンパクター車 23 4 92 180 272 4.5 1.3 6.0

番号 機種
1ﾄﾘｯﾌﾟ当り
収集可能
ｺﾝﾃﾅ数

ｺﾝﾃﾅ1台
当りの積み
込み時間

分

1　ﾄﾘｯﾌﾟ　所要時間
平均可能
ﾄﾘｯﾌﾟ数
ﾄﾘｯﾌﾟ/日

平均能力
t/日
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10. コンテナの整備 

コンテナは、本プロジェクトで調達する収集・運搬機材が収集するごみを対象に整備するものとする。 

 

(1) コンテナ移送車用の 8m3コンテナ 

コンテナ移送車の導入を計画しているジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd は、10 台の設置を計画している。

市場、軽商工業地域、集合住宅地域の広がりから、10 台の調達は妥当と考えられること、効率的なコンテ

ナ移送車の活用のためには 10 台程度のコンテナが必要と考えられるため 10 台の調達を計画する。 

 

(2) コンパクター車用の 1.1m3コンテナ 

コンパクター車用のコンテナは、既存機材との互換性や規格を考慮し、1.1m3コンテナとする。また、JCspd

地域を広くカバーするものであるため、収集頻度からコンテナ数量を計画する。 

収集頻度は、人口密度が比較的高くてごみが集まりやすく発生量も大きな県庁所在地を毎日収集とし、

発生量が小さな上、収集・運搬車両が住民居住地域を巡回する必要がある他地域を隔日収集とすることを

原則にする。したがって、県庁所在地以外では、2 日分のごみを溜められるように計画する。 

 

ア ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

(ｱ) 北西部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 2 のシステムで作業を実施する 8m3コンパクター車を 1 台調達する。した

がって、以下のように 61 台のコンテナが必要である。 

16 コンテナ/トリップ x 1.9 トリップ x 1 コンパクター x 2 日分 = 61 コンテナ 

 

(ｲ) 中部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 2 のシステムで作業を実施する 8m3コンパクター車を 1 台調達する。した

がって、以下のように 61 台のコンテナが必要である。 

16 コンテナ/トリップ x 1.9 トリップ x 1 コンパクター x 2 日分 = 61 コンテナ 

 

(ｳ) 南部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 1 のシステムで作業を実施する 8m3コンパクター車を 2 台調達する。また、

コンテナはジェリコ県の県庁所在地であるジェリコ市で活用されることとなる。したがって、以下の

ように 112 台のコンテナが必要である。 

16 コンテナ/トリップ x 3.5 トリップ x 2 コンパクター x 1 日分 = 112 コンテナ 

 

イ トゥルカレム JCspd 

(ｱ) 北部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 2 のシステムで作業を実施する 12m3コンパクター車を 3 台調達する。した

がって、以下のように 235 台のコンテナが必要である。 

23 コンテナ/トリップ x 1.7 トリップ x 3 コンパクター x 2 日分 = 235 コンテナ 
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(ｲ) 中部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 2 のシステムで作業を実施する 12m3コンパクター車を 11 台調達する。ま

た、コンテナは県庁所在地であるトゥルカレム市で活用されることとなる。したがって、以下のよう

に 329 台のコンテナが必要である。 

23 コンテナ/トリップ x 1.3 トリップ x 11 コンパクター x 1 日分 = 329 コンテナ 

 

(ｳ) 南東部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 3 のシステムで作業を実施する 12m3コンパクター車を 2 台調達する。した

がって、以下のように 111 台のコンテナが必要である。 

23 コンテナ/トリップ x 1.2 トリップ x 2 コンパクター x 2 日分 = 111 コンテナ 

 

ウ サルフィート JCspd 

(ｱ) 南部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 1 のシステムで作業を実施する 8m3コンパクター車を 1 台調達する。県庁

所在地のサルフィート市では主に既存機材が活用されると考えられるため、当機材は主に村落部を巡

回するように活用されると考えられる。したがって、以下のように 2 日分のごみ貯留に応じた 112 台

のコンテナが必要である。 

16 コンテナ/トリップ x 3.5 トリップ x 1 コンパクター x 2 日分 = 112 コンテナ 

 

(ｲ) 東部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 1 のシステムで作業を実施する 8m3コンパクター車を 1 台調達する。した

がって、以下のように 112 台のコンテナが必要である。 

16 コンテナ/トリップ x 3.5 トリップ x 1 コンパクター x 2 日分 = 112 コンテナ 

 

(ｳ) 西部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 1 のシステムで作業を実施する 8m3コンパクター車を 1 台調達する。した

がって、以下のように 112 台のコンテナが必要である。 

16 コンテナ/トリップ x 3.5 トリップ x 1 コンパクター x 2 日分 = 112 コンテナ 

 

エ ベツレヘム JCspd 

(ｱ) 北部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 2 のシステムで作業を実施するコンパクター車を 9 台調達する。当地域は

県庁所在地のベツレヘム市を含んでおり、40%弱となる人口比から 3 台のコンパクター車はベツレヘ

ム市で活用されることとなる。したがって、3 台のコンパクター車は毎日収集を、6 台のコンパクター

車は隔日収集することとなる。そのため、以下のように 420 台のコンテナが必要である。 

16 コンテナ/トリップ x 1.5 トリップ x 1－8m3コンパクター x 1 日分 = 24 コンテナ 
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23 コンテナ/トリップ x 1.3 トリップ x 2－12m3コンパクター x 1 日分 = 60 コンテナ 

16 コンテナ/トリップ x 1.5 トリップ x 2－8m3コンパクター x 2 日分 = 96 コンテナ 

23 コンテナ/トリップ x 1.3 トリップ x 4－12m3コンパクター x 2 日分 = 240 コンテナ 

合計  420 コンテナ 

 

(ｲ) 西部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 2 のシステムで作業を実施する 12m3コンパクター車を 4 台調達する。した

がって、以下のように 240 台のコンテナが必要である。 

23 コンテナ/トリップ x 1.3 トリップ x 4 コンパクター x 2 日分 = 240 コンテナ 

 

(ｳ) 東部ブロック 

本プロジェクトでタイプ 2 のシステムで作業を実施する 12m3コンパクター車を 3 台調達する。した

がって、以下のように 180 台のコンテナが必要である。 

23 コンテナ/トリップ x 1.3 トリップ x 3 コンパクター x 2 日分 = 180 コンテナ 

 

3-2-2-4 処分場運営機材計画 

1. 対象処分場 

本プロジェクトでは、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 及びサルフィート JCspd が処分場を運営・維持管

理することとなる。 

ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 及びサルフィート JCspd は、両者とも約 60t/日のごみを適切に処分する必

要がある。しかし、サルフィート JCspd は JCspd の地域を 3 分割して処分を実施するため、処分場 1 箇所当

りの処分量は 10～30t/日程度と少ない。サルフィート JCspd の処分量は、現在と同様に、覆土に必要な機材

を数時間／日レンタルすることで運営・維持管理が可能なものと考えられる。一方、ジェリコ及びヨルダン

渓谷 JCspd は、既存機材を有している上、南部ブロックの約 45t/日のごみが 1 箇所に集められるため、一日

を通して機材がごみの敷き均しや転圧を継続する必要があると考えられる。したがって、ジェリコ及びヨル

ダン渓谷 JCspd について処分場機材導入の計画をする。 

 

2. 処分量と必要作業 

本プロジェクトでは、衛生埋立に最低限に必要な日常的な覆土の達成を目標にしている。このために必要

な作業量は、表 3-2-2-38 のように算出される。 

なお、覆土厚は、ごみ 2m に対して 20cm となる容積ベースでごみ量の 10%を計画する。 
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表 3-2-2-38 ジェリコ処分場の覆土に必要な作業量 

番号 項目 単位 数量
1 計画処分量（計画収集量） t/日 45.3

2 同　容積換算（転圧前） m3/日 129.4 0.35 t/m3

3 同　容積換算（転圧後、仕上り） m3/日 45.3 1.00 t/m3

4 計画覆土量（転圧後、仕上り） m3/日 4.5 10% ごみ量との比

5 同　（転圧前、運搬量） m3/日 5.9 130% 転圧後との比

備考

 
 

3. 既存機材 

ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd は 1998 年に調達した 120PS 級のトラックローダーを保有している。当機

材は計画年次においても活用できるものである。 

当トラックローダーのごみ／覆土の敷き均し／転圧能力は、表 3-2-2-39 のように評価できる。 

 

表 3-2-2-39 ジェリコ処分場の既存トラックローダー能力 

項目 単位 数量

トラックローダー能力 m3/h 50.4

備考

 
  

 
トラックローダーの 1時間当たりの能力検討 

 

トラックローダの押土／ごみ・転圧能力は、下式にて算出される。 

 

Q = (60･q･f1･E) / Cm 

ここに、 

 Q：運転 1時間当たりの作業量(m3/h) 

 q：1 回の押土（ごみ）量(当機材のバケットでは 1.8m3程度） 

 f1：土量換算係数（1.0、ここでは、ほぐした土／ごみの作業量） 

 E：運転 1時間中の作業効率 =0.7 

 Cm：サイクルタイム(min.) 

  Cm = L/V1 + L/V2 + Tg 

    Ｌ：平均押土／ごみ距離（ここでは一般的な=30m を適用） 

    V1：前進速度（ここでは、50m/min.を適用） 

    V2：後進速度（ここでは、50m/min.を適用） 

    Tg：ギヤ入替等の時間（ここでは、0.3min.を適用） 

 したがって、Q=(60 x 1.8 x 1.0 x 0.7) / (30 / 50 + 30 /50 + 0.3) = 50.4 m3/h 

 
 
そのため、表 3-2-2-40 に示すように、当トラックローダーは、ジェリコ処分場に搬入されるごみ及び覆土

を十分に敷き均し・転圧できる能力を有していると考えられる。 
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表 3-2-2-40 ジェリコ処分場の覆土に必要な作業量 

番号 項目 単位 数量

1 ごみ敷き均し転圧 m
3
/日 129.4 敷き均し・転圧前

2 覆土敷き均し転圧 m
3
/日 5.9 敷き均し・転圧前

3 合計 m
3
/日 135.3

4 トラックローダー能力 m3/h 50.4

5 トラックローダー作業時間（公称ベース） h/日 2.7
6 稼働率 ％ 86%
7 トラックローダー作業時間（有効能力） h/日 3.1

備考

 
 

4. 機材計画 

上述のように、ごみ・覆土の敷き均し・転圧は既存機材で十分な実施が可能と考えられるため、本プロジ

ェクトでは新たな機材を計画しない。 

しかし、一日平均 6m3の覆土を搬入する必要がある。ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd では、土取場から

の土砂運搬を計画しているが、機材を保有していないため、日常的に覆土運搬ができるように土砂用ダンプ

トラックを 1 台調達する計画とする。調達機材は、汎用機材で現地での調達及び維持管理が容易な容量 13t

級の土砂用ダンプトラックとする。 

また、土取時に必要な掘削・積み込み機材を保有していないため、掘削・積み込みの両者を円滑に実施で

きるバックホウローダーの調達を計画する。なお、郊外には建設残土の放置も目立ち、これを覆土として利

用することが可能である。したがって、機動性の優れたホイール式の小型バックホウローダー（ローダーバ

ケット 1m3級）を計画する。 

 

3-2-2-5 維持管理機材計画 

1. 移動修理車 

ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd は、1 台の移動修理車の調達を計画している。しかし、計画年次において

機材年齢が 10 年を超える収集・運搬機材は、1998 年に調達された 3 台のコンパクター車のみとなり、年間

に発生する路上故障件数は非常に少ないものと考えられる。移動修理車を 1 台保有することは過大になると

考えられるため、移動修理車の調達はしない計画とする。 

 

2. 予備品 

既存機材の中で、1997 年の西国供与の機材が、現地にに代理店がないために予備品調達が困難な状況にな

っている。このような機材の場合、長期間の稼動に必要な消耗品や事故時に対応できる予備品を準備してお

く必要がある。 

現地での迅速な整備・修理を考慮し、本プロジェクトでは現地に代理店がある機材を調達する方針である。

したがって、原則として予備品を準備しておく必要はない。ただし、機材のメーカーやモデルが決まる前か

ら予備品の購入計画を策定しておくことが困難であるため、本プロジェクトでは、次の年度の予算策定まで

の期間、すなわち約 1 年間に稼動に必要と考えられる消耗品を計画することとする。 
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3-2-2-6 機材計画まとめ 

これまでの検討結果から、表 3-2-2-41 に示す機材を調達することとする。 

 

表 3-2-2-41 機材計画総括表 

8m
3
コンパ

クター車
12m

3
コンパ

クター車
8m

3
コンテ

ナ移送車
15m

3
塵芥ダ

ンプトラック
2m

3
ホイール

ローダー
1.1m

3

コンテナ
8m

3

コンテナ
1m

3
バックホ

ウローダー
13t土砂用ダ
ンプトラック 予備品

台 台 台 台 台 台 台 台 台 式

北部

北西部 1 61 1

中部 1 61

南部 2 1 112 10 1 1

小計 4 0 1 0 0 234 10 1 1 1

北部 3 235

中部 11 329 1

南西部 2 1

南東部 2 2 1 111

小計 0 16 0 4 2 675 0 0 0 1

南部 1 112

東部 1 112 1

西部 1 112

小計 3 0 0 0 0 336 0 0 0 1

北部 3 6 420

西部 4 240 1

東部 3 180

小計 3 13 0 0 0 840 0 0 0 1

10 29 1 4 2 2,085 10 1 1 4

サルフィート

ベツレヘム

合計

JCspd ブロック

ジェリコ及び
ヨルダン渓谷

トゥルカレム
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3-2-2-7 概略機材仕様及び台数 

 

1．収集・輸送用機材 

(1) 8m3 コンパクター車 

1) 形式: プレート型圧縮式ごみ収集車 

2) 数量： 10 台 

3) ボディ容量: 8m3 以上 

4) 積載荷重: 4 トン以上 

5) コンテナ持ち上げ方式: 油圧シリンダー式 

6) 適用コンテナ: 1.1 m3  

7) 油圧操作方式: マニュアル操作 

8) 汚水タンク: 要装備 

9) 運転操作: 左ハンドル,マニュアル変速 

10) 駆動方式: 4x2 後輪駆動 

11) エンジン容量 220HP 以上 

 

(2) 12m3 コンパクター車 

1) 形式: プレート型圧縮式ごみ収集車 

2) 数量： 29 台 

3) ボディ容量: 12m3 以上 

4) 積載荷重: 6.0 トン以上 

5) コンテナ持ち上げ方式: 油圧シリンダー式 

6) 適用コンテナ: 1.1 m3 

7) 油圧操作方式: マニュアル操作 

8) 汚水タンク: 要装備 

9) 運転操作: 左ハンドル,マニュアル変速 

10) 駆動方式: 4x2 後輪駆動 

11) エンジン容量 250HP 以上 

 

(3) 8m3 コンテナ移送車 

1) 形式: 油圧式フックリフトトラック 

2)  数量： 1 台 

3) 適用コンテナ容量: 8 m3 及び 12 m3  

4) 積載荷重: 10 トン以上 

5) コンテナ昇降方式: 油圧シリンダー式 

6) 油圧操作方式: マニュアル操作 
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7) 運転操作: 左ハンドル,マニュアル変速 

8) 駆動方式: 4x2 又は 6x2 後輪駆動 

9) エンジン容量 250HP 以上 

 

(4) 15m3塵芥ダンプトラック 

1) 形式： 後部排出型ダンプトラック 

2) 数量： 4 台 

3) ボディ容量: 15 m3 以上 

4) 積載荷重: 11.5 トン以上 

5) 油圧操作方式: マニュアル操作 

6) 運転操作: 左ハンドル,マニュアル変速 

7) 駆動方式: 4x2 又は 6x2  後輪駆動 

8) エンジン容量 250HP 以上  

 

(5) 2m3ホイールローダー 

1) 形式: 2 m3 級ホイールローダー 

2) 数量： 2 台 

3) バケット容量: 2.0m3(SAE 山積み) 以上 

4) エンジン容量 140HP 以上 

5) 運転室: ROPS タイプ 

 

(6) 1.1m3 コンテナ 

1) 形式: DIN/European Standard コンテナ 

鋼板性溶接構造（蓋なし） 

2)  数量： 2085 個 

3) 寸法:  

-全長 1,360mm 

-全幅 1,080mm 

-全高 1,200mm 

4) 容量: 公称 1.1m3 (有効 0.8-0.9 m3) 

5) 塗装: 錆止めコーティンク＋仕上げ塗装 

6) 重量: 約 120kg 

 

(7) 8m3 コンテナ 

1) 形式: 鋼板性溶接構造 

2)  数量： 10 個 
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2) 寸法:  

-全長（上辺） 4,200mm 

-全長（下辺） 3,800mm 

-全幅 2,000mm 

-全高 1,000mm 

3) 容量: 8m3  

4) 塗装: 錆止めコーティンク＋仕上げ塗装 

5) 重量: 約 700kg 

 

2. 処分場用機材 

(1) 1m3バックホウローダー 

1) 形式: 1 m3 級バックホウローダー 

2) 数量： 1 台 

3) ローダーバケット容量: 1.0m3(SAE 山積み) 以上 

4) エンジン容量 90HP 以上 

5) 排出高さ: 2,600mm 以上 

6) 運転室: ROPS タイプ 

 

(2) 13 トン 土砂用ダンプトラック 

1) 形式： 後部排出型ダンプトラック 

2) 数量： 1 台 

3) ボディ容量: 10 m3 以上 

4) 積載荷重: 12 トン以上 

5) 油圧操作方式: マニュアル操作 

6) 運転操作: 左ハンドル,マニュアル変速 

7) 駆動方式: 6x4 後輪駆動 

8) エンジン容量 300HP 以上  

 

3-2-3 基本設計図 

調達機材の姿図を図 3-2-3-1 から図 3-2-3-9 に示す。 
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3-2-4 調達計画 

3-2-4-1 調達方針 

本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力制度に枠組みに従って実施される。協力計画は日本国政府

において承認され、両国によるＥ/Ｎが締結された後に実施に移ることとなる。この後、パレスチナ側により

日本法人コンサルタントが選定され、実施設計作業に入る。実施設計結果に基づく入札図書の完成後、入札

によって決定した日本法人請負業者により、機材調達が行われる予定である。なお事業を実施する場合の基

本事項及び特に配慮を要する点は以下のとおりである。 

 

1. 事業実施主体 

本プロジェクトのパレスチナ側責任機関は MOLG である。MOLG は本プロジェクトの責任機関として、日

本のコンサルタント及び請負業者と密接な連絡並びに協議を行い、プロジェクトを円滑に実施するための総

合的な管理組織を構築する必要がある。 

プロジェクトの実施機関は、直接的に廃棄物管理事業を実施するジェリコ及びヨルダン渓谷、トゥルカレ

ム、サルフィート及びベツレヘムの 4 組織の JCspd であり、各 JCspd は相互及び MOLG との連絡・協力体制

を構築してプロジェクトに取り組む必要がある。 

 

2. コンサルタント 

無償資金協力による機材調達のため、無償資金協力の基準及び手続きに精通した日本法人コンサルタント

がパレスチナ側政府と設計監理契約を結び、実施設計及び調達監理業務を行う必要がある。 

なお、コンサルタントは入札図書を作成するとともに事業実施主体に対し入札推進業務を代行する。 

 

3. 請負業者 

我が国の無償資金協力制度により、公開入札で選定される日本国法人請負業者が、機材の調達を行う。 

なお、調達機材は調達後も引き続きスペアパーツの供給、故障時の対応等のアフターサービスが必要と考

えられるため、請負業者は、機材引渡しの後の連絡調整についても十分配慮する必要がある。 

 

4. 技術者派遣の必要性 

本プロジェクトの無償資金協力は、廃棄物処理のための機材調達であり、据付工事等がない。したがって、

機材調達に係る特段の技術者派遣の必要性はない。 

 

3-2-4-2 調達上の留意事項 

1. 現地調達事情 

現地の廃棄物収集･運搬機材及び最終処分場機材等の調達事情は、以下のとおりである。 

 

− 西岸地区には、廃棄物収集･運搬機材及び最終処分場機材の製造メーカーは存在しない 

− 西岸地区には、十分な経験のあるごみ収集用コンテナ製造メーカーが存在する 
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− 現地では、自動車型式等に係るイスラエル国法規･基準（欧州基準）が取り入れられており、

それに合致する車両を調達する必要がある 

− スペアパーツの入手が困難なため、稼動を停止している機材が散見されている。機材調達に当

たっては、スペアパーツの入手容易性が主要な条件となり得る 

 

2. 調達計画上の留意点 

本計画において調達される機材は、コンテナを除いて現地で製造されておらず、日本国又は第三国から調

達する必要がある。特に、自動車系機材については、自動車型式認定基準等イスラエル国の関連法規に合致

している必要があり、各メーカーの供給可否に留意して調達国を決定する必要がある。 

調達国の決定に際しては、本計画実施後の維持管理を考慮し、西岸地区に多く流通している製品、かつ西

岸地区内に代理店のある製品が納入されるよう配慮する。 

機材の調達においては、本計画実施後の機材の維持管理を容易にするために、できるだけ同一系統の車種

に統一する必要がある。 

 

3-2-4-3 調達区分 

本プロジェクトにおける我が国及びパレスチナ側の負担区分は、以下のとおりである。 

 

1. 我が国の負担範囲 

− 廃棄物収集･運搬機材及び最終処分場機材の調達と西岸地区までの輸送 

− 維持管理機材の調達と西岸地区までの輸送 

− 調達機材の初期操作指導 

− コンテナの調達とプロジェクト対象地域までの輸送 

 

2. パレスチナ側の負担範囲 

− 廃棄物収集･運搬機材及び最終処分場機材の西岸地区内の輸送 

− 無償資金協力で調達する機材の運営・維持管理に係る体制整備と予算措置 

 

3-2-4-4 調達監理計画 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の枠組みの中で実施される必要がある。したがって、我が国の

無償資金協力制度が要求する規定・基準等を遵守し、その枠組みの中でプロジェクト対象地域の広域処分計

画とごみ処理能力向上に必要な機材を調達することを基本方針とする。 

 

1. 調達監理の業務内容 

コンサルタントは、基本設計の趣旨を踏まえ、入札図書作成業務・調達監理業務に係る一貫したプロジェ

クトチームを編成し、円滑に業務実施を行う必要がある。また、無償資金協力の制度に沿った機材調達とな

るよう、表 3-2-4-1 に示す業務を実施することとする。 
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表 3-2-4-1 コンサルタントの業務内容 

業務の段階 業務の内容 
調達契約前 入札図書の作成 

入札業務代行 
入札結果評価 
契約業務補佐 

調達契約後 機材調達の工程・品質監理 
機材品質確認 
第 3 者機関による船積前検査 
請負業者の契約作業履行確認 
報告書作成等 

 

コンサルタントは、上記業務の実施のために、業務の進捗に応じて表 3-2-4-2 に示す要員を配置する必要が

ある。 

 

表 3-2-4-2 コンサルタントの要員配置計画 

業務の内容 配置要員 
入札図書の作成 業務主任、機材計画技術者 
入札業務代行 業務主任、機材計画技術者、積算技術

者 
入札結果評価 業務主任、機材計画技術者 
契約業務補佐 業務主任、機材計画技術者 
機材調達の工程・品質監理 調達監理技術者 
機材品質確認 検査技術者 
第 3 者機関による船積前検査 検査技術者 
請負業者の契約作業履行確認 調達監理技術者 
報告書作成等 調達監理技術者、検査技術者 

 

2. 調達監理時の実施体制 

調達監理時の調達監理体制及び関連機関等の全体的な関係は、図 3-2-4-1 に示すとおりである。 
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図 3-2-4-1 調達監理時の実施体制 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

品質管理計画として、以下に工程管理及び品質管理を述べる。 

 

1. 工程管理 

本プロジェクトの無償資金協力は機材調達のみで構成されるため、所定の工程遵守に重要な作業は機材の

工場製作である。原則として、請負業者の工場管理に基づく工程管理とし、コンサルタントは請負業者の報

告から進捗状況を確認し、必要に応じて工程遵守の警告等を発する計画とする。 

なお、コンサルタントの工程管理として、以下の作業を計画する 

 

− 無償資金協力制度で要求される期間と機材製作に必要と考えられる期間を考慮し、必要かつ十分

な工期を設定し、機材調達契約条件となる計画工程表を作成する。この計画工程表は入札図書で

提示する。 

− 入札時に請負業者の提示する工程が工期厳守に十分であることを確認する。 

− 計画工程と請負業者の実績を比較しながら工程の進捗状況を確認する。 

− 請負業者の工程が計画から大きく遅れてきた場合、請負業者に対する警告を発し、請負業者の工

期遵守と促す。また、必要に応じて工期遵守への対応策の検討・提案を行う。 

 

2. 品質管理 

無償資金協力で調達する機材は、工場で製作される。したがって、請負業者の工場の管理に基づく品質管

理を原則とし、コンサルタントは完成時の性能検査確認等から機材品質を確認する。 

なお、コンサルタントの品質管理としては、以下の作業を計画する。 

日本国政府 

コンサルタント 
入札図書作成 
入札業務代行 
調達監理 

パレスチナ暫定自治政府

請負業者 
機材製作・調達 

海上輸送 
機材の現地引渡し 

地方自治庁 
契約管理 

全体取りまとめ 

契約 

各契約書の承認 
入札図書の承認 
進捗報告・確認 

交換公文 

調達監理 

コンサルタント 
契約 

連絡・指示 
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− 基本設計を踏まえた機材仕様を入札図書で提示する。 

− 入札時に、請負業者の提案する機材が入札図書で規定した仕様を満たしていることを確認する。 

− 必要に応じ、入札図書規定より詳細な部分の仕様を請負業者の承認図書等を通じて確認する。 

− 工場製作完了時の品質検査への立会い及び／又は検査結果報告書のレビュー等を通して機材の

品質を出荷前に確認する。必要に応じて、製品の手直し等を請負業者へ指示する。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

1. 機材の調達計画 

パレスチナでの機材調達難易度及び機材メーカーのアフターサービス充実度を踏まえ、以下のように機材

調達を実施することを計画する。 

 

(1) 機材の調達先 

前述のように無償資金協力で調達することを計画している機材のうち、廃棄物収集･運搬機材及び最終処

分場機材は、パレスチナ人自治区内で生産されておらず、我が国及び／又は第三国において調達する必要

がある。このうち自動車系機材（シャシ）については、西岸地区内に日本国メーカーの代理店が無いこと

から、第三国調達を計画とする。さらに、車両に係るイスラエル国の基準が欧州の基準に準拠しているこ

とから、欧州を中心とした第三国調達を検討する。一方、自動車系機材（ボディ）については、西岸地区

内にコンパクター車のボディメーカーの代理店が無いため、シャシメーカー代理店が対応可能な第三国調

達を計画する。ただし、構造が比較的簡素なダンプトラックのボディについては、シャシメーカーが対応

可能な現地調達と第三国調達の併用とする。さらに、第一次計画で欧州製のシャシにイスラエル製のボデ

ィを架装した実績があることから、イスラエル国も調達対象に加える計画である。 

なお、今後日本国のメーカー（シャシ・ボディ）が西岸地区内に代理店を設置した場合、そのメーカー

の製品も調達の対象となり得る。 

建設機械系機材については、西岸地区内に日本国メーカーの代理店が数社あるものの、その数が少なく、

適正な競争を促すため、第三国調達も含めた計画とする。 

一方コンテナについては、前述のように西岸地区内のメーカーで製作・供給していることから、現地調

達とする。 

上記の結果、無償資金協力による機材の調達先を表 3-2-4-3 のように計画する。 
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表 3-2-4-3 機材調達先 

調達予定国 
調達機材 

現地 日本*  第三国 

Ⅰごみ収集･運搬機材    

1-1 8m3 コンパクター車  ○ ○ 

1-2 13m3 コンパクター車  ○ ○ 

1-3 8m3 コンテナ移送車  ○ ○ 

1-4 15m3塵芥ダンプトラック ○ ○ ○ 

1-5 2m3ホイールローダー  ○ ○ 

1-6 1.1m3コンテナ ○   

1-7 8m3コンテナ ○   

Ⅱ処分場運営機材    

2-1 1m3バックホウローダー   ○ 

2-2 13 トン土砂用ダンプトラック ○ ○ ○ 
注* 今後日本国のメーカー（シャシ・ボディ）が西岸地区内に代理店を設置した場合 

 

(2) スペアパーツの調達範囲 

約 1 年間の機材稼動に必要な消耗品をスペアパーツとして機材と同時に無償資金協力で調達すること

とする。2 年目以降に必要なスペアパーツ及び無償資金協力でカバーしないスペアパーツの調達は、パレ

スチナ側の自助努力で調達することとする。 

 

(3) 機材のメーカー保証 

1 年以上が経過した後の不具合は、原因の特定が困難になる。したがって、機材納品から 1 年以内に発

生した不具合は、不適切な使用・管理／事故等に起因するものを除き、製作したメーカーを含む請負業者

が無償修理／交換を保証することとする。 

なお、機材調達後、モデル変更等により将来のスペアパーツの入手が困難になる可能性があるため、少

なくとも機材納品後 10 ヶ年にわたり、一般商業ベースで適切なスペアパーツを供給することを請負業者

へ義務付ける必要があると考えられる。 

 

2. 輸送計画 

西岸地区は内陸に位置しており、貿易港がない。このため我が国もしくは第三国から海上輸送されてくる

調達機材は、イスラエル国の貿易港で荷揚することになる。イスラエル国の代表的な貿易港は、地中海に面

したアシュドット港と、紅海に面したエイラット港があり、輸送船のスケジュールと原産国の位置による使

い分けが必要である。 

日本国調達及び第三国調達機材は、前述のイスラエル国貿易港での荷揚げ後、西岸地区へ陸上輸送される

ことになる。なお、コンテナについては、西岸地区内の工場から各対象 JCspd へ内陸輸送する。 

 

3. 据付工事施工計画 

調達機材の全てが納入渡しであり、据付工事はない。 
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4. 調整・試運転実施計画 

調達機材の全てが工場で完成しているため、現地での調整・試運転業務はない。海上輸送の際、一部のパ

ーツが取り外される可能性があるが、その取り付けは通常の納品業務と考えられるため、特段の取付・調整

作業の計画は必要ない。 

 

5. 初期操作指導実施計画 

調達機材のすべては、パレスチナ側が取扱いに慣れている汎用機材である。納品時に若干の取扱い説明・

維持管理上の注意点説明が必要であるが、それらの説明は通常の納品業務と考えられる。したがって、特段

の初期操作指導の必要はない。 

 

6. 運用指導実施計画 

本プロジェクトの目的である廃棄物管理能力の向上には、廃棄物収集の効率化や効果的な覆土の実施が不

可欠である。これらの技術移転は実施中の関連技プロを通して行われるため、本プロジェクトでは運用指導

は含まない。 

 

7. 検査・検収等実施計画 

本プロジェクトでは、以下の検査・検収を計画する。 

 

(1) 請負業者による検査 

ア 工場検査 

製作工場において完成した機材の品質・形状、性能等の確認検査を行う。特にコンパクター車のコン

テナリフトの作動確認検査を行う。スペアパーツ以外の検査は、全数検査とする。スペアパーツは、メ

ーカーの品質保証システムに基づく抜き取り検査とする。 

 

イ 出荷前検査 

輸送梱包に先立ち、機材の員数（品目・数量）確認検査を行う。 

 

ウ 船積前機材照合検査 

後述するコンサルタントの船積前機材照合検査の準備を行い、検査に立ち会う。 

 

(2) コンサルタントによる検査 

ア 工場検査 

請負業者の工場検査結果を書類で確認するとともに、特にコンパクター車については、製作工場で抜

き取り検査を実施し、検査結果と抜き取り検査結果を照合する。同時に、入札時／契約後に請負業者が

提出した図書類と完成品の照合を行う。 
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イ 船積前機材照合検査 

第三者検査機関に委託し、船積前機材照合検査を実施する。検査内容は、機材の員数と梱包状況とし、

契約どおり機材が船積されることを確認する。 

 

ウ 現地引渡し時検収 

西岸地区内の引渡し場所に到着後、契約どおり機材員数が納品されたことを確認する。その際、輸送

中の事故の有無等を確認し、必要に応じて無償修理等の指示を請負業者へ発出する。また、取扱い説明

等の実施を含む請負業者の業務完了を確認する。 

 

3-2-4-7 実施工程 

日本国政府の無償資金協力により本計画が実施される場合、交換公文（Ｅ/Ｎ）締結後、①入札・調達契約、

②機材調達の 2 段階を経る。 

 

1. 入札・業者契約 

コンサルタントはパレスチナ側に代って入札図書作成、入札公示、入札参加書の受理、入札説明の実施、

入札図書配布等を行う。一定の入札準備期間をおき、入札価格及び関連図書の受領後、速やかにその結果を

審査し、パレスチナ側と日本国法人である請負会社間の調達請負契約の締結促進をはかる。 

なお、入札は、関係者立会いのもとに行われ、最低価格を提示した入札者が、その入札内容が適正である

と評価された場合に落札者となり、パレスチナ側と調達請負契約を行う。 

入札図書配布から契約までに要する期間は、約 2 ヶ月間必要である。 

 

2. 機材調達 

調達請負契約締結後、日本国政府の認証を得て請負業者は調達作業に着手する。本計画の規模から判断し、

機材の調達が順調に進み、パレスチナ側負担範囲の作業が円滑に行われるとすれば、計画の調達に係わる期

間は、8 ヶ月と見込まれる。 

なお、コンサルタントは、請負業者と着手前の打合せを行い、さらに機材の輸送、工程等について請負会

社への指導・監督を実施し、工程管理・品質管理を行い、Ｅ/Ｎに定められている期間内に業務を完了するも

のとする。 

図 3-2-4-2 に想定される業務実施工程表を示す。 
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月数  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

実
施
設
計 

              

機
材
調
達 

              

図3-2-4-2 業務実施工程表 

 

3-3 相手国側分担事業の概要  

本プロジェクトの協力対象事業に必要な相手国負担事項は以下のとおりである。これらは協力対象事業の

円滑な実施に不可欠なものであるため、パレスチナ側は確実に各業務を完了する必要がある。 

 

(1) コンサルタント／請負業者への無償資金協力からの支払いのために、我が国の銀行に口座を開設し、

取消不能支払授権書（Irrevocable Authorization to Pay: A/P）の発行手続き及び発行手数料負担を行う。

また、支払時における支払手数料を負担する。 

(2) 無償資金協力で調達する機材の迅速な荷揚げの確保及び免税措置を行う。 

(3) 本プロジェクトに必要な機材調達及び役務に関連する日本人に対し、パレスチナ人自治区への立ち入

りと滞在に必要な便宜を図る。 

(4) 本プロジェクトに必要な機材調達及び役務に関連する日本人に対し、パレスチナ人自治区で課せられ

る関税・国内税等の免税措置を行う。 

(5) 無償資金協力で調達した機材を適切に使用し、維持管理する。 

(6) 無償資金協力に含まれていない費用で、本プロジェクトに必要な他の全ての費用を負担する。 

(搬入・調整・試運転) 

(機器製作) 

(機材輸送) 

(計 8.0 ヶ月) 

(業者契約) 

(計 3.5 ヶ月) 

(製作図作成・承認)

(図渡し・内説／業者見積機関) 

(入札図書承認) 

(機材仕様のレビュー・入札図書作成) 

(検収・引渡し) 

(両国間 E／N 締結) 

(入札公示)

(入札評価・業者協議) 

(入札)

(製品・出荷前・船積み前検査)

(引渡し) 

(計画内容最終確認(機材)) 

(コンサルタント契約) 
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(7) 調達機材の、走行距離、運転時間、燃料・油脂類の消耗等、稼動・維持管理状況の記録を実施する。 

(8) コンテナを除く調達機材の輸送に係る我が国の負担は、ジェリコ市までとする。ジェリコ市から各

JCspd までの国内輸送はパレスチナ側で負担する。 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 基本方針 

本プロジェクトは廃棄物管理事業の主要項目である廃棄物の収集・運搬、処分の改善を図るものであり、

その運営・維持管理は大きく以下の 2 業務で構成される。 

- 収集・運搬、処分に関する計画・管理及び操業業務 

- 収集・運搬、処分機材の点検・整備業務 

 

上記業務の遂行に当たり、実施組織の面では、各 JCspd が既存の市レベルでの組織を有機的に組み合わせ

て活用することで対応可能と考えられる。ただし、業務内容の面では、プロジェクトの効果を最大限に発揮

させるため、以下の留意が必要である。 

 

3-4-1-1 収集・運搬等に関する計画・管理及び操業業務 

以下のように計画的な収集・運搬管理作業、丁寧な機材活用等が必要であると考えられる。 

 

1. 計画的な作業 

実績をベースに年度末に翌年の収集・運搬、処分に関する業務実施計画を立てる必要がある。当計画時に

地域ごとの投入過不足及び機材の稼動状況を把握し、新規調達や配置転換等の検討を行う。ここでは、地域

別の概ねの機材・要員配置を計画する。 

また 1 ヶ月単位で実際の廃棄物発生量、処分状況、機材整備状況等を勘案し、月末に翌月分の操業詳細計

画を立案する。ここでは、操業時間帯、シフト数、トリップ数及び配車計画を中心に立案する。この際、収

集現場の状況及び課題等を的確に反映させる必要がある。また、ラマダンや季節及び観光シーズン等に起因

する発生量の変動に留意する。 

なお、担当者不在時でも他の職員が実施管理を行えるよう、全ての計画及び実績は文書にまとめる必要が

ある。 

 

2. 丁寧な機材活用 

収集及び運搬の実作業は、積み残しのないよう、また丁寧な機材の運転を心掛けるよう運転手・作業員へ

の徹底を図る。これは、要員への繰り返し周知が必要であり、月間優秀作業員表彰制度等を取り入れると効

果的だと考えられる。 

なお、既存機材の一部は昼夜間の 2 シフト作業で活用されることがある。この場合、1 台の機材について

複数の運転手や作業員が携わることになり、これらのクルーは自分の車であるという意識が低くなる。その



 

- 112 - 

結果、機材に対する責任意識が低くなり、不具合及びその兆候の見逃しや、乱雑な運転の原因となる可能性

がある。したがって、1 機材に携わるクルーは 1 班に限定し、1 日の計画収集量より多くの廃棄物を収集する

必要がある場合は、クルーを入れ替える 2 シフトではなく、同一クルーによる残業で対応するなどして、機

材に対する責任感を維持させる必要がある。 

 

3. データ管理 

現在、収集・運搬機材の積載容量とトリップ数から、収集量等のデータ管理が行われている。したがって、

1 機材の過積載や過小積載等の管理が困難である。また、データは見なし数量であり、正確なものとは言え

ない。 

廃棄物管理には、収集量、運搬量、処分量等の正確なデータ管理が必要である。また、過積載は機材耐久

性に大きな影響を与えるため、機材ごとの負荷管理が必要である。しかし、現在のところ、ベツレヘムのご

みを搬入するイスラエル国運営管理のアザリア処分場以外はウェイブリッジ等の計量機材が設置されていな

い。今後整備が行われる処分場等には計量機材を据付け、全ての収集・運搬機材の運搬量を計測し、そのデ

ータを集計・分析して収集・運搬計画立案に用いることが必要である。 

 

3-4-1-2 収集・運搬機材等の点検・整備業務 

機材の適正稼働率維持の観点から、機材の維持管理業務は極めて重要である。しかし、現状の維持管理業

務は、オイル交換等の必須かつ簡易な作業以外、不具合発生予防のための予防保守整備（Preventive 

maintenance）が不十分であり、不具合が発生した後の修理が中心となっている。 

機材の適切な稼働率を維持するために、故障の兆候を早く発見して適切な部品交換を実施することにより、

故障を未然に防止する必要がある。このためには、定期点検整備が必要である。 

機材の維持管理の基本的な考え方を図 3-4-1-1 に示す。また、具体的な定期点検整備内容については、3-4-4

項で述べる。 

 

 
 

図 3-4-1-1 機材の維持管理の考え方 

 

3-4-2 運営・維持管理体制 

各 JCspd は、以下のように運営・維持管理体制を整備する必要がある。 

 

機材の良好な維持管理

予防保守整備（定期点検整備）方式の適用 

・小整備（3,000km 走行時） 
・中整備（12,000km 走行時）
・大整備（36,000 km 走行時）
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1. JCspd の組織 

各 JCspd は、JCspd 対象地域内の地方自治体の首長等で構成される理事会を設置しており、JCspd の最高決

定機関として機能している。しかしながら、理事会の指示で日常業務の管理及び作業を実施する要員等につ

いては組織中の段階であり、早期に要員を組織化する必要がある。 

本プロジェクトでごみの広域処理を十分に実施するためには、図 3-4-2-1 に準じた組織が必要と考えられる。 

 

理事会

総務・財務部

理事長

維持管理部技術部

執行責任者

総務・人事課 財務・会計課 計画課 事業運営課 購買課 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ／

民間委託課

関連地方自治体

代表首長

収集ブロック-1

収集ブロック-2

収集ブロック-3

収集ブロック-4

最終処分場  
図 3-4-2-1 プロジェクト実施に必要と考えられる JCspd 組織 

 

この場合、各部局に必要な役割は、以下のとおりである。 

 

(1) 理事会及び理事長 

理事会では傘下の地方自治体の要望等を取りまとめるとともに、JCspd の事業運営状況のモニタリング

を実施する。理事長は理事会の統括を行うとともに、執行責任者へ必要な指示を行う。 

 

(2) 執行責任者 

対象地域の廃棄物管理実施責任者として JCspd の組織を統括する。理事会の指示を関係部局の作業に振

り分けるとともに、JCspd の活動状況を取りまとめる。 

 

(3) 総務・財務部、総務・人事課 

JCspd の総務的事務と要員の人事管理及び保有施設管理を行う。 

 

(4) 総務・財務部、財務・会計課 

JCspd の財務・会計管理を行う。各地方自治体経由で納付された廃棄物管理料金を管理するとともに、

購買や民間委託料金の支払い、要員給与の支払い等を実施する。 



 

- 114 - 

(5) 技術部、計画課 

廃棄物管理状況に係るデータ取りまとめ及び対象地域の社会・経済状況調査のデータ取りまとめを実施

し、データを活用して現況把握及び翌月・翌年度・短中期計画等の廃棄物管理実施計画策定を行う。 

 

(6) 技術部、事業運営課 

収集・運搬機材や処分場運営機材を活用して、実際の清掃業務を実施する。JCspd の収集ブロックや既

存の地方自治体グループ及び保有施設状況から、効率的なブロック制導入が必要である。各ブロックには、

ブロック長以下、運転手及び作業員が配置される。 

 

(7) 維持管理部、購買課 

機材維持管理に必要な工具・予備品類の購買を実施する。また、ストックが必要な予備品の在庫管理を

行う。 

 

(8) 維持管理部、ワークショップ／民間委託課 

ワークショップを保有する場合、ワークショップの運営を行う。また、機材維持管理に必要な民間工場

での整備を管理、監督する。ワークショップを保有していても、中・大規模整備の際に民間工場を活用す

る必要があるので、整備の民間委託に係る機能を持つ必要がある。 

 

なお、サルフィート JCspd は、地域内に規模の大きなイスラエル人入植地があるため、イスラエル国によ

る分離壁の建設が進んでいる。南部、東部、西部に JCspd 地域が 3 分割されることが確定的であり、分離壁

完成の後は、交通制限を受けることとなる。したがって、3 分割した業務実施体制の構築が必要である。 

3 分割される各ブロックの事業管理は、既存のサルフィート南部ローカル JCspd、サルフィート東部ローカ

ル JCspd 及びサルフィート西部ローカル JCspd の 3 組織のローカル JCspd を活用し、それらを全体の JCspd

が統括する体制となる。この体制は、サルフィート JCspd のみに必要な特例であり、サルフィート JCspd は、

図 3-4-2-2 に準ずる体制を構築する必要がある。 

 

理事会

南部ブロック

理事長

執行責任者

総務・財務課

関連地方自治体

代表首長

運営維持管理課

東部ブロック 西部ブロック 統括部

総務・財務課

技術計画課

総務・財務課

運営維持管理課

総務・財務課

運営維持管理課  
図 3-4-2-2 プロジェクト実施に必要と考えられる JCspd 組織（サルフィート JCspd のみ） 
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2. 機材の所有管理 

JCspd 地域内における機材の効率的活用が必要である。したがって、既存機材を含めた廃棄物管理用機材を

JCspd で一元管理する必要がある。 

既存機材の多くは JCspd 化前の各地方自治体が所有管理しているため、早期に JCspd へ移管する必要があ

る。ただし、迅速な所有権移転は困難と予測されるため、JCspd への貸し出しや運行権限の移管で対応する必

要がある。 

 

3. 機材の点検・整備 

(1) ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

日常的な点検整備、定期点検整備及び小規模修理をジェリコ市の既存ワークショップで行うこととし、

専門的な修理は民間の修理工場へ外注する。 

 

(2) トゥルカレム JCspd 

日常的な点検整備、定期点検整備及び小規模修理をトゥルカレム市の既存ワークショップで行うことと

し、専門的な修理は民間の修理工場へ外注する。 

 

(3) サルフィート JCspd 

サルフィート JCspd には機材の整備・修理を行う地方自治体のワークショップがなく、オイル交換等の

簡易整備も含め、すべての整備・修理作業を民間の修理工場を活用して実施する計画とする。 

 

(4) ベツレヘム JCspd 

ベツレヘム JCspd には機材の整備・修理を行う地方自治体のワークショップがなく、オイル交換等の簡

易整備も含め、すべての整備・修理作業を民間の修理工場を活用して実施する計画とする。 

 

4. 料金徴収体制 

JCspd の運営は、地域内の住民や商工業事業主から徴収した料金（税）で賄われる。したがって、料金徴収

システムの構築が必要である。 

JCspd 導入前は、各地方自治体が事業規模に応じて廃棄物管理税徴収を実施していたため、このシステムを

活用することが効率的と考えられる。したがって、各地方自治体が廃棄物管理税として住民や商工業事業主

から料金を徴収し、各地方自治体が JCspd へ必要額を納付するシステムの構築が必要である。 

 

3-4-3 運営・維持管理要員 

JCspd の運営、本プロジェクトの調達機材に係る運転手及び収集作業員が必要である。不足分は新規雇用が

必要なものの、JCspd 構成地方自治体の既存要員が活用できる。 

また、維持管理要員については、ワークショップを有するジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 及びトゥルカ

レム JCspd において必要なものの、本プロジェクトの調達機材に特殊機材がないこと、これまで維持管理さ
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れてきた機材と同種の機材であること、専門的な整備・修理作業は民間工場に外注されることから要員補強

の必要性はほとんどない。 

 

本プロジェクト実施の際に必要となる JCspd の要員は、3-4-2 項で述べた組織を適用する場合、表 3-4-3-1

及び 3-4-3-2 に示すとおりとなる。要員確保に必要な給与等の負担は、JCspd が徴収した料金から負担される

こととなる。 

 

表 3-4-3-1 JCspd に必要な要員－１ 

ジェリコ及び
ヨルダン渓谷

トゥルカレム ベツレヘム

執行責任者 1 1 1

部長 3 3 3

総務・財務部員 部長兼務 2 2

技術部計画課員 部長兼務 2 2

技術部事業運営課ブロック管理員 4 4 3

技術部事業運営課処分場管理員 1

維持管理部員 部長兼務 2 2

JCspd運営要員合計 9 14 13

作業員

　既存コンパクター運転手 3 17 20

　既存コンパクター助手 6 34 40

　新規コンパクター運転手 4 15 16

　新規コンパクター助手 8 30 32

　既存トラック運転手 1 1 7

　新規トラック運転手 2 5

　既存重機運転手 1

　新規重機運転手 1 2

JCspd作業員合計 26 104 115

職種
JCspd

 
 

表 3-4-3-2 JCspd に必要な要員－２ 

JCspd

サルフィート

執行責任者 1

ブロック長／部長 4

ブロック・部の総務・財務課員 部長兼務

ブロック運営維持管理課員 3

統括部技術計画課員 1

JCspd運営要員合計 9

作業員

　既存コンパクター運転手 5

　既存コンパクター助手 10

　新規コンパクター運転手 3

　新規コンパクター助手 6

　既存トラック運転手

　新規トラック運転手

　既存重機運転手

　新規重機運転手

JCspd作業員合計 24

職種
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3-4-4 機材の定期点検整備内容 

我が国の車両整備は、国土交通省の定める法的点検整備要領があり、1 ヶ月、3 ヶ月、1 年の各期間におけ

る点検整備内容が示されている。本プロジェクトにおいても、調達機材が公共サービスである廃棄物管理作

業に供されることから、同要領を参考にした整備作業が必要と考えられる。ただし、点検整備の頻度は、車

両により稼動条件の違いがあるため、時間的な条件からではなく、走行距離に基づく点検整備の導入が望ま

しい。 

自動車系機材に必要な定期点検整備の頻度と内容を表 3-4-4-1 に示す。 

 

表 3-4-4-1 車両の整備作業内容 

No. 項 目 走行距離 整備内容 
1 小 整 備 約 3,000km 毎 パワーライン系統、油圧装置、電装品及び足回

り系統について、給油脂の他、その機能の点検
確認、整備を行う。予防点検整備は特に重要な
作業の一つである。 

2 中 整 備 約 12,000km 毎 作業条件によって、各部の摩耗、変形、クラッ
ク、破損等の発生は一律でないが、約 12,000km
走行の後に中整備を実施する。エンジン、動力
伝達系統、足回り全般、油圧諸系統について調
整、加修又は部品交換を行う。これらの整備作
業は必要な使用機器の関係上、すべて、修理工
場に搬入して実施される必要がある。 
また、ボディの油圧機構、板金塗装作業等を必
要に応じて併せて行う必要がある。 

3 大 整 備 約 36,000km 毎 整備内容は、中整備と同一であるが、特にブレ
ーキ、クラッチのライニング及び足回り（特に
バネ関係）の重点的な整備を行う。 

 
なお、建設機械系機材については、車両とは異なり、毎日点検の他、一定運転時間ごとの点検整備を行う

ものとする。点検整備は各機械のメンテナンス要領に従って行う必要である。表 3-4-4-2 に建設機械系機材に

必要な点検整備作業内容を示す。 

 

表 3-4-4-2 建設機械系機材の整備作業内容 

No. 項 目 点検・整備内容 
1 毎日点検整備 毎日の運転終了後、オペレータが点検・調整、清掃、燃料・冷

却水の補給、給油脂を行う。 
2 毎週点検整備 

（約 50 時間毎） 
毎日点検整備で手の届かない点検・調整及びオイル、エレメン
ト類の交換、給油脂などを行う。 

3 毎月点検整備 
（約 250 時間毎） 

毎週の整備では省いた点検・調整、部品や消耗品の交換を行う

 

機材の耐用年数は、使用上の諸条件で大きく変わる。しかし、廃棄物管理機関は、自動車系機材・建設機

械系機材ともに、約 10 年で更新する準備を進めておく必要がある。 
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3-4-5 スペアパーツ準備計画 

本プロジェクトの調達機材のスペアパーツは、調達時に約 1 年間の運転に必要な定期交換部品及び消耗品

を納入する計画である。2 年次以降のスペアパーツは、パレスチナ側の自助努力で準備する必要がある。 

準備するスペアパーツの品目は、機材稼動状況と消費状況に基づいて計画する必要があるものの、1 年間

に機材本体価格の約 2.5%以上の予算は確保しておく必要がある。 

 

3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、6.65 億円となり、先に述べた日本国とパレス

チナ側との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件によれば、次のとおりと見積もられる。 

 

1. 日本側負担経費 

概算事業費：6.65 億円 

 

費目 概算事業費（百万円） 
ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 84
トゥルカレム JCspd 298
サルフィート JCspd 38

機材 

ベツレヘム JCspd 229

649 

実施設計・調達監理 16 
注）上記の概算事業費は、即 E/N 上の供与限度額を示すものではない。 

 

2. パレスチナ負担経費 

概算事業費：1 万 6170NIS（約 0.4 百万円） 

(1) 調達機材の西岸内輸送 1 万 6170NIS（約 0.4 百万円） 

 

3. 積算条件 

(1) 積算時点  平成 17 年 12 月 

(2) 為替交換レート 1US$ = 113.50 円 

1NIS =  24.85 円 

1EUR = 137.60 円 

(3) 調達期間  入札及び機材調達の期間は、本書 3-2-4-7 項で述べたとおりとする。 

(4) その他  本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施されるものとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

本プロジェクトで活用する機材の 1 台の運営・維持管理に必要な年間費用は、表 3-5-2-1 のように考えられ

る。 

 

表 3-5-2-1 機材 1 台当たりの年間運転・維持管理費 

活用タイプ 油脂費 運転費 維持管理費 合計

NIS/年/台 NIS/年/台 NIS/年/台 NIS/年/台

5m
3
級コンパクター車 タイプ１ 15,725 68,040 34,500 118,265

タイプ２ 33,643 68,040 34,500 136,183

タイプ３ 38,537 68,040 34,500 141,077

8m
3
級コンパクター車 タイプ１ 18,331 68,040 69,300 155,671

タイプ２ 32,920 68,040 69,300 170,260

タイプ３ 37,797 68,040 69,300 175,137

12m
3
級コンパクター車 タイプ１ 22,848 68,040 78,450 169,338

タイプ２ 34,937 68,040 78,450 181,427

タイプ３ 36,267 68,040 78,450 182,757

4-8m
3
級コンテナ移送車 タイプ１ 24,178 25,200 54,300 103,678

タイプ２ 42,070 25,200 54,300 121,570

タイプ３ 43,520 25,200 54,300 123,020

15m
3
塵芥ダンプトラック タイプ２ 39,168 25,200 67,950 132,318

15t土砂用ダンプトラックタイプ２ 14,507 25,200 67,950 107,657

120PSトラックローダー 67,698 25,200 147,150 240,048

2m
3
ホイールローダー 59,170 25,200 50,250 134,620

1m
3
バックホウローダー 50,774 25,200 50,250 126,224

機種

 

 

各 JCspd は、既存機材及び新規機材の数量に応じて、一年間に表 3-5-2-2 に示す機材運転・維持管理費を確

保する必要がある。 
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表 3-5-2-2 各 JCspd の一年間の機材運営・維持管理費 

NIS/年/台 NIS/年 NIS/年/台 NIS/年

ジェリコ 5m
3
級コンパクター車 タイプ１ 1 118,265 118,265

及び 4m
3
級コンテナ移送車 タイプ１ 1 103,678 103,678

ヨルダン渓谷5m
3
級コンパクター車 タイプ２ 2 136,183 272,366

8m
3
級コンテナ移送車 タイプ１ 1 103,678 103,678

8m
3
級コンパクター車 タイプ１ 2 155,671 311,342

8m
3
級コンパクター車 タイプ２ 2 170,260 340,520

120PSトラックローダー 1 240,048 240,048

13t土砂用ダンプトラックタイプ２ 1 107,657 107,657

1m
3
バックホウローダー 1 126,224 126,224

小計 5 734,357 7 989,421

合計

トゥルカレム5m
3
級コンパクター車 タイプ１ 2 118,265 236,530

8m
3
級コンパクター車 タイプ１ 2 155,671 311,342

4m
3
級コンテナ移送車 タイプ２ 1 121,570 121,570

5m
3
級コンパクター車 タイプ２ 1 136,183 136,183

8m
3
級コンパクター車 タイプ２ 6 170,260 1,021,560

12m
3
級コンパクター車 タイプ２ 5 181,427 907,135 14 181,427 2,539,978

トラック タイプ２ 1 121,570 121,570

12m
3
級コンパクター車 タイプ３ 2 182,757 365,514

15m
3
塵芥ダンプトラック タイプ２ 4 132,318 529,272

2m
3
ホイールローダー 2 134,620 269,240

小計 18 2,855,890 22 3,704,004

合計

サルフィート5m
3
級コンパクター車 タイプ１ 3 118,265 354,795

8m
3
級コンパクター車 タイプ１ 1 155,671 155,671 3 155,671 467,013

12m
3
級コンパクター車 タイプ１ 1 169,338 169,338

小計 5 679,804 3 467,013

合計

ベツレヘム 5m
3
級コンパクター車 タイプ２ 5 136,183 680,915

8m
3
級コンパクター車 タイプ２ 5 170,260 851,300 3 170,260 510,780

12m
3
級コンパクター車 タイプ２ 10 181,427 1,814,270 13 181,427 2,358,551

8m
3
級コンテナ移送車 タイプ２ 3 121,570 364,710

トラック タイプ２ 4 121,570 486,280

小計 27 4,197,475 16 2,869,331

合計

運転維持管理費

1,723,778

機種JCspd 活用タイプ
台数

既存機材 本プロジェクト調達機材

6,559,894

運転維持管理費
台数

1,146,817

7,066,806  
 

また、各 JCspd が一年間に必要とする廃棄物管理費（JCspd 運営維持管理費）は、表 3-5-2-3 のとおりとな

る。各 JCspd は、各家庭や事業所から平均 20～33NIS/月/家庭の廃棄物管理税（料金）を徴収する必要がある

と考えられる。 

なお、次項以降に、運営・維持管理費に係る留意事項及び算定経緯を述べる。 
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3-5-2-1 油脂費 

本プロジェクトの調達車両は、移動のための走行中より、停車・徐行等を含む作業中に燃料を含む油脂類

を多く消費すると考えられる。したがって、パレスチナ側は、機材稼動中にデータを蓄積し、最も効率的な

運転モードで作業を実施し、可能な限り無駄を省くことが必要である。 

本調査では、油脂消費量を表 3-5-2-4 及び 3-5-2-5 のように想定した。油脂費は、現在のジェリコ市やトゥ

ルカレム市等の購入実績から、ディーゼル燃料換算で NIS3.5/㍑として算出した。 

 

表 3-5-2-4 油脂費算定（車両 1 台当り） 

標準ﾄﾘｯﾌﾟ数
油脂費

(NIS/日)
油脂費

(NIS/年)
標準ﾄﾘｯﾌﾟ数

油脂費
(NIS/日)

油脂費
(NIS/年)

標準ﾄﾘｯﾌﾟ数
油脂費

(NIS/日)
油脂費

(NIS/年)

5m
3
級コンパクター車 4.0 50.08 15,725 2.1 107.14 33,643 1.5 122.73 38,537

8m
3
級コンパクター車 3.5 58.38 18,331 1.9 104.84 32,920 1.4 120.37 37,797

12m
3
級コンパクター車 2.7 72.77 22,848 1.7 111.27 34,937 1.2 115.50 36,267

4-8m
3
級コンテナ移送車 10.0 77.00 24,178 2.9 133.98 42,070 1.8 138.60 43,520

15m
3
塵芥ダンプトラック 2.7 124.74 39,168

13t土砂用ダンプトラック 1.0 46.20 14,507

　　　　　　　トリップ
数
機種

タイプ１ タイプ２ タイプ３

注：　中継輸送用の13tダンプトラックは、1往復の走行距離が60km程度になることから、タイプ２として計算した。15t土砂用ダンプト
ラックは郊外の土取場往復を想定し、60km程度のタイプ２として計算した。  
 

表 3-5-2-5 油脂費算定（建設機械 1 台当り） 

機関出力 燃料消費率 燃料消費量 標準運転時間標準運転日数標準運転時間 燃料消費量 油脂費

kw L/kw/h L/h h/日 日/年 h/年 L/年 NIS/年

120PSトラックローダー 88 0.175 15.40 4 314 1,256 19,342.40 67,698

2m
3
ホイールローダー 88 0.153 13.46 4 314 1,256 16,905.76 59,170

1m
3
バックホウローダー 66 0.175 11.55 4 314 1,256 14,506.80 50,774

注：　燃料消費率は、建設機械等損料表（社団法人日本建設機械化協会）による。潤滑油等は燃料消費率に含まれている

機種

 
 

3-5-2-2 維持管理費 

機材に必要な維持管理費は、維持するレベルや老朽化度等により異なる。したがって、本プロジェクト対

象地域の各 JCspd は、機材の状況及び老朽化に応じて予算を確保する必要がある。 

安全な機材運行に必要なレベルの維持管理費として、スペアパーツ購入費を含め、年間に機材本体価格の

約 5%の費用が必要であると考えられる。そのため、本調査では機材本体価格概算の 5%の費用を前述の維持

管理費として計上した。 

なお、各実施機関は機材の安全運行のために、概ね 10 年で機材更新をする準備をしておく必要がある。そ

のため、本書で算出した維持管理費には、10 年間の減価償却費を含んでいる。 

表 3-5-2-6 に算出した維持管理費を示す。 
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表 3-5-2-6 機材維持管理費（1 台当り） 

基礎価格 減価償却費（10年間） 整備・修理費（5%/年） 合計

NIS/台 NIS/年/台 NIS/年/台 NIS/年/台

5m
3
級コンパクター車 230,000 23,000 11,500 34,500

8m
3
級コンパクター車 462,000 46,200 23,100 69,300

12m
3
級コンパクター車 523,000 52,300 26,150 78,450

4-8m
3
級コンテナ移送車 362,000 36,200 18,100 54,300

15m
3
塵芥ダンプトラック 453,000 45,300 22,650 67,950

13t土砂用ダンプトラック 453,000 45,300 22,650 67,950

120PSトラックローダー 981,000 98,100 49,050 147,150

2m
3
ホイールローダー 335,000 33,500 16,750 50,250

1m
3
バックホウローダー 335,000 33,500 16,750 50,250

機種

 
 

3-5-2-3 運転費 

本プロジェクト対象地域の各市は、運転費として、運転手及び収集作業員等のクルーの人件費を確保する

必要がある。機材に必要な運転要員の費用を表 3-5-2-7 に示す。 

 

表 3-5-2-7 運転要員の費用 

小計／台 雑費(5%) 合計／台

人数 NIS/月/人 NIS/月 NIS/年 人数 NIS/月/人 NIS/月 NIS/年 NIS/年 NIS/年 NIS/年

5m
3
級コンパクター車 1 2,000 2,000 24,000 2 1,700 3,400 40,800 64,800 3,240 68,040

8m
3
級コンパクター車 1 2,000 2,000 24,000 2 1,700 3,400 40,800 64,800 3,240 68,040

12m
3
級コンパクター車 1 2,000 2,000 24,000 2 1,700 3,400 40,800 64,800 3,240 68,040

4-8m
3
級コンテナ移送車 1 2,000 2,000 24,000 24,000 1,200 25,200

15m
3
塵芥ダンプトラック 1 2,000 2,000 24,000 24,000 1,200 25,200

13t土砂用ダンプトラック 1 2,000 2,000 24,000 24,000 1,200 25,200

120PSトラックローダー 1 2,000 2,000 24,000 24,000 1,200 25,200

2m
3
ホイールローダー 1 2,000 2,000 24,000 24,000 1,200 25,200

1m
3
バックホウローダー 1 2,000 2,000 24,000 24,000 1,200 25,200

機種
運転手／台 作業員（クルー）／台

 
 

3-5-2-4 最終処分費 

本プロジェクトでは、JCspd が自ら処分場を運営するケースと、他機関が運営する処分場へ処分費を支払っ

て活用するケースに 2 分できる。 

 

1. ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd 

基幹処分場となるジェリコ処分場は、JCspd 保有機材で運営することとなる。したがって、表 3-5-2-8 のよ

うに、最低限の覆土に必要な機材運営・維持管理費及び覆土材料費を計上した。 

 

表 3-5-2-8 既存ジェリコ処分場運営費（1 年間） 

項目 数量 単位 単価（NIS） 金額（NIS）

120PSトラックローダー 1 年 240,048 240,048

1m
3
バックホウローダー 1 年 126,224 126,224

15t土砂用ダンプトラック 1 年 107,657 107,657

覆土材料 3,230 t 15 48,450

5.9m
3
x365日x1.5t/m

3

合計 522,379  
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なお、トゥブラン処分場の費用は、イスラエル国側が提示している 35NIS/t で計上した。 

 

2. トゥルカレム JCspd 

新ジェニン処分場を活用する計画であるが、2005 年 12 月現在、処分費単価は決まっていない。最近のイ

スラエル国が運営する処分場の単価から、35NIS/t と仮定して算出した。 

 

3. サルフィート JCspd 

JCspd が 3 ヶ所の処分場を運営することとなる。1 ヶ所ごとの処分量が少ないことから、ホイールローダー

等をレンタルして覆土を実施する計画である。したがって、機材レンタル費と覆土材料費を表 3-5-2-8 のよう

に計上した。 

 

表 3-5-2-9 サルフィート JCspd の処分場運営費（1 年間） 

サルフィート処分場のコスト

項目 数量 単位 単価（NIS） 金額（NIS）

120PSホイールローダー 942 h 500 471,000

3hx314日

覆土材料 2,190 t 20 43,800

4m
3
x365日x1.5t/m

3

合計 514,800

イスティア処分場のコスト

項目 数量 単位 単価（NIS） 金額（NIS）

120PSホイールローダー 314 h 500 157,000

1hx314日

覆土材料 876 t 20 17,520

1.6m
3
x365日x1.5t/m

3

合計 174,520

アズザウィア処分場のコスト

項目 数量 単位 単価（NIS） 金額（NIS）

120PSホイールローダー 628 h 500 314,000

2hx314日

覆土材料 1,697 t 20 33,940

3.1m
3
x365日x1.5t/m

3

合計 347,940

 
 

4. ベツレヘム JCspd 

アザリア処分場を活用する計画である。現在、20NIS/t の処分費を支払っているため、現在と同様の 20NIS/t

として算出した。 

 

なお、本書で算出した最終処分費には、処分場建設費を含んでいない。したがって、処分場建設する場合、

通常の廃棄物管理税以外の資金を調達する必要がある。 
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3-5-2-5 JCspd 運営費 

3-4-2 項で述べたように、機材の運転及び作業員の費用のみならず、JCspd の管理要員が必要である。これ

らに必要な人件費及び事務コストも廃棄物管理税で賄う必要がある。これらの費用については、表 3-5-2-10

及び 3-5-2-11 に基づき算出した。 

 

表 3-5-2-10 JCspd 運営費－１ 

単価

ジェリコ及び
ヨルダン渓谷

トゥルカレム ベツレヘム NIS/年
ジェリコ及び
ヨルダン渓谷

トゥルカレム ベツレヘム

執行責任者 1 1 1 48,000 48,000 48,000 48,000

部長 3 3 3 36,000 108,000 108,000 108,000

総務・財務部員 部長兼務 2 2 24,000 48,000 48,000

技術部計画課員 部長兼務 2 2 24,000 48,000 48,000

技術部事業運営課ブロック管理員 4 4 3 30,000 120,000 120,000 90,000

技術部事業運営課処分場管理員 1 30,000 30,000 0 0

維持管理部員 部長兼務 2 2 24,000 48,000 48,000

JCspd運営要員合計 9 14 13 306,000 420,000 390,000

職種
JCspd 金額（NIS/年）

 
 

表 3-5-2-11 JCspd 運営費－２ 

JCspd 単価

サルフィート NIS/年

執行責任者 1 48,000 48,000

ブロック長／部長 4 36,000 144,000

ブロック・部の総務・財務課員 部長兼務 24,000

ブロック運営維持管理課員 3 30,000 90,000

統括部技術計画課員 1 24,000 24,000

JCspd運営要員合計 9 306,000

職種 金額(NIS/年)
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

 

4-1 プロジェクトの効果 

本プロジェクト対象地域の現状と問題点、プロジェクトでの対応とその効果を表 4 -1-1 に示す。 

 

表 4-1-1 プロジェクトの効果 

現状と問題点 プロジェクトでの対応 プロジェクトの効果・改善程度 
1. 現状の都市廃棄物の収集量

（率）は、ジェリコ及びヨルダ

ン渓谷 JCspd：48.9t／日（85%）、

トゥルカレム JCspd：152.8t／
日（ 86% ）、サルフィート

JCspd：42.4t／日（67.5%）、ベ

ツレヘム JCspd ： 130t ／日

（73.2%）と低く、一部の地域

で廃棄物の市内堆積が始まっ

ている。今後、機材の老朽化と

人口増加による廃棄物発生量

の増大化から収集率は更に落

ち込み、市内廃棄物堆積が拡大

されると考えられる。 
 

以下の廃棄物収集・運搬用機材を調達

する。 
- 8m3コンパクタ車：10 台 
- 12m3コンパクタ車：29 台 
- 8m3コンテナ移送車：1 台 
- 15m3塵芥ダンプトラック：4 台 
- 2m3ホイールローダ：2 台 
- 1.1m3コンテナ：2,085 個 
- 8m3コンテナ：10 個 
 
 

2010 年の都市廃棄物収集量（率）が、

ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd：
59.7t／日（90%）、トゥルカレム JCspd：
184.2t／日（ 90%）、サルフィート

JCspd：65.7t／日（90%）、ベツレヘム

JCspd：192.1t／日（90%）に改善され

る。 

2. ジェリコ及びヨルダン渓谷

JCspd においては、南部ブロッ

クのごみ約 45t/日が既存の処

分場に集められるため、衛生埋

立のための処分場運営機材が

不足する。 
 

以下の処分場運営機材を調達する。 
- 1m3バックホーローダー：1 台 
- 13t 土砂用ダンプトラック：1 台 
 

ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd の処

分場において衛生埋立が実施される。

 

4-2 課題・提言 

4-2-1 相手国の取組むべき課題・提言 

1) 免税処置 

パレスチナ人自治区はイスラエル国に存在しているため、関税等の免税はイスラエル国の税当局が関与す

ることになる。2005 年時点においても、PNA 及びイスラエル国間の政治・経済の協力関係は必ずしも良好と

は言えず、不可測な方針転換等が発生する可能性がある。したがって、パレスチナ側の実施機関は本プロジ

ェクト実施時に通関手続き等にトラブルが発生せぬよう、常に最新の免税等の手続きを掌握しておく必要が

ある。 

 

2) 広域処理の管理技術 

本プロジェクトは、結成されたばかりの JCspd による都市廃棄物の広域処理の開始が前提となっている。

少数の地方自治体による共同処理の実績はあるものの、県単位の広域をベースとした都市廃棄物の共同管理

は初めての導入となる。したがって、共同管理体制の構築を促進する必要がある。これには、実施中の関連
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技プロの活用が可能である。関連技プロの成果やジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd の組織構築状況や事業実

施状況を他の JCspd に伝達するとともに、JCspd 間の情報交換を継続していく必要がある。 

 

3)  収集率の改善 

廃棄物の収集率は機材や要員増強等のハード整備とそのハードの効率的な活用で改善される。本プロジェ

クトでは、計画目標収集率達成に必要な機材を無償資金協力で調達するが、機材の活用は PNA 側の自助努力

で実施する。そのため、PNA が機材活用及び廃棄物収集・運搬に必要なソフトを整備することが課題となる。 

PNA 側による整備が必要なソフトとして、以下のものが考えられる。 

- 機材ごとの収集・運搬ルートの設定と運用 

- 機材ごとの収集・運搬時間（昼間か夜間か等）の設定と運用 

- 収集・運搬ルート／時間計画に応じた配車の実施 

- 住民の適正排出促進活動の実施 

 

4) 機材の維持管理 

本プロジェクト実施機関は、機材年齢が 15 年から 20 年以上が経過した老朽化機材も修理しながら活用し

ており、既存機材を出来る限り活用しようとする努力が認められる。しかし、現在の機材の維持管理方法は、

故障を修理するという対症療法であり、故障を未然に防ぐための定期点検・整備は不十分と言わざるを得な

い。機材の状態を長期間かつ良好に維持するためには、故障させない点検・整備が必要であるため、定期的

に予防的な点検・整備を実施することが望まれる。 

実施機関は機材整備を民間整備工場へ外注している個所もあり、予防的整備を実施するためには、新たな

予算確保が必要となる。しかし、予防的整備が実施されると修理が減少するため、修理費用と予防的整備費

用はトレードオフの関係にあると考えられる。したがって、現在の PNA 側の課題は、修理費用と予防的整備

費用のトレードオフの関係を整理し、早期に予防的な点検・整備の体制を構築することである。 

 

5) 埋立処分技術 

西岸における都市廃棄物の最終処分はいわゆる「オープン・ダンピング（ダンピング・サイト）」であり、

北部のジェニンにおいて西岸で初めての衛生埋立処分場建設が進むなど端緒についたばかりである。今後、5

～6 ヶ所の広域処分場の建設が必要となるが、パレスチナの財政状況から建設費のみならず運営・維持管理

費についても極力抑える必要がある。その観点から、日本で主流となっている「準好気性埋立」技術の適用

を勧告したい。浸出水の水処理に著しい効果があり、維持管理費の抑制に期待できる。また同時に広域処分

場の整備に伴い、ダンピング・サイトの環境面での安全な閉鎖が大きな課題として残ることに留意を要する。 

 

6) 環境社会配慮 

本計画の機材整備による機材によりごみ処理量が増加し、かつ衛生埋立を実施することで、住民負担（廃

棄物管理税）の増加は避けられない。調査対象の地域では住民負担に比べ商工業者の負担が排出ごみ量から

比べて少ないと考えられる。この点を含め、住民の費用負担について十分な配慮が必要である。 
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また、長期的な視野からごみの減量化による費用削減及び環境負荷の低減さらには資源の有効活用を目的

としたリサイクル活動の導入を検討すべきである。 

 

4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携 

本計画に関連する技術協力として、現在「ジェリコ及びヨルダン警告における廃棄物管理能力向上支援プ

ロジェクト」が実施中であり、同技協プロジェクトでの廃棄物行政にかかるキャパシティ・ディブロップメ

ントと本計画による機材調達を強力に連携させ、相乗的な効果発現を目指す必要がある。 

また、関連する他ドナーの支援としては、トゥルカレム JCspd 収集ごみの最終処分場建設にかかる「世界

銀行のジェニンプロジェクト」（実施中）と、ベツレヘム JCspd の新処分場選定のための「イタリア国のベツ

レヘム県最終処分場プロジェクト」（要請中）の２件がある。当該 JCspd は関連ドナーと十分な連携を取り、

最適な中長期廃棄物管理計画を立案する必要がある。 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

本プロジェクトの主コンポーネントは「収集輸送機材の調達」であり、裨益対象が合計 50 万人近い一般市

民であること、都市廃棄物管理改善を目的としており都市衛生環境及び住民の生活環境改善のために緊急的

に求められるものであること、PNA 側の既存技術力及び財政で十分に運営・維持管理が可能な内容であるこ

と、地域的・全国的な廃棄物管理インフラ整備計画に合致したものであること、行政サービス改善を目的と

したもので収益を期待したものではないこと、環境を改善するものであり環境への負の影響は機材の適切な

運用で回避できるものであるため、実施する妥当性は非常に高いものである。 

また、PNA 側負担事項の履行は確実に実施されると考えられる上、現時点での PNA の社会経済事情や国

際的な治安・通商状況において無償資金協力を実施に係る特段の困難はないため、プロジェクトの実施は十

分に可能なものと判断される。 

 

4-4 結論 

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd、

トゥルカレム JCspd、サルフィート JCspd、ベツレヘム JCspd の都市衛生環境及び住民の生活環境改善に寄与

するものである。そのため、協力対象事業の一部に対して我が国の無償資金協力を実施する妥当性が確認さ

れる。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、相手国側体制は人員・資金ともに十分で問題

ないと考えられる。 

なお、技協プロジェクトによる廃棄物行政にかかるキアパシティ・ディブロップメントがなされることに

より、相乗的な効果が期待できる。 
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1. 調査団員・氏名 

基本設計調査時 

氏 名 担当業務 現 職 

大島  義也 総 括 
JICA 無償資金協力部 

次長 

吉田  充夫 技術参与 JICA 国際協力総合研修所 

吉田  早苗 計画管理 
JICA 無償資金協力部  

業務第三グループ 

藤井  克巳 業務主任 / 廃棄物収集運搬計画 八千代エンジニヤリング（株） 

佐伯   昇 廃棄物処分計画 / 環境社会配慮 八千代エンジニヤリング（株） 

清水   清 機材計画 八千代エンジニヤリング（株） 

荒井  隆俊 調達計画 / 積算 八千代エンジニヤリング（株） 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－２ 調査行程 
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2 調査行程 

 
日付 移動 滞在 活動 

11月26日 土 [大島、吉田早苗] 

成田→パリ 

[藤井] 

成田→ﾊﾞﾝｺｸ 

機中泊 官団員（大島、吉田早苗）、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員（藤井）日本

出国。 

11月27日 日 [大島、吉田早苗] 

パリ→ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 

[吉田充夫、荒井] 

ｼﾞｪﾘｺ→ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 

[藤井] 

ﾊﾞﾝｺｸ→ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 移動、イスラエル着、団内にて打合せ。 

11月28日 月 ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ→ｼﾞｪﾘｺ ジェリコ JICA 事務所、日本国大使館にて打合せ。 
ｼﾞｪﾘｺ JCspd にて技プロと合同ミーティング。 

11月29日 火  ジェリコ ミニッツ協議、ジェリコ・サイト視察。 
11月30日 水  ジェリコ ミニッツ協議、イスラエル外務省協議、ベツレヘム・

サイト視察。 
12月1日 木 [官団員] 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ→パリ 

ジェリコ ミニッツ署名、テルアビブへ移動、JICA 事務所・大使

館報告。 
12月2日 金  ジェリコ ベツレヘム市の状況調査。 
12月3日 土 [佐伯、清水] 

成田→ﾊﾞﾝｺｸ 

ジェリコ サイト調査（ジェリコ・ヨルダン渓谷）、技プロとの

連携調査。 
12月4日 日 [佐伯、清水] 

ﾊﾞﾝｺｸ→ﾃﾙｱﾋﾞﾌ 

ジェリコ サイト調査（ジェリコ・ヨルダン渓谷）、技プロとの

連携調査。 
12月5日 月  ジェリコ イスラエル国シビルアドミニストレイションとの協

議。 
サイト調査（ジェリコ・ヨルダン渓谷の廃棄物管理概

況、現場視察）。 
12月6日 火  ジェリコ サイト調査（ベツレヘムの廃棄物管理概況、現場視察）

12月7日 水  ジェリコ サイト調査（ジェリコ・ヨルダン渓谷の収集システム

検討）。 
タイムアンドモーション調査（ジェリコ・ヨルダン渓

谷）。 
12月8日 木  ジェリコ イスラエル国シビルアドミニストレイションとの協議

／地方自治庁環境担当者との協議。 
タイムアンドモーション調査（ベツレヘム）。 

12月9日 金  ジェリコ イタリア国援助担当者との協議。 
12月10日 土  ジェリコ サイト調査（ジェリコ・ヨルダン渓谷の財務）。 

機材・調達計画調査、積算調査。 
12月11日 日 ｼﾞｪﾘｺ→ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（ベツレヘムの財務）。 

機材・調達計画調査、積算調査。 
12月12日 月  ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 機材・調達計画調査、積算調査。 
12月13日 火  ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 調査状況中間まとめ。 

機材・調達計画調査、積算調査。 
12月14日 水  ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（サルフィートの廃棄物管理概況、現場視

察）。 
12月15日 木 [藤井] 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ発 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（ジェリコ・ヨルダン渓谷の処分方法）。

機材・調達計画調査、積算調査。 
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日付 移動 滞在 活動 
12月16日 金 [藤井] 

成田着 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 資料整理・団内会議。 

12月17日 土  ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（ベツレヘムの処分方法）。 
機材・調達計画調査、積算調査。 

12月18日 日 [藤井] 

成田発 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（トゥルカレムの処分方法）。 
タイムアンドモーション調査（トゥルカレム）。 

12月19日 月 [藤井] 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ着 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（サルフィートの処分方法）。 
タイムアンドモーション調査（サルフィート）。 

12月20日 火  ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（トゥルカレムの収集システム、財務検討）。

機材・調達計画調査、積算調査。 
12月21日 水  ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ サイト調査（サルフィートの収集システム、財務検討）。

機材・調達計画調査、積算調査。 
12月22日 木  ジェリコ 補足調査、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ作成・協議。 

機材・調達計画調査、積算調査。 
12月23日 金  ジェリコ 資料整理・団内会議。 
12月24日 土  ジェリコ 補足調査、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ作成・協議。 
12月25日 日  ジェリコ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ作成・協議。 
12月26日 月  ジェリコ 地方自治省、各 JCspd へ報告。 
12月27日 火 ｼﾞｪﾘｺ→ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ 資料整理。 

機材・調達計画調査、積算調査。 
12月28日 水 [藤井、佐伯、清水、荒井] 

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ→ﾊﾞﾝｺｸ 

機中泊 JICA 事務所・大使館報告、イスラエル出国。 

12月29日 木 [藤井、佐伯、清水、荒井] 

ﾊﾞﾝｺｸ→成田 

機中泊 移動。 

12月30日 金 [藤井、佐伯、清水、荒井] 

成田着 

帰国 日本帰国。 
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3. 関係者（面会者）リスト 
 

機関・所属 氏名 

地方自治庁 (Ministry of Local Government) 

Minister Mr. Khalid Fahed Qawasmi 

General Director, Dep. of Joint Councils for Service, Planning & 

Development Mr. Kamel Hemeid 

Vice General Director, Dep. of Joint Councils for Service, Planning & 

Development Mr. Abd Alnaser Makky 

Dep. of Joint Councils for Service, Planning & Development Mr. Wijdan sharpd 

Minister’s advisor Mr. Younis M. Qawasmeh 

Ministry of Local Government, Jericho Mr. Ismaeel Abujaber 

Ministry of Local Government, Tulkarem Mr. Saadelddin Odch 

Ministry of Local Government, Tulkarem Mr. Moliamal Zendiq 

Ministry of Local Government, Tulkarem Mr. Tareq Memny 

Ministry of Local Government, Salfeet Mr. Raed Banghauti 

Ministry of Local Government, Salfeet Mr. Fuad Ozreil 

計画庁 (Ministry of Planning) 

Minister Mr. Ghassan Khatib 

財務庁 (Ministry of Finance) 

Tax Manager, Dept. of Tax & Indirect Tax Mr. Nasser Jian 

パレスチナ環境担当局（Environment Quality Authority） 

Deputy Chairman Mr. Jamil Shafiq Al-Motiur 

Director General, Polices and Planning Directorate Mr. Zaghloul Samhan 

Director General, International Relations Directorate Mr. Ahmed Abu Taher 
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機関・所属 氏名 

ｼﾞｪﾘｺ及びヨルダン渓谷 JCspd (Jericho and Jordan River Rift Valley JCspd) 

Mayor of Jericho Mr. Hasan Saleh 

Vice President, JCspd and Mayor, Zbidat Mr. Hassn Germy 

Mayor, Al-New’meh & Edyuk al-Foqa Mr. Ietdal Hammo 

Mayor, Al’ Auja Mr. Torkey E’shaibat 

Deputy Mayor, Jericho Mr. Ali Dana 

Head of Engineering Dept, Jericho Mr. Basel Hijazi 

Head of General Services Dept, Jericho Mr. Kmalid Jaber 

Head of culture and P.R Dept, Jericho Mr. Wiam Erikat 

Director of Health and environment Dept, Jericho  Mr .Abdeljabbar Abuhalawa 

Head of Division of Solid and Pest Control, Jericho  Mr. Sultan Roma 

Engineer, Jericho Mr. Ebrahim Dowr 

Council Member Mr. Sa’ed Awajna 

City Council Member Mr. Adnan Hammad 

Council General Secretary, JCspd Mr. Ghaleb Sa Awatlah 

Civil Engineer, Marj Na’najh Mr. Wadee Abuhelal 

Manger of Municipality Workshop Mr. Ismile Safy 

トゥルカレム JCspd (Tulkarem JCspd) 

Mayer, Tulkarem municipality Mr. Mahmoud Jallad 

Engineer, Baqa Alsharqeih Mr. Muayad Husain 

Engineer, JSC (Wad Al Sha’ir) Mr. Mhmad Melhem 

Engineer, JSC (Al Sha’rawyyeh) Mr. Said Al Hudairi 

Engineer, JSC (Al Sha’rawyyeh) Mr. Baseh Absalih 

Secretary, JSC (Al Kufryyat) Mr. Adil Sa’ddeh 

Engineer, Tulkarem Mr. Nehael Abusheikha 

Engineer, Tulkarem Mr. Abdel Hassan 

Engineer, Baqa Alsharqeih Mr. Ammar Khamis 

サルフィート JCspd (Salfeet JCspd) 

Mayor, Kifl Haris Municipality,  Mr. Ahmmad Bozeyah 

Mayor, Kafr ad Dik Municipality Mr. Jamal Abd EL-hameed 

Mayor, Az Zawiya Municipality Mr. Ameer Shojeer 

Mayor, Bruqin Municipality Mr. Ekremah Samarra 

Deputy Mayor, Salfeet Municipality 

Engineer, JCspd (East Salfeet) 

Mr. Abdrahim Salim 

Mr. Bashar Abo Said 

Engineer, Salfeet Directorate Mr. Fouad Ozreil 

Supervisor of Wastewater Netowork, Salfeet Municipality Mr. Ahamad Shaheen 
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機関・所属 氏名 

ベツレヘム JCspd (Bethlehem JCspd) 

Mayor, Al Obideih Mr. Maher Radaydeh 

Mayor, Doha Mr. Sami Mroua 

Mayor, Al Kahader Mr. Adnan Sbeih 

Mayor, Za’tara  Mr. Sami Taoyib 

Head of Engineer, Bethlehem Mr. Juder Moukus 

Head of Engineer, AL Kahader Mr. Younis Azzeh 

Head of Engineer, AL Douha Mr. Mohamed Sayed 

Head of Engineer, Beit Jala Mr. Nadim Hadwef 

Project Manager, Beit Sahour Miss. Hannan Manoly 

Manager, Za’tara Municipality Mr. Muhamed Thweib 

イタリア援助機関 (Italian Cooperation, Consulate General of Italy) 

Director Mr. Antonio Aloi 

Program Director Mr. Lorenzo Colonna-Preti 

イスラエル外務省 (Ministry of Foreign Affairs) 

Director, Policy Planning & External Relations Department Center for 

International Development Cooperation Mr. Meron Reuben 

Counselor, North East Asia Department Mr. Gil Haskel 

イスラエル軍民生部（Civil Administration） 

Department of International Cooperation and Diplomatic Mission Lt Avi Rutenberg 

Regional Liaison and Coordination Office for West Bank and Gaza Mr. Beny Elbaz 

JICA パレスチナ事務所 

所長 成瀬 猛  氏 

所員 酒本 和彦 氏 

企画調整員 水谷 徹哉 氏 

在イスラエル日本国大使館 

一等書記官 新村 出  氏 

三等書記官 大崎 光洋 氏 
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1 案件名 

パレスチナ 第二次ごみ処理機材整備計画 

2 要請の背景(協力の必要性・位置付け) 

（1）当該国における問題点及び当該国政府の取り組みの現状 

1998 年の我が国の無償資金協力で西岸地区のごみ処理状況は大きく改善した。しかし、同無償賞資

金協力は西岸地区の全土をカバーしていないため、ほとんどごみ収集が実施されていない地区が多く残

されている。また、既存機材の老朽化が始まっている上、処分場整備の必要性が年々高くなっている。

更に、第二次インティファーダ以降、経済状況が疲弊しており、施設建設／機材調達に必要な資金を確

保することがより困難になってきている。 

また、パレスチナでは、都市廃棄物の管理責任が各自治体にあるものの、各自治体は平均人口が 7,500

人と小さいため、効率的な施設建設、機材調達及び運営･維持管理が困難な状況に置かれている。 

この問題を解決するため、地方自治庁では 2004 年から県単位の広域組合（以下、JCspd という）の

設立と、組合による県レベルの広域ごみ処理体制を導入している。 

（2）協力対象地域の現状・問題点・特徴及び選定理由 

パレスチナでは、上述のとおり JCspd を設立し、広域ごみ処理体制を導入した。しかし、これら JCspd

は結成されたばかり、もしくは結成段階のものであり、効率的な運営･維持管理体制に至っていない。

無償資金協力の要請は、11 ヶ所の JCspd を対象としていたが、このうち本調査開始時である 2005 年 11

月末時点で JCspd が結成している地域は 6 ヶ所の JCspd であった。さらに、独立行政法人国際協力機構

が平行して実施している技術協力プロジェクト（ジェリコ及びヨルダン渓谷における廃棄物管理能力向

上プロジェクト）との連携を考慮すると、協力対象地域には当該技術協力プロジェクトの対象地域と人

口規模が近い 4 ヶ所の JCspd を選定する必要があった。 

（3）上位計画との関連 

本プロジェクトは、広域組合を対象に廃棄物管理機材の協力を行うものである。パレスチナでは自治

政府の施策として、広域組合の設立による行政サービスの効率化を推進しており、本プロジェクトの方

5. 事業事前計画表 
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針と合致している。 

3 プロジェクト全体計画概要 

（1）プロジェクト全体計画の目標(裨益対象の範囲及び規模) 

ア ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd、トゥルカレム JCspd、サルフィート JCspd 及びベツレヘム JCspd

の都市廃棄物の収集率が改善される。 

・裨益対象： ジェリコ及びヨルダン渓谷住民 JCspd4 万 8000 人、トゥルカレム JCspd 住民 16 万 6000

人、サルフィート JCspd 住民 7 万 2000 人、ベツレヘム JCspd 住民 20 万 5000 人の合計

49 万 1000 人（以上 2010 年次の人口） 

（2）プロジェクト全体計画の成果 

ア 対象地域の収集輸送能力が向上する。 

イ ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd において、処分場運営能力が向上する。 

（3）プロジェクト全体計画の主要活動 

ア プロジェクト運営のための人員を配置する。 

イ 廃棄物収集・運搬活動に必要な機材を調達する。 

ウ 上記機材を使用して廃棄物管理活動を実施する。 

（4）投入（インプット） 

ア 日本側（＝本案件）：無償資金協力 6.65 億円 

イ 相手国側 

ア） 廃棄物収集･運搬機材及び最終処分場機材の西岸地区内の輸送 

イ） 無償資金協力で調達する機材の運営・維持管理に係る設備設置と予算措置 

（5）実施体制 

プロジェクト責任機関：地方自治庁 

プロジェクト実施機関：地方自治庁 

廃棄物管理機関   ：ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd、トゥルカレム JCspd、 
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サルフィート JCspd、ベツレヘム JCspd 

4 無償資金協力案件の内容 

（1）サイト 

パレスチナ、ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd、トゥルカレム JCspd、サルフィート JCspd 及びベ

ツレヘム JCspd 

（2）概要  

ア ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd、トゥルカレム JCspd、サルフィート JCspd 及びベツレヘム JCspd

の都市廃棄物収集・運搬に必要な機材の調達。 

イ ジェリコ及びヨルダン渓谷 JCspd の処分場運営に必要な機材の調達。 

（3）相手国側負担事項： 

機材調達の実施を脅かす不可欠な初期投資はない。 

（4）概算事業費 

6.65 億円（無償資金協力約 6.65 億円、パレスチナ側負担約 0.04 億円） 

（5）工期 

詳細設計･入札・工場製作・検査・輸送期間を含め約 11.5 ヶ月（予定） 

（6）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

ア 収集輸送機材の整備により、ごみが特定の埋立処分場へ集中することから、処分場が環境面で適正

に整備されていること条件となる。 

5 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 

（1） 中近東地域の政情及びパレスチナ内の治安が現状より悪化しない。 

（2） パレスチナ内の経済状況が現在より悪くならない。 

（3） 国際社会の経済制裁等による対外貿易状況が現状より悪化しない。 

（4） プロジェクト対象地域の急激な面積拡大や人口増加がない。 

（5） 急激かつ飛躍的な生活スタイル変更（大量生産・大量廃棄等）が生じない。 
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6 過去の類似案件からの教訓の活用 

（1） コンパクタ式収集車の油圧装置は、整備・修理が簡易な手動機械式とする。 

（2） 機材へ過度の負荷がかかる上、専用運転手・クルーで作業を行うことができない昼夜間のダブルま

たはトリプルシフトを避ける計画とする。 

7 プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（1）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

 2004 年（現在） 2010 年（目標） 
都市廃棄物収集率（％）   
 ジェリコ及びヨルダン渓谷 

JCspd 
85 90 

 トゥルカレム JCspd 86 90 
 サルフィート JCspd 68 90 
 ベツレヘム JCspd 73 90 

（2）その他の成果指標： 

特になし 

（3）評価のタイミング 

機材稼動開始 1 年後及び計画目標年次以降 
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